
武蔵野プレイス（仮称）専門家会議（第９回）会議録 

 

■ 日 時  平成 19 年 1 月 22 日（月）午後 6 時 30 分～午後８時 30 分 

■ 場 所  市役所 802 会議室 

■ 出席者  鬼頭梓委員長、清水忠男副委員長、栗田充治委員、近藤康子委員、武蔵野市

図書文化専門委員、設計者川原田康子(有限会社 Kwhg)、事務局（企画政策室

長、企画調整課新公共施設開設準備担当課長他）、傍聴者 10 名 

 

○鬼頭委員長 それでは、時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。 

 きょうは、新谷委員はどうしてもご都合がつかいないということでご欠席です。小林委

員は急にご家族が具合が悪いということで、どうしてもご出席できないということでした

ので、きょうは 4 人で進めさせていただきますのでよろしくお願いします。 

 初めに事務局から、きょうの資料のご説明をお願いしたいと思います。 

○事務局 それでは、前回の会議から若干間があきましたので、簡単にこれまでの経過に

つきましてご報告申し上げたいと思っております。 

 昨年 12 月 13 日に第 8 回の会議が開催されました。そのときの会議資料あるいは委員の

皆様からのご意見に基づきまして、その後時間のない中、大変申しわけございませんでし

たが何回か委員の皆様とやりとりをする中で加筆訂正等を加えて、委員長ともご相談をさ

せていただきながら、「中間のまとめ」を作成いただいたわけでございます。 

 その後、たびたびお話をさせていただいておりますが、12 月 18 日に、私ども市議会の

特別委員会に「中間のまとめ」を報告いたしました。同日でございますが、市議会の特別

委員会終了後に、鬼頭委員長、清水副委員長、栗田委員の３氏のご出席のもとに、市議会

特別委員会の委員との懇談会が開催されたわけでございます。 

 本日は、この「中間のまとめ」をベースにいたしまして、さらに新しい検討を加えたり、

あるいは新しいご提案をいただけたらと存じます。 

 なお、本日の会議内容にも影響してまいりますが、今後の日程でございますが、専門家

会議といたしましては２月に最終の会議を予定しております。具体的に申しますと、次回

は最終報告書を固めるという作業でございますが、この「中間のまとめ」につきましては、

前回申し上げましたとおり、市民の意見の募集を行う予定でございます。具体的には２月

１日号の私ども市の広報紙あるいはホームページ等におきまして、市民意見募集の告知を



行います。いわゆるパブリックコメントのようなものでございますが、この「中間のまと

め」の内容、中身に対しまして、市民のご意見を伺うものでございます。募集期間は２週

間程度を予定しておりますが、市民意見につきましては、できる限り次の会議までに委員

の皆様に事前にお目通しをいただけるように取りまとめたいと思っております。 

 次回の委員会は、この市民意見を参考にしていただきながら、最終報告書をまとめてい

ただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 

 引き続き、本日の会議の資料につきまして事務局よりご説明申し上げます。 

○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。前回の傍聴者意見ということで

ペラ１枚あります。それから、Ａ４縦版の 96 ページありますちょっと厚い冊子、これが今

日の専門家会議資料、それから、Ａ４の横版の 11 ページあります「中間のまとめ＜概要版

＞」でございます。 

 それでは、Ａ４縦版の厚い冊子の方についてご説明します。 

 前回いろいろとご意見いただきまして「中間のまとめ」をさせていただいたのですが、

「中間のまとめ」については、図面に合わせてＡ４横版になっておりましたが、文章が 1

行 60 文字と長く、やや読みにくいことと、また過去の報告書もＡ４縦なので、最終報告書

の形はＡ４の縦版としたいと考えております。 

 そこで、この厚い方の冊子ですが、１ページから 29 ページまでが中間でまとめました内

容をそのままＡ４縦版に編集し直したものでございます。内容については変わっておりま

せん。30 ページ以降は、今までの会議で使用した主な資料を掲載させていただきました。

ということで、96 ページになりました。 

 それでは、前回の会議から若干期間があきましたので、「中間のまとめ」について少し説

明をさせていただきます。 

 厚い冊子の１枚目をめくっていただいて、資料の目次というところをごらんください。 

 前回の会議で、館全体の話と各機能の話が混在しておりわかりにくいというご意見があ

りましたので、「中間のまとめ」については、Ⅱの「知的創造拠点としての武蔵野プレイス

（仮称）の全体像」、これが館全体の内容を書きあらわしております。それからⅢに「各機

能の望ましいあり方について」という形で、ここについては図書館等各機能についてそれ

ぞれ個別の部分でまとめさせていただいた形になります。 

 それでは、ざっと全体の説明をさせていただきます。 

 １ページは、専門家会議の目的です。 
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 ２ページ目から、今申し上げたようにプレイスの全体像という形で、まず１番目に基本

理念ということで、（１）として基本設計の考え方を確認しております。これが２ページ、

３ページです。 

 それから、４ページ、５ページが、過去の委員会の基本コンセプトの確認ということで

す。 

 ６ページに、管理運営の方法、主体というものを持ってきました。館全体の管理運営の

あり方についてということでここに掲載をさせていただきました。それが６、７、８ペー

ジです。 

 それから、８ページの「（５）今後の管理運営面での課題」というのをつけ加えさせてい

ただきました。これについては、前回の専門家会議で、ソフト面に今後かなり力を入れる

べきであるというご指摘がありましたので、最後の方ですが「今後、これらのソフト面の

具体化が課題となる。実施設計を進めるにあたり、同時に、ソフト面の構築を早急に進め

るよう努められたい」というふうにつけ加えさせていただきました。 

 ９ページが、館全体にかかわる施設について記載をさせていただいております。（１）が

「施設計画の基本的考え方」ということで黒ポチで「館全体に図書館機能を」ということ

で、それから次に「ブラウジング」「知のギャラリー」と続いて、次の章の「図書館機能」

へと続いていくのですが、ここは、「中間のまとめ」では資料に載っていた小林委員の農水

省跡地利用施設建設基本計画策定委員会報告書に対するコメントというものをできる限り

本文に組み入れております。９ページ、そして 10 ページのブラウジング、11 ページが館

全体の施設機能ということで知のギャラリーで、小林委員のコメントから掲載をさせてい

ただいています。 

 それから、次の 13 ページはフォーラムについて。 

 それから、14 ページが、これも前回の会議で掲載すべきということで、ユニバーサルデ

ザインの関係について掲載をさせていただきます。タイトルですが、「すべての人が利用で

きる使いやすい施設づくり」というタイトルにさせていただいたのは、前の委員会でこう

いうタイトルを使っておりますのでこういう形にさせていただきました。 

 15 ページが「各機能の望ましいあり方について」ということで、まず 1 番に「図書館機

能」ということで、ここからそれぞれの機能について書いてあるんですが、（１）が「基本

理念」、（２）が「運営」、（３）が「施設機能・構成」という３つのことについて、それぞ

れ各機能ごとに掲載しております。 
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 まず図書館機能ということで、15、16、17、18 となるんですが、18 ページに、レファレ

ンスの考え方について盛り込ませていただきました。あとは、小林委員の「図書館におけ

る電子メディアのあり方」とか「ビジネス支援について」とかも掲載をさせていただきま

した。これらは資料からこちらの方に盛り込んだような形になってございます。 

 それから、20 ページが「市民活動機能」ということで、これも「基本理念」「運営」「施

設機能・構成」という形でまとめさせていただきました。 

 それから、「青少年活動機能」についても、同じような形で 25 ページまでまとめており

ます。 

 26 ページが「生涯学習機能について」ということで、これについては市の施策的な考え

方もございまして、今後の課題ということにさせていただきます。 

 それから、27 ページの「駐車場出入口の位置について」で、これはこのとおりです。 

 28 ページについては、「他施設との連携について」ということで、公園については「一

体的運営」というふうに記載を改めさせていただきました。 

 それから、29 ページに「施設構成の検討」という形で、「中間のまとめ」を再編成させ

ていただいた経過でございます。 

 30 ページからは資料編ということで、今まで専門家会議でいろいろ議論した中で、資料

としてお出ししたものをできる限り掲載した形になっております。 

 「中間のまとめ」では、1 番の「参考配置構成図」、２番の小林委員のコメント、それか

ら９番の「駐車場出入口の位置について」という３つのみを掲載したのですが、その他の

機能面のデータについても、すべてほうり込むような形で掲載いたしました。 

 それから、10 番目に「市民意見」ということで、これは予定ということで、先ほど課長

から説明がありましたように、今後、市民意見を取りまとめた中で、ここに掲載したいと

考えております。 

 以上で、冊子についてのご説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、もう１つの横版の「中間のまとめ＜概要版＞」をごらんください。 

 再三ご説明しているように、「中間のまとめ」についてはＡ４版の横で整えさせていただ

いたわけで、それの概要版ということで、横版の「中間のまとめ」に挟み込むような形で、

今後市民意見をまとめていきたいと考えております。この概要版は、「中間のまとめ」を専

門家会議から受けて、補足資料として市が一応まとめたという形にさせていただきます。 

 表紙のところに、「中間のまとめについて意見をお寄せください」ということで、２月１
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日の市報に意見募集の記事を掲載いたしまして、この「中間のまとめ」と挟み込んだ概要

版を、市の主要な公共施設に配布をいたします。それで、２月 15 日まで意見募集をいたし

まして、それをまとめまして各委員に事前にお渡し、2 月 21 日の専門家会議でご確認いた

だくような形をとらせていただきたいと考えております。 

 １枚めくっていただいて、１ページ目でございますが、これが概要版の趣旨でございま

す。「中間のまとめ」もなかなかページも多く、市民の方にはじっくり読んでいただきたい

ところなんですが、まずこのダイジェストでわかるように、対比表形式の形で、主な意見

について左側が過去の報告書それから基本設計でかかれている部分に対し、右側で今回「中

間のまとめ」として専門家会議が提言した部分を記載したものです。内容的には、「中間の

まとめ」の文章から抜粋したものでございまして、編集をした形にはなっておりません。

ただ、抜粋した部分が、事務局でピックアップした形になりますので、その辺はご了承い

ただきたいと考えております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○鬼頭委員長 ありがとうございました。 

 それでは、今のこの資料は、この間の「中間のまとめ」そのままですが、今度最終報告

書ということになった場合に、どういうことを補足した方がいいのか、あるいはこの辺は

もう少し言いかえた方がいいんじゃないかといったようなご意見を今日伺って、次回の最

終の委員会に備えたいと思います。 

 前回の委員会で、委員の皆様からたくさんご意見をいただいたものは、ほとんど網羅さ

れて反映されているとは思いますが、最後に皆様に確認をとっている時間がございません

でしたので、資料はお送りいたしましたが、きょうは最終的なご意見をいただきたいと思

います。どなたからでも、どうぞご自由にご発言いただきたいと思います。 

○清水副委員長 あれから大変に努力されたと思います。いろいろ反映していただきまし

て、順序も随分変えていただきまして、ご苦労さまでございました。ありがとうございま

す。 

 本当にいろいろと盛り込みが十分になされていると思いますが、小さなことですが、チ

ラッチラッと気がついたところを申し上げます。 

 全体のことをいうのではないんですが、縦長の方の９ページに、３の「施設」というの

がございます。この中の真ん中辺を見ますと、「『知的創造拠点』が対象とする情報は、本

だけではなく」云々とありまして、こういうような観点に立ち、「館全体を思わぬ知的出会
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いが起こる場ととらえることによって、まさに知のぶつかり合いの場として構築するべき

である」というなかなかの文章があります。まあそうかなとは思うんですが、実は、これ

の裏ページの 10 ページ、これが前の委員会ですか、そこでブラウジングの考え方がありま

して、真ん中からやや下、「そのためには、館内を歩きまわることによって、利用者の知的

好奇心が自然に触発され、ここを訪れるだけで何らかの知的刺激が得られるような環境を

整える必要がある」といっていますよね。同じようなことをいっているのかと思いますが、

しかし、「知のぶつかり合い」といわれても、なかなかちょっと怖いような気もしますので、

どうでしょうか、この辺は、後ろの方が読み手に対して親切な言い方だと思うので、この

辺も参考にされて、ちょっと書き直していただいた方がいいかなと思っております。細か

いことで申しわけございません。 

○鬼頭委員長 「知のぶつかり合い」というあたりですね。 

○清水副委員長 ええ、そうですね。ここの「館全体を」というその次のあたりから２行

を、ちょっと変えた方がいいんじゃないかと。細かいことですが。 

○鬼頭委員長 もうちょっとわかりやすくと。 

○清水副委員長 はい、わかりやすくということです。 

 それから、14 ページ、「すべての人が利用できる使いやすい施設づくり」というのがご

ざいますが、ここは、この前の委員会での考え方というのをこのように載せるんですよね。

カッコしているのを、このまま。そうですね。 

○事務局 はい。 

○清水副委員長 それならいいんです。実は、この委員会で、そこら辺は、基本的にはそ

ういうものは考えるのは当然だからねという言い方で少しはしょった気味がございました

が、実は大事なことなので、抜かせられないと思うんです。とすると、横の「中間のまと

め＜概要版＞」のどこかに、大事なことなので入れたいなと思って見てみたんですが、こ

こでまとめた項目の中のどこに入れたらいいのかよくわからないんですが、何かそういう

意味合いでは、ご提案はあるでしょうか。「すべての人が利用できる使いやすい施設づくり」

というのは、この建物、この施設が求めている多様な人々が多様な使い方ができるという

ことからすればとても大事なことなので、ここに数行書いてございますが、これはやはり

押さえとして入れていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○事務局 わかりました。この概要版については、「中間のまとめ」と同じ流れでやってお

りますので、３ページの「フォーラム」の下になると思いますので、ここの下に載せるよ

 5



うな形にしたいと思います。 

○清水副委員長 どうもありがとうございました。 

○鬼頭委員長 対比表にしているからちょっと……。対比というわけにはいかないですけ

どね。うまく考えていただければと思います。 

 その前の清水先生のご意見、９ページの「まさに知のぶつかり合い」云々というこの辺

を、ちょっとわかりやすくというご意見でしたが、何かそれについては。 

○栗田委員 それに関連したことなんですが、全体の文章としては、図書館機能のところ

は自然と力が入っているという感じで、今の清水先生がおっしゃったところでも「べきで

ある」という言葉がやたら目につくんですね。力が入っていて、今のところも「構築する

べきである」とか、その前のところも「『知的情報との出会いの場』として広くとらえてい

くべきである」と、非常に強くプッシュする、方向づけるという言葉なんですが、もうち

ょっとほんわか包んでもらった方がいいんじゃないかということですね。強く方向づける

というより、１つのあり方として、単なる空間ではなくて知的創造拠点と呼ばれるには、

いろいろなあり方が考えられるんですよというようなところの意味合いを我々は考えてい

て、こういう１つの方向を固定的に考えているわけではないので、時代によって変わって

いくだろうということなので。 

 ですから、そうすると例えば 11 ページの「知のギャラリー」のところも、同じように「べ

きである」が２つも出てくるんですね。２番目の段落の一番最後のところですね。「自主運

営フォーラムととらえられるべきであり」、それから「暮らしのトピックを継続的に発掘し

ていくべきである」と、こういうふうにおっしゃると非常に限定されたような意味合いが

あるので、あくまで１つの可能性という形で押さえていただいた方がよろしいんじゃない

かという感じがしております。 

○鬼頭委員長 私も実はそれが大変気になっていました。ほかには「べきである」という

言葉は使っていませんので、それに合わせてちょっと表現を変えた方がいいかなと思って

おります。小林委員のレポート自身は、小林さんのお考えですから「べきである」でいい

んですが、委員会のレポートしてはその表現は私も変えた方がいいかなと思っています。 

 そのほかには。 

○栗田委員 ええ、ちょっといろいろあるんですが。 

 ２ページの「基本理念」のところなんですが、今改めて見ておりますと、「武蔵野プレイ

スは」ということで１）、２）、３）、４）とありまして、その後の説明文で「メインとなる
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図書館機能」と図書館機能が出てきます。あと、全体の構成として、ここに出ている主な

ものは図書館機能、市民活動機能、青少年の支援とか、そういう見出しが出ていますよね。

それに合わせるべきじゃないかと思うんです。だから、「メインとなる図書館機能」が出て

きて、その後に生涯学習の支援というのは１つ出てきますが、市民活動の部分とか青少年

のところは一言も出てこないですね。これはやっぱりおかしい。位置づけとしては、「地域

固有の情報ストック・交換の場」という余り本文では出てこないというか、見出し的に出

てこない部分が先に来ていますので、順番的にはここの行を、メインが図書館機能であれ

ば市民活動の支援機能とか青少年の学習云々、創造の場とか、ちょっと表現は考えていた

だきたいんですが、そういうものを入れて、それから生涯学習機能というのも入っていま

すので、まず図書館機能の後の３つの機能をビシッとここで位置づけておいた方が出発点

として整合性がとれるだろうと思いますので、そういう取り扱いをというところです。 

○鬼頭委員長 このページは、基本設計の考え方の確認ですね。この文章は基本設計の文

章からとった文章でしょうか。事務局に伺います。 

○事務局 ここは、基本設計の概要版からそのまま抜き出した部分です。今、その辺がち

ょっとわかりにくいということであれば、逆に前回の報告書の方から抜き出して入れ込む

という方法も可能かもしれないんですが。前回のこちらの報告書の方からそういうような

文面があるようなところから抜いてきて。これは、あくまで基本設計の方からなんですが、

基本設計の概要版というのは、基本的には図面の説明になっているので、内容の説明には

なってない部分があります。それをここに出して内容の説明にすると、今みたいにわかり

にくい部分が出てくるというご指摘でしたので、報告書の方が内容はきちんと書いており

ますので、そちらの方からわかりやすい文章を抜いてくるということも検討してみたいと

思います。 

○鬼頭委員長 わかりました。今の栗田委員のお話には、大体対応できそうですね。あり

がとうございました。 

○栗田委員 もう１つだけ。26 ページの生涯学習機能のところが、そのほかのところに比

べてちょっと弱いかなということで、ここのところだけ先ほどの３点構成というか、「基本

理念」「運営」「施設機能・構成」という構成がとられてないということがあるので、ここ

は皆さんのお知恵できちんとつくり直さなければいけないんじゃないかと思っております。 

 私が草案を書きました市民活動機能のところでも生涯学習は触れてあるんですが、広く

いうと、例えばまちづくりなんかに関連して、まちづくりのための生涯学習というような
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とらえ方であるとか、生涯学習のまちづくりであるとか、いろいろな角度から今地域づく

り、まちづくりと生涯学習を重ね合わせてとらえるということがコミュニティベースで非

常に進んでおりますので、そういう点から、市民、青少年の知的創造拠点というからには、

そういうとらえ方というのも若い人には必要なのかなというのが１つ。 

 もう１つは、今団塊の世代、それからシニア層の問題が出てきていまして、少子高齢化

ということで、比較的自由時間を持たれたシニアの方が膨らんでくるということになって

きます。そうすると、やはりこういう生涯学習という部分のニーズが質・量ともに増して

くるということがありますので、当然そのシニア世代の増加ということに対応して、武蔵

野プレイスがどういうふうに対応していくのか。単に今までの教育委員会とかそのほかの

やっている事業をここにうまくドッキングさせればいいというだけの話ではなくて、新し

い枠組みでもって展開していかなければいけないという問題が出てくると思いますので、

そういうふうな課題に対する記述とか、そういう部分も盛り込むということです。 

 施設的にはフォーラムを中心として展開するということなんですが、そういう意味では、

生涯学習というのは、例えば市民活動とか文化活動とかという部分にもかかわってくる問

題ですので、そういうふうに重層的にこの施設を使うということが出てくると、むしろシ

ニアの方の利用というのが非常に多くなるんじゃないかと考えられます。そういう点では、

生涯学習機能という部分も手を抜かないできちんと２ページぐらいにわたるように書くよ

うにしたいと思いますので、私の方も、要望したものをまとめてお伝えしたいと思います。

そういう希望でございます。 

○鬼頭委員長 これは前回の委員会でも、事務局の方から、今はこの程度しか書きようが

ないというようなお話があって、その辺がうまく今のご意見とマッチしてできるかどうか、

その辺ちょっと事務局とよく……。 

○栗田委員 その辺の草案を送ります。 

○鬼頭委員長 お願いします。なるべく早く草案を送ってください。 

○近藤委員 表現のされ方ということで気になったところを申し上げます。 

 縦の方の 18 ページ、ビジネス支援なんですが、ここに書く内容なのかというのが１つ。

図書館機能の中にほうり込んでいるんですが、ビジネス支援にふさわしい図書館機能にな

るというお話なのか。この文章を読むと、ＮＰＯと青少年の云々とかというふうになって

いるんですが、ビジネス支援という言葉自体が、図書館機能というところの中で余りなじ

まないような気がするので、文章の中身とビジネス支援という小見出しとそれから置き場
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所について、ちょっと要検討かなという気がするんです。こういう思想が盛り込まれると

いうことは反対ではないんですが、全体の中での位置ですね。 

 それから、20 ページと 21 ページなんですが、私の印象というか考えは、章立てごとに

書いている人が多分違うんでしょうというのがよくわかるという気がして、論文としてト

ータルで見るとすごく気持ち悪いですね。このところは提案１、理由１、理由２、提案２、

提案３と書いてあって、ここだけがこういう表現になっているのは、ちょっと気持ち悪い。 

○栗田委員 私の書いたのがそのまま。 

○近藤委員 中途半端よりはいいでしょうが、最終的なまとめとしては統一感が欲しいと

いう感じです。さっきの「べきである」というところがなぜここだけというのと同じよう

に、ここはちょっと読みにくいということですね。 

 それから、同じような意味で、22 ページから後の「青少年活動機能」のところなんです

が、ここも①②③という形で違う表現方法になっているので、違う活動についての報告書

のような気がするので、細かい瑣末なことかもしれませんが、表現方法とかデータを整え

られた方が、見る方にとっては全体の流れ、全体としてどういう方向にいくのかなという

のが把握しやすい。 

 そういう意味では、前回に比べて、まず基本姿勢があって、この施設というのはこうい

うものだというのがあって、何がポイントなんだということがあって、それでさらに具体

的にいいますと、ということで図書館機能、ＮＰＯ、青少年ということに分けられている

のは非常にわかりやすい。 

 もう 1 つは、清水先生がおっしゃったとおり、生涯学習機能というのが、これから多分

非常に武蔵野市にとっても……。それから駅前にあってサラリーマンが歩いてきて、その

サラリーマンが実際には終わった後、私なんかまさに待ちかねているんですが、そういう

人たちにこの施設を待っているぞと思わせるような、夢を持てるような書き方。このプレ

イスが自分たちにとって夢を持てるようなプレイスであって、まさに生涯青少年であると

清水先生がおっしゃっていましたが、そういう夢を持てるような建物なんだということが

伝えられるパートになってほしいと思っていますので、ぜひ力を貸してください。 

○鬼頭委員長 今の前半の話、ビジネス支援のところは、今あちこちの図書館でビジネス

支援活動というのを始めているその一環としてここに出てきていますので、これは当然図

書館の中に入ると思います。これは、図書館の方で何かご意見があったらお伺いします。 

○図書館長 ビジネス支援は、他市の例をご存じない方は唐突だと思われるかもしれませ
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んので、ビジネス支援の注釈というのを後ろの方につけて、これからなぜビジネス支援を

行うのかはそれを見ていただけばいいんじゃないかと考えますが。 

○鬼頭委員長 わかりました。 

 それから、後の話は、文体とかをきちんと揃えろということで、これは大変ごもっとも

なんですが、それぞれお書きになった原文があって、書き直すのもなかなか難しいかな。

内容がちゃんと伝えられればいいわけですが、確かにいわれてみると、突如として提案が

出てきたりとか、レポートとしては多少形態が整っていないですね。これは、事務局がそ

れぞれの先生方と打ち合わせをして、少し書き直してみてください。 

○事務局 わかりました。 

○鬼頭委員長 その２点でしたっけ。 

○近藤委員 あとは栗田先生と同じで生涯学習。 

○鬼頭委員長 生涯学習ですね。これは同じ問題で。 

○事務局 生涯学習の方は、お２人の先生の案でよろしいですか。 

○栗田委員 ビジネス支援というのはどうなんですかね。 

○鬼頭委員長 ビジネス支援というのを、今図書館で始めているところがあって、小林さ

んがいわれるのは、ただ本だけ並べればいいんじゃないよと。ちゃんとやろうとしたら大

変だよということをおっしゃっていて、これは私もそのとおりだと思いますが、図書館の

方でこれからビジネス支援の展開をしたいというご意向を持っておられて、それがどこま

でどういうふうに展開できるかはこれからの問題だと思いますが、そういうことがあって、

ここに持ってきているんですね。 

○栗田委員 そういう部分と、ここで施設機能という中に入れている知のギャラリーです

ね。これは施設の機能で、図書館機能というふうに……。 

○鬼頭委員長 図書館でいろいろな情報を提供して、図書館の活動として展開していくと

いうことを今まであちこちでやっていますから、それを武蔵野市でもやりたいという意向

がございますので、それで図書館機能の中に入っているんですね。 

○栗田委員 いろいろな取り組みのケースを見ていますと、ビジネス支援という場合も、

本を紹介するというレベルだけはなくて、それこそ専門家、いろいろなアドバイザーとか

コンサルタントとかそういうところにつなげるコーディネーター的な仕事であるとか、い

わゆる図書館というよりももっと、それこそここでいっている知の拠点的なそういうネッ

トワークを生かすような営みみたいなものも出てきている。あるいは、地域の観光資源な
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ど、地域を活性化するためのビジネス支援というのが出てきている。それぞれの地域の経

済に合った展開をしていますよね。ですから、１つのパターンがあるわけではないですね。

そういう意味で、確かにおっしゃるように図書館という側面からとらえることもできるし、

もっと広げた、それこそ、ここでいっているような図書館を中心とした知的創造拠点とい

う中での総合的な機能という形でとらえることもできるのだろうしということですね。微

妙ところなんです。余りこだわる必要はないですが。 

○鬼頭委員長 その辺は、図書館の方のご意見も伺った方がいいかと思いますが、武蔵野

市の場合、どういうビジネス支援が本当に求められるかというあたりも、今まで全く経験

がないわけですから、最初から大ぶろしきを広げることは多分できないだろうと思うんで

すね。そういう試みを展開していく中で、多分、逆に市民の中の要求をどうとらえていく

か、どう発展させていくかということになるのではないかと私は思うんですが、図書館長、

いかがですか。 

○図書館長 おっしゃるとおりですね。確かに、はやりでビジネス支援を武蔵野の図書館

もビジネス支援をやるというだけでは、通り一遍のものだと思いますし、武蔵野としてど

ういうことがやれるかということをまず見据えた上でないと。その辺については、個人的

な腹案みたいなのはあるんですが、それをここで出すのはちょっと差し控えたいと思いま

す。 

○近藤委員 この問題について余り知織はないので、もしかしたらご専門の方からしたら

ひんしゅくを買うかもしれませんが、策定委員会報告でビジネス支援について言及されて

いるということについて余り記憶がないのでこういう質問をしたのかもしれないのですが、

書き込まれているボリューム、そのエネルギーのレポートの中での位置づけが、武蔵野プ

レイスに対してさまざまな意見が出ている中で、ビジネス支援という言葉がまだ余り広く

認知されてない中で、あの建物がその役割を果たしていくということが、むしろ違う意味

に、余りよくない意味にとらえられてしまうのではないかなと、私はちょっと危険性を感

じます。 

 ですから、もし書くのであれば、極めてさらりと書くか、鬼頭先生がおっしゃったよう

に、実は図書館にはこういう役割もあるんだと。ですから、それについての役割も果たす

用意があるみたいな、機能も求められるであろうぐらいにさらっと書いておいた方がいい。

何かビジネスをやるための施設なのか、それを支援するためのと。ＮＰＯのところでも、

例えばロッカーであるとか、ケースであるとか、特定の人ばかりが享受することになって
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はおかしいではないかという意見が出たりしているぐらいですので、余り認知されてない

テーマ、思想を書き込むことについては、ちょっと今の段階でどうかなというのが私の意

見です。 

○鬼頭委員長 ちょっと事務局に伺いますが、新公共施設基本計画策定委員会報告書でビ

ジネス支援について言及されていると書いてありますが、どんなことが書いてありました

か。僕もちょっと記憶してないんですが。 

○事務局 最初の西尾委員会ではなくて次の委員会のときに、ほんの数行ぐらいなんです

が、ビジネス支援についても取り組んでいくというような表現をたしか盛り込んだと思い

ます。具体的にどうこうするというのは、ちょっとまだ明確になってないと……。 

○清水副委員長 記憶もあいまいになっておりますが、たしか図書館の機能の中に入って

いたのではなくて、市民活動支援というような領域ではなかったでしょうか。そうであっ

たんではないかと思いますが、仮にそうでなくても、確かに近藤委員がおっしゃるように、

この今回の委員会でそんなに議論をしてきたことではないので、ボリューム的にこれだけ

書き切ってしまうのはちょっと問題ですし、それから、この内容は図書館が機能拡張する

というような傾向の中に組み入れてもいいかもしれませんが、その次に「市民活動機能」

というのがございまして、そういう市民活動を支援するということもまた我々が議論して

きたことなので、そっちの方に入れて、なおかつ図書館でも新たにこういうようなことに

ついて焦点を当てた事例もいろいろあるというようなことを、書き込みみたいに、枠で資

料的なものを入れていますが、そんなふうに示されたらいかがでしょうか。 

○鬼頭委員長 これは確かにちょっと重いですね。小林委員のレポートのこの部分をその

まま載せていますから、これはちょっと考えましょう。 

○清水副委員長 そのほか、よろしいでしょうか。８ページに、「（５）今後の管理運営面

での課題」というのがございます。タイトルでも本文の中での書き方も「管理運営」と一

体的に書いてございますが、前回か前々回に、私、ここのところは気になってお話しした

と思うんですが、「管理」ということと「運営」というものは、大きく違うことだと思って

います。それで、この施設の事柄に関しても、ここは大きく分けて考えないといけないと

思いますので、もしこれを一体に書くのだとしても黒ポツを入れて「管理・運営面」とし

ていただいた方がいいのではないか。 

○近藤委員 ６ページからですか、冒頭からですか。 

○清水副委員長 冒頭からになりますね。「管理」と「運営」というのは、やはり違うんで
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すね。 

 なぜそんなことをいっているかというと、28 ページをごらんください。これも前回か

前々回に申し上げたことなんですが、隣接する公園とこの施設が有機的につながって運営

されるべきであるということで皆さんと議論して、それはそうであるということになった

ものがここで反映していると思いますが、「公園との一体的運営」というのは、「一体的管

理」ではないんですよね。管理主体は、公園は都市公園法で決まっているもので、この施

設とは違います。しかしながら、「公園との一体的運営を活かし、プレイスの知的創造活動

の場としても利用する」。例えば、前も出ていましたが、子どもたちの活動が外の方に広が

っていく、あるいは知的創造の場ということで美術とか音楽とか演劇というものが、この

建物、この施設のどこそこを通して外側に広がっていく、あるいは外側と融合的、一体的

に広がっていくということになりますと、それは管理の問題ではなくて運営の仕方。それ

ぞれの管理の立場の方が協議をして、それはいいじゃないかというふうになって運営され

るものなので、28 ページの表現は非常にいいと思いますが、そんなような意味合いで管理

と運営というのはきちんと分けて考えたいなと思います。 

○鬼頭委員長 ということは、8 ページのところは、むしろこれは管理じゃなくて運営面

の課題とした方がいいということですか。 

○清水副委員長 いえ、両方でいいと思います。 

○鬼頭委員長 両方。じゃ、中黒を入れて。 

○清水副委員長 ええ。ちょっと違うんだということで。 

○鬼頭委員長 はい。それは前から？ 

○清水副委員長 前からずっとです。 

○鬼頭委員長 ２の管理運営の方法のところから全部ですね。全部中黒を入れる。それは

結構ですね。 

 そのほかにいかがですか。 

 私が１つちょっと気になったのは、11 ページの「知のギャラリー運営委員会」のところ

に、「企画・準備・実施を行うことが望ましい」と書いてありますが、後の方の 21 ページ、

例の市民活動のところの委員会で書かれている表現では、「管理・運営の方向付けをするこ

とが望ましい」となっていて、ここもそういうふうに書いていただいた方がいいんじゃな

いかなと思うんです。「企画・準備・実施の方向付けを行うことが望ましい」と。実施する

ことは、多分委員会ではできないでしょから、そういうふうにそろえた方がいいと思いま
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すが、いかがでしょうか。 

 これは、栗田委員のお書きになった文章をそのまま使っているんですが、栗田先生がよ

ろしいとおっしゃってくれれば、直したいと思うんですが。 

○栗田委員 知のギャラリーは、単なる展示だけではなくていろいろなイベント、そこで

発表するようなことを考える場合に、例えば１週間なら１週間、どこどこがやるという形

の実施まで持っていく可能性もあるということなんですが。 

○鬼頭委員長 委員会がですか。 

○栗田委員 それが委員会という形になるか、委員会で了承したことをどこそこがやると。 

○鬼頭委員長 そういうことはあり得ると思うんですが、委員会が実施をするというのは、

私はちょっと……。 

○栗田委員 ちょっと違いますかね。 

○鬼頭委員長 違うと思うんです。 

○栗田委員 そこまで、実施までいかないですね。 

○鬼頭委員長 はい。実施するのは、やはりその運営に当たる人ですから。 

○栗田委員 市民フロアと同じような表現でも何とかなりますね。 

○鬼頭委員長 ちょっと直させていただきます。 

○清水副委員長 27 ページをごらんください。Ⅳとなりまして「駐車場出入口の位置につ

いて」でございます。私は、こういうようなタイトルで議論をしてきたなとは思いますが、

しかしその内容は、大きく分けますと、車両のアクセス、駐車場及び駐輪場についてであ

ろうかと思います。 

 この文章を読みますと、真ん中辺のところが、実をいいますと最初に来るべきようなと

ころです。もちろん、最初は、武蔵境駅南口周辺渋滞長測定調査結果によればとなるわけ

なんですが、その次に大事なのは、この武蔵野プレイスにおいては、条例でこうこうこう

いうことをやらなければならないとされている。これは条件ですよね。ですから、そうい

うことを述べた上で、そういうような車をこの中に取り込むとすれば、その上の段に書い

てあるような渋滞が起きてしまうんだよと。だから、アクセスは考えなければいけない。

となると、駐車場の出入口の位置が問題になるじゃないかと、こういうふうになるはずな

んですね。そして、最後の方で、「また、駐車場対策と関連して、駐輪対策が課題となる」

といっていますから、これはさっき申し上げましたように駐車場及び駐輪場について述べ

ているんです。 
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 ですから、このⅣのタイトルの「駐車場出入口の位置について」というのは、余り適切

じゃないというのがありますね。私の提案は、「Ⅳ．車両のアクセス、駐車場及び駐輪場に

ついて」なんですが、いかがでしょうか。 

○事務局 車両？ アクセス？ 

○清水副委員長 「車両のアクセス」です。言葉は、「アクセス」なんていう片仮名はよく

ないですね。というので、いろいろ変えていただいて結構なんですが、いずれにしまして

も「駐車場出入口の位置について」というのは、述べるべきことの一部なものですから、

これを全体のタイトルにするのはまずいんじゃないかなと思うんですよね。後でご検討く

ださい。 

○近藤委員 専門家会議の目的がそうなっているんですよね。 

○鬼頭委員長 目的にそう書いてあるんですね。それを多分使ったんでしょう。でも、使

わなければいけないことはないです。 

○清水副委員長 いや、責めているわけでは全然なくて。最初に与えられた課題がそうで

あったわけなんですが、でも、それは最初にどういうことを論じるべきかというところで

１ページに出ておりますから、それはそれでいいじゃないですか。しかし、これを論とし

て読んでいくとおかしいんですよね。済みません。 

○鬼頭委員長 わかりました。ありがとうございました。 

 あとはございませんか。大分難しい問題が最初に出ましたから、あとは細かいことにな

るのかもしれませんが。 

○清水副委員長 それでは、先ほど提案させていただきましたユニバーサルデザイン的な

意味合いのことですが、鬼頭委員長から対比表にするのは難しいのではないだろうかとい

う話がございましたが、解決案があると思うんです。14 ページのことなんですが、「すべ

ての人が利用できる使いやすい施設づくり」というタイトルは、これでよろしいんですが、

実をいうと、ここのところ、もうちょっと加えてもいいかなと思うのは３行目に「その際、

エスカレーターの設置の可能性も検討する」とございますよね。 

 実をいいますと、この件は、その前の委員会では余り出てこなかったんです。そのとき

の話では、たしかより汎用性の高いのはむしろエレベーターであるから、予算が少ない場

合には、まず優先順位としてはエレベーターであるとなっていたかと思います。 

 けれども、今回、基本設計の方でブラウジングとか回遊式何とかとかいいまして、空間

が回遊して非常に楽しげに描かれているわけですね。そこで、前回か前々回かに私が、そ
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ういうふうな空間の楽しみ方をするのはすばらしいじゃないか。しかしながら、階段を上

れば楽しいんだけれども、たまたまあなたがスキー場で松葉づえになったらそれはできな

いじゃないですか。だから、できたらエスカレーターがあった方がいいんじゃないですか

と申し上げたわけですね。もちろん、予算の関係でと事務局の方でおっしゃっていました

ので承知しておりますが、そういうことがここに「エスカレーターの設置の可能性も検討

する」という言葉で入れていただいているわけです。 

 ですから、前のものと比較するというのならば、ここのところが加わっております。ご

めんなさい、些細なようですが、非常に重要なことなので。やはり対比できるようなディ

スカッションをしておりますので、加えていただくとありがたいと思います。 

○鬼頭委員長 それは名案ですね。わかりました。 

○近藤委員 私は逆に、「エスカレーターの設置の可能性も検討する」は書かない方がいい

と思うんです。これも、先ほどのビジネス支援じゃないんですが、やはり違った意味で反

発を招く。エスカレーターまで必要な建物にするのかと。要するにコストの面です。です

から、いろいろな本当に具体的な話になっていったときには、結果としてエスカレーター

の議論をしてもいいと思うんですが、今の中間報告で、全市民にとって使いやすい、楽し

い面があるものであるときに、ユニバーサルを述べるためにエスカレーターを検討すると

いうところまで書く必要はないし、むしろマイナスの印象を多くの方に与えてしまう。エ

レベーターがあれば十分だと。 

○清水副委員長 それについては、この委員会は、経済面についてそろばんをはじいて比

較をするようなことはやっておりませんよね、働きとして。もちろん、できるだけより経

済性を重視したということは念頭に置いて皆さんディスカッションしてきたと思うんです

が、「エスカレーターの設置の可能性も検討する」ということは、今後、これをいろいろ見

積もって経済的なことを検討するところで、いけるじゃないのといわれるかもしれない。

そう希望するんですけどね。ここで大事だと思うことを述べておいて、それができればつ

けていただきたい。経済的な面で安くする、安くするというようなことだけが述べられて

しまうと、より多くの人が使えるということが、だんだん狭められてしまいますので、私

としては、これはこのような「可能性も検討する」という言い方ですから、「べき」といっ

てないですし、何とかと思いますが。 

○近藤委員 この建物にエスカレーターがあるということは、いいですよ。あった方がい

いんですが、バブリーな印象を私は受けるんです。エスカレーターがこの建物の中にある
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と。イトーヨーカドーと違うので。 

○清水副委員長 わかります。若い諸君たちが階段を上がらないで、耳にヘッドフォンを

つけて携帯電話を見ながら上がっていくような日常を見ておりますと、そういう使い方を

するなよというふうに思いたいです。しかしながら、やはり必要である人がいるんですね。

バブリーというイメージも確かにあるかもしれませんが、私が子どものときにはこういう

ようなことはなかった。それがために、移動の困難を抱えている人も多かったと思います

が、今はそのおかげで移動の可能性がいろいろ広がってきたわけです。そのときに、それ

に乗じて若者たちなりがそれをイージーに使っているという現状は問題でしょうが、どっ

ちが大事なのかというところがちょっと、どうでしょうかね。 

 近藤委員のおっしゃるのもわかるんですよ。わかるんだけど、私はやっぱり添えていた

だいた方がいいと思うんですけど。 

○近藤委員 経済性について議論をあえてしないということ、枠をとろうということもわ

かるんですが、全体で見たときに、エスカレーターにお金をかけるのなら本にお金をかけ

るとか、もっと運用のほかのところのソフトにお金をかけるとかということ。やはりイメ

ージとして、幾ら予算があってこの中でやれといわれていることではないにしても、エレ

ベーターで十分なもので、ブラウジングということは別にエスカレーターを使わなければ

ブラウジングできないわけではないし、おみ足の悪い方、それから荷物がたくさんあるエ

トセトラを考えたときに、エレベーターがあればそれで私は十分な施設になると思うし、

あえてエスカレーターということを、この報告書に書き込む必要はないと思うんです。 

○清水副委員長 そうですね。ここはすごく問題で、議論していくとずっと議論しちゃう

んですが、バブリーなイメージだからということで否定はされたくないと思うんです。こ

ういうことが必須の人たちもいるんですよね。ですから、先ほどもいいましたように、エ

レベーターで基本的には上下することは可能なんですが、この空間を本当にエンジョイし

つつ移動性も確保できるということになると、やはりエレベーターもありエスカレーター

もありということです。 

 実をいえば、近藤委員のおっしゃっているのが、私の今の説明にもかかわらず通ってし

まう可能性があります。どういうことかというと、エスカレーターは車いすではなかなか

使えないんですね。ご存じのように、電車でエスカレーターに車いすを乗せる場合には…

…。 

○近藤委員 松葉づえもです。 

 17



○清水副委員長 松葉づえは乗っておったりしますが、とにかく車いすは３段がフラット

になるような仕掛けで上下に人がいてと、なかなか大変ですよね。ですから、そういう意

味では、エレベーターの方が汎用性が高いんですが、この空間のイメージが余りにすばら

しいので、やっぱりエスカレーターがあった方がいいかと思っておるんですけど。 

○近藤委員 切りがないです。 

○清水副委員長 切りがないですね、ごめんなさい。これは、難しいです。 

○鬼頭委員長 困りましたね。栗田委員、どうお考えになりますか。 

○栗田委員 14 ページのエスカレーターの設置についてですか。 

○近藤委員 ここには書かない方がいいかどうか。 

○栗田委員 私は、４階ぐらいなら要らないという気があるんですが、清水委員の強い主

張がありますので 

○清水副委員長 経済性で比較しているときには、いつもそういうものは切られてしまう

んですが、経済的な面を検討する委員会というのは別にあると思いますが、そうした方々

も一度はこういうことを考えていただきたい。安くすればいいということではないと思う

んですよ。 

○鬼頭委員長 検討していただきたいということですから、いいんじゃないですか。だめ？ 

○近藤委員 ええ。私は、この建物がより多くの人にいいものができるというふうに受け

取っていただきたい。どういうものができるか、受け取っていただきたい。より多くの人

という中には、ブラウジングして、楽しみながら、あそこにあれがある、では次の階に行

ってみようという楽しみ方を非常に求めて期待して来る人もいますし、それから長らくこ

の建物がどうなるかということについてずっと議論が一方であったときに、やはりできる

だけコストを抑えて、必要な人が本当に必要なものだけを楽しんでいけばいいという大き

な声があるというのはまた事実ですよね。そのときに、「エスカレーターの設置の可能性も

検討する」というこの１文があることで、質素とはいいませんがシンプルで使いやすいと

いうときに、エスカレーターという言葉があることによって、反発といいますか、図書館

の目指しているものと違うところで議論が起きてしまうということを避けたい。 

○清水副委員長 こんなことをいうと、大変エスカレートしてごめんなさい。私は、それ

はいいと思います。なぜかというと、シンプルで安ければいいといったら、単純な箱をつ

くればいいんですよ。このときに、ここまで大勢の建築家が参加して、いろんな方向を提

案して、その中で川原田さんの考え方が通ったわけですね。そして、それに基づいて空間
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提示がされてきたんですが、こうしたことは非常に重要なことなんです。いつもいつも安

ければいい、シンプルでいいというのなら、そういうデザインということは成り立たない

わけなんです。私はわかります。できるだけシンプルに安くしなければいけないけれども、

一方で、大事にしなければならないこともあるということを訴えたいんですね。 

 ブラウジング、回遊性というのがここで提案されていて、地下１階のメインの図書館の

ところの配架も、従来と違って非常に空間がうまく生かされている。私たちとしては、こ

ういうような空間を持つということは、大変に重要なことだと思うんです。それを、より

多くの人が享受できる。やっぱり上がっていって、ここでこういうのが楽しめるんだな、

いろいろあるなというふうにより多くの人がやれるのが望ましいですよね。 

 世の中というのは、計算で安いのがいい、シンプルがいいというのを主張する人は恐ら

く大勢おられる。そういうので苦労されている人も大勢いるのはわかるんですが、私たち

がこの施設になぜ、わざわざあんなに大勢の人たちにアイデアを求めたのかというと、そ

ういうことではないんじゃないかと思うんですよ。 

○近藤委員 これに時間を使うのはもったいないので、委員長にお任せしたいと思います

が、エスカレーターは、別に今まで過去に議論されてきたわけじゃなくて、今回何回か出

てきただけです。エスカレーター云々ということは、それほど過去にさかのぼって議論さ

れてきたわけではない。ユニバーサルデザインであるべきであるということは、もちろん

十分議論されてきたと思うんですけどね。ブラウジングにひっかけてやるのであれば、ほ

かのパートのところで書いて、ユニバーサルデザインのところでは書かない方がいいと思

います。 

○清水副委員長 あしたの朝までやることはないんですけど、やっぱり言いたい。 

 実をいうと、前回の委員会では、別に空間自体の前提がなかった。図面もないし、具体

的な空間の提示もなかった中で、ユニバーサルデザインとか、より多くの人、すべての人

が利用できるということを強調したわけですね。その最低限を果たすならば、エレベータ

ーは必要だねということになったんです。 

 今回は、こうやって基本設計をもとにして議論しているわけで、基本設計が出てきて、

非常に魅力的な空間が出てきたときに、それをより多くの人が享受するには、エスカレー

ターがあった方がいいんじゃないかという議論はしたわけです。近藤さん、覚えています

よね。私は、かつて２～３回いっているんですよ。 

 ですから、先ほど委員長に提案したように、単純にユニバーサルデザインということは
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前の委員会でも出てきていましたが、今回、基本設計をもとにして我々は議論したわけで

すよね。それを「やるべきだ」と書いてあったら、みんなはそこまではいわなかった。だ

けど、検討するということは、皆さん「ふん、ふん」といってくださったわけです。だか

ら、今これを我々が切っちゃうというのは、私は自分の腹を切るみたいな気がするんです

けどね。 

○鬼頭委員長 私は自分が年をとっているからいうわけではありませんが、高齢者が非常

にふえていますし、高齢者にとってはエスカレーターは非常にありがたいですね。特に今

回、メインのライブラリーは地下１階でサブが２階ですから、１階にメインのライブラリ

ーがありませんので、そういう意味では、おまえは年をとっているからそういうんだとい

われるかもしれませんが、私は検討はしていただきたいなと思っています。検討した結果、

とても経済的に無理ですよということになりそうな気配はありますが、それだけに、逆に

検討はしていただいた方がいいんじゃないかなと思っております。近藤委員の理解は得ら

れないかもわかりませんが、２人のご意見、両方ともそれぞれ説得力があって、これを続

けるとあしたの朝まで続きそうですから、一応そういうことで、私の独断でちょっとおさ

めさせていただきます。 

 ほかに近藤委員、何か細かいことがいろいろありましたら、おっしゃっていただきたい

と思いますが。 

○近藤委員 いえ、いいです。 

○鬼頭委員長 では、なければ、きょうは終わっちゃいますから、栗田委員、いかがです

か。 

○栗田委員 細かいことになりますが、15ページから 16ページにかけてのところですが、

（３）の「施設機能・構成のあり方」で、「『館全体に図書館機能を』『ブラウジング』が武

蔵野プレイスの基本コンセプトになっており、館内でゆったりと本を読む、知的創造活動

の場に関連する本がある」と。これはおかしい。 

○鬼頭委員長 これは、ちょっと文章がおかしいですね。 

○栗田委員 こんなことはいってませんよね。知的創造活動の場に関連する本があるから

知的創造拠点だなんて、そんなくだらないことをいっているわけではないので。というこ

とですよね。だから、ここはカットした方がいい。いわゆる滞在型の図書館を目指してお

るのだという基本コンセプトを確認して、そして 16 ページがまたおかしな文章になってい

て、「一方でプレイス来館者の９割が図書館利用者と想定される中、『時間がない利用者は、
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必要な資料をすばやく探し、本を借りて帰る』という基本的な図書館機能もある」。これは、

そういう従来型のニーズもあるんだということなので、この辺は、基本コンセプトは滞在

型の図書館ということで、それで施設の使い勝手をよくしようということをいっています

ので。 

 ただ、そういう一時的な従来型の方もあるんですが、こういうパッと借りて帰るという

方も多少はブラブラするわけです。ブラブラというか、我々がいっている滞在型というの

は、ずっとそこにいてベッタリ何かやるというのではなくて、図書館に来ることによって、

いろいろな出会いがあり、触れ合いがあり、あるいは関連した活動が出てくるという、そ

ういうことを想定しているわけですよね。 

 知のギャラリーなんかも、来ることによってそういうものに触発されるということを考

えているので、基本の滞在型といっている滞在というのは、長時間ということはもちろん

物理的にあるんですが、図書館というスペースでのいろいろな刺激というもので、何か新

しいものを目指していくという、そういうことができるような図書館にしようということ

なんです。 

 従来型の借りて帰るというタイプの図書館の使い方ももちろんあるだろう。だけど、こ

れだと９割の図書館利用者の大多数がそんな感じだというニュアンスの書き方をしていて、

それはおかしいだろうというのがあるのと、そのニーズを、「基本的な図書館機能である本

を探す、借りる、返すという利用者ニーズ」と滞在型の対極にあるような、対照にあるよ

うな利用形態に書いていますよね。これはおかしいんじゃないか。こういう「探す、借り

る、返す」という基本的な使い方の中にも、知的創造拠点、知の創造という部分を我々は

込めているわけで、そういう方はそれとは関係ないんだということは、我々は一言もいっ

てないです。そんなことは考えてないんです。 

 だから、そういう滞在型があって、一時的な従来型もあってという、こっちも考えなき

ゃならない。そういうニーズがあることも考えておかなければいけないのだけれども、そ

れとこれとは全然別だという、そんな議論を我々はしてないので、そういう風な変な割り

切り方をしてもらうとおかしくなっちゃう。だから、ここの書き方は、ちょっとおもしろ

くないという感じなんですが、どんなもんですか。 

○鬼頭委員長 それは、私は賛成です。本当は昔からずっと図書館の中で本を読むという

声は当然あったわけで、何も滞在型が初めて出てきたわけではないんですが、それを立ち

読み型とか滞在型というふうに言い出しているものですから、今、委員がいわれたような
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ちょっとおかしな雰囲気がありますね。ですから、それは書き直した方がいいと思います。 

 もともと滞在型か立ち読み型かというような議論をするのは、本当はちょっと本質から

ずれていると僕は思うんですが、一種の時の流れの中でこういうことが出てきているので、

当然こういうところに出てきても不思議ではないんですが、ちょっと誤解を招くところが

ありますよね。滞在型というと、そこにゆっくりいて、１日そこにいるような形に考えら

れたり、立ち読み型というのは、本当に寄ってすぐに引き揚げると。そんな極端な話では

実際はないはずですから、この辺の文章は私も気になりますので、整理したいと思います。 

○栗田委員 もう１つ、「中間のまとめ＜概要版＞」との関連なんですが、館長について、

本文では館長の公募というのは非常に難しいと書いてあるんですが、概要版では、さもで

きそうな感じで書いてあるのは、ちょっとこれは市民をごまかすんではないかと。 

 本文の７ページには、前からの中間まとめからのことなんですが、館長が大事だという

ことで、館長の公募というのを挙げていますが、「制度上難しい面もあろうが」というネガ

ティブな否定つきなので、これをパッと常識的に読んだら、ああこれはいっているだけだ

なと思いますよね。ところが、「中間のまとめ＜概要版＞」では、２ページで、ネガティブ

な否定なしにいっているものですから。「検討」だけど、これはネガティブも何もないです。

ちょっと誤解を与えるんじゃないですか。こういう書き方では、私が両方読んでいたら、

わざと意図的にやったというかもしれない。こういう書き方はおかしくないですか。 

○鬼頭委員長 ちょっと僕はよくわからなかったんですが。 

○栗田委員 本文の方は、指定管理者制度だから制度的に難しいけども、そういうことを

検討するといっていますから、これは話半分どころか２～３割ぐらいしかきかないですよ

ね。いっているだけだと。書いてあるだけだと。だけど、概要版ではそういう限定抜きに

書いてあるから、これは 100％そうだというふうに考えられる。まあ、無理して入れられ

たんでしょうが、ちょっとフェアではない書き方ですよね。じゃないでしょうか。僕は両

方知っているからおかしいなと思いますが。 

○鬼頭委員長 館長の選任の検討というところですか。公募の問題。 

○栗田委員 そうです。選任というか公募ですね。 

○鬼頭委員長 「一定の見識のある専門家を館長に選任」まではいいですね。館長の公募

というのが、「制度上難しい面もあろうが」と本文には書いてあるのに、こっちは簡単に「館

長の公募等」と書いていていいのかというご指摘ですね。これは、事務局どうですか。 

○事務局 合わさせていただきます。特に専門家会議の中で、館長の重要性というのがあ
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りましたので、それを認識したという意味でここに掲載させていただいたのですが、確か

に事務局サイドとしては制度上難しいので、あとはステップを踏んでいってやっていかな

ければいけない面もありますので、栗田委員のおっしゃるとおり、「制度上難しい面もある

が」と入れさせていただいた方が、少し時間的なところを猶予していただけるのかなと考

えております。 

○鬼頭委員長 わかりました。 

○近藤委員 細かいことでごめんなさい。17 ページですが、ずっと私がこだわっていたマ

ガジンの冊数ですが、「600 程度のタイトル数」というのは、あれだけ議論されましたので

まあいいかとアクセプトするとして、「多摩地域の公共図書館としてはトップレベルであ

り」というのが、何かすごく自慢しているふうな感じがする。トップレベルだからいいわ

けではなくて、特徴を持った図書館を目指すには、600 程度のタイトル数がふさわしいと

いうような書き方にした方がよろしいのではないでしょうか。ですから、「600 程度のタイ

トル数は、特徴を持った図書館を目指すにふさわしいレベルであり、管理できる数として

も妥当である」。威張ることはない。 

○鬼頭委員長 はい、わかりました。 

○清水副委員長 先ほど、28 ページのところで、「公園との一体的運営」ということで運

営と管理のお話をさせていただいたんですが、ここで他施設との連携ということで公園が

一番に出ているんですが、ということは、どこか前の方で、隣接する公園と云々というこ

とが出てきてないと、突如という感じがしますよね。14 ページの、先ほどのユニバーサル

デザインのところに「公園も含め」という言い方はしております。なぜかというと、法律

上のハートビル法とか福祉のまちづくり条例というのが、建物だけではなくて公園なんか

も該当するものですから、点ではなくて面としてということで、「本施設及び公園は」とい

うのを書いてあるわけですが、それはこの委員会の報告の中でという意味では書いてない

ですよね。 

 ずっと前の方を見ていたんですが、実は、基本設計の方のコンセプト、考え方としては、

３ページのところに、「隣接するエリアへ自然に移動していけるようになっています」と。

それで周囲の緑がというような意味合いで「知の森」という言葉も出てきているのだろう

と思うんですが、どうなんでしょうか。 

 提案なんですが、この建物が隣接する公園等を意識してとか、どこかに一言入るべきな

んじゃないですか。我々が今回検討させていただいた基本設計の基本理念、あるいは基本
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設計そのものが、外に向かって公園の緑を非常に意識した設計になっていると思うんです

が、そうだとすれば、基本設計はそういうものを反映してやっているわけですから、どこ

か初めの方にそれはあるべきではないでしょうか。一言でいいんですが、ないと。今ずっ

と探しているんですが、なさそうですよね。どうでしょか。何か１項目つけるというので

はなくて、そういうような言葉がどうしても必要なんじゃないですかね、流れの連続性を

保つという意味では。 

○栗田委員 どこに入れるんですか。 

○清水副委員長 かなり最初の基本コンセプトのところとか、そういうところでしょうか

ね。初めの方がいい。 

○鬼頭委員長 コンセプトでしょうかね。あるいは……。 

○事務局 基本設計の概要版の方で、「武蔵野プレイスは公園と一体化した市民の憩いの場

です」というのがタイトルにあって、図面が載っているようなものがあるんです。そうい

うものを載せさせていただいて、プレイスが隣接した公園と一体的であり、それが重要な

要素であり、シチュエーション、ロケーションがこうであるということは、最初の２ペー

ジ、３ページあたりのところに追加するような形で入れていきたいと思います。 

○清水副委員長 そうですね。それについては、どこかに入れていただきたいですよね。 

○鬼頭委員長 わかりました。 

 そのほかは。 

○栗田委員 あと、全体のこの専門家会議の報告の性格というか、委員長の「はじめに」

とかという言葉。というのは、ここでは何をやるんだということが、ここでも何回か出ま

した。実際にも経済的な話も出ましたが、どの程度のことを考えればいいのかとか、もっ

と基本的なところから建物の改装なんかも含めて手をつけていいのかどうかという話もあ

りましたが、基本的なこれまでの枠組みのところで使い勝手を中心に議論してきたわけで

す。そういうふうに少し議論が動きましたが、それも傍聴の方を含めた市民の方の関心の

高いところでもあったわけですね。 

 だから、そういうところで、１ページに専門家会議の目的というのが非常にあっさりと

書いてあるんですが、ここではそういういろいろな要望なりリクエストなり関心なりとい

うものもあったけれども、こういうところを主に考えたんだということで、本来、この武

蔵境の場所にどういう建物が武蔵野市の全体像からいって必要なのかというのは、それこ

そ政治の問題だと言い切っていいのかわからないですが、この専門家会議の結論で決まる
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ことではなくて、武蔵野市政の別のところで決まるんだろうということで割り切ったわけ

ですよね。ですから、我々の専門家会議のレポートでも、読む市民の方からすればここは

何をやったのかというのは、一応これでわかるんですが、そういういろんなことを我々も

考えながらやってきたということがありますので、ごくあっさりとでもいいのですが、「は

じめに」とか「おわりに」とか、できれば鬼頭委員長の肉声で言葉があると、専門家会議

の中でやったことが少し市民の方にもご理解いただけるのではないかと思っているのです

が、いかがなものでしょうか。 

○鬼頭委員長 そういわれると、書かないといけない結論に流されますが、ちょっと考え

てみます。 

○近藤委員 １ページの「対批表」の「批」は、単なる間違いですか。 

○事務局 間違いです。 

○近藤委員 単なる間違いですよね。 

○鬼頭委員長 そのほか、ご意見はございませんか。 

 大体議論は出尽くしたような気がしますので、きょうの議論を踏まえて、事務局と一緒

になってもう一度手を入れたいと思います。今度の一般に公開するのは、「中間のまとめ」

ですよね。ですから、きょうの議論は、公開の資料には載らないですね。 

○事務局 はい。先ほど申しましたように、本日は、最終報告のまとめに向けての議論で

ございますが、あくまで市民の意見を伺うのは、今公表されております「中間のまとめ」

につきましてのご意見であるということです。きょうの議論の内容は、とりあえず反映は

いたしません。 

○鬼頭委員長 わかりました。 

 それでは、大体議論は出尽くしたと思いますので、きょうの委員会はこの辺でまとめた

いと思いますが、きょうのご意見でまとめたものを、また皆さんにお送りしますので、事

務局あてにまた迅速に対応していただきたいと思います。できれば、一遍お送りして、ま

た手直ししてお送りしてということを繰り返したいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 ほかに事務局から何か伝達事項はございますか。 

○事務局 まだ途中ではございますが、今日新谷先生はお見えになってないんですが、青

少年のアンケートを考えております。といいますのは、本末転倒といいますか遅過ぎたか

なという気もしないではないんですが、たまたませっかく時間をちょうだいできたという
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ことですので。今私どもが考えておりますのは、中身はまだ検討しているのですが、青少

年の居場所に関するアンケートということで考えておりまして、市内の中学校、公立高校

２校、それからできれば私立の高校１校で、３年生は受験がございますので難しいと思い

ますので、３年生を除いて各校 100 サンプルぐらい、ですから合計 1000 サンプル近くにな

るかと思いますが、青少年の放課後の居場所ですとか、あるいは休日の居場所、それから

趣味とかクラブ活動、あるいは新しい施設ができるんだということを告知いたしまして、

それに望むこととか、さまざま考えておりまして、できれば今年度中に、３月までに集計

をいたしたいと思っています。 

○近藤委員 順番が後先になって申しわけありません。 

 車の話なんですが、89 ページに前の策定委員会の駐車場計画が載っていて、さっきアク

セスの話云々ということで、駐車場出入口という書き方はないよねという話があって、そ

れは書いていただけるかと思うんですが、89 ページの前回の委員会のところでは、「荷物

の搬入、障害者の利用に限定することなどを検討する」という文言があるんです。それが

27 ページの方には書き込まれてないのですが、それでいいんですか。前の委員会では、「検

討する」と書いていただいていて、今回 27 ページの方には、私たちの委員会の方では書い

ていないですが、それでいいんだろうか。 

 余り議論はしなかったんですが、多分皆さんのお気持ちの中には、それがあるんじゃな

いかなという気はしますので、前の委員会で書いてあるのであれば、27 ページの方に書き

込んでも別に不都合はないのではないかと思うんです。 

○鬼頭委員長 これを 27 ページの方に盛り込めないかということですね。わかりました。 

○近藤委員 32 台が 31 台になっているのは、それは……。 

○鬼頭委員長 31 台でしょう。 

○近藤委員 89 ページでは 32 なんですが。 

○事務局 それは、多少平米数が前後しているので、300 ㎡に１台なので、ここは微妙な

んです。ちょっと超えると１台ふえたりするので、その辺は、微妙に数字が変わって、ち

ょっとわかりにくいので、この辺は……。済みません、これは資料として前回の委員会の

が載っちゃっているんですが、これが資料として必要かどうかという問題もあるので、ち

ょっと検討させてください。 

 それで、逆にいうと、本文の方に先ほどの部分を含むというような形で、ちょっと体裁

を整えさせていただきます。 
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○鬼頭委員長 ありがとうございました。 

 一遍やめるといったんですが、もし修正があれば、よろしければ……。 

 それでは、きょうの委員会はこれで終了させていただきます。 

 きょうもまた、傍聴の方にたくさんお見えいただきましてありがとうございました。 

 事務局の方々もご苦労さまでした。 

（了） 
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Ⅰ．武蔵野プレイス（仮称）専門家会議の目的 

武蔵野プレイス（仮称）専門家会議は、基本設計を基に、市民にとってより利便性

の高い施設となるよう検討し、その結果を実施設計に反映させることを目的とし、次

に掲げる事項について調査及び検討を行った。 

 

１．より使いやすい施設配置に関すること。 

２．管理運営の方法及び主体に関すること。 

３．駐車場の出入口の位置に関すること。 

４．他の施設との連携に関すること。 

 

検討にあったては、知的創造拠点としての武蔵野プレイス（仮称）の全体像と共に、

各機能について、市民にとっての望ましいあり方について、改めて検討追求した結果、

ここに中間報告書を作成した。 

 

 

＜市民にとってより利便性の高い施設となるよう検討するための参考資料＞ 

１．新公共施設基本計画策定委員会報告書（平成 15 年 2 月） 

２．農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会最終報告書（平成 17 年 3 月） 

３．武蔵野プレイス（仮称）基本設計概要版（平成 17 年 10 月） 
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Ⅱ．知的創造拠点としての武蔵野プレイスの全体像 

１．基本理念 

（１）武蔵野プレイス（仮称）基本設計の考え方の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
専門家会議では、市民にとってより利便性の高い 

施設となるよう検討するにあたり、武蔵野プレイ 

ス（仮称）基本設計の考え方を確認した。 
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（２）基本コンセプト 

【新公共施設基本計画策定委員会及び農水省跡地利用施設建設基本計画策定

委員会で定められた基本コンセプトの確認】 

本施設の基本コンセプトとして、新公共施設基本計画策定委員会報告では『集う、

学ぶ、創る、育む～知的創造拠点』とし、日常的な知的好奇心を満たしつつ、文化

活動を通して知的活力を養い、育むことのできる場を提供するものとする。」とし

ている。換言すれば、本施設は、施設の利用者に積極的な交流の場を提供し、利用

者同士が知的な刺激を受けて元気になるような役割を果たしてこそ、初めてこの施

設の存在意義があるのではないかと考えられている。 

具体的には３つの視点が重要なポイントとなる。第 1 として、「拡張された図書

館」、2 番目が「地域の知を共有する場」、3 番目として「知的活動を通して市民が

市民に出会う場」ということが挙げられる。 

市民が一番長く滞在する公共施設の代表的なものが図書館である。この図書館機

能を拡張（機能をアレンジし、少し付加価値を加える）することにより市民同士の

交流の場に変貌させることができるのではないか。これまで図書館になかなか足が

向かなかった人、例えば青少年や若いビジネスマンたちに興味を持ってもらうこと

により広範な市民が訪れる場所にすることも重要である。 

   従来の図書館は、図書館という機能に特化することを重視した結果、その是非は

別としても利用者にとっては様々な制約が課されていた。しかしながら、図書館は、

もっといろいろな可能性を秘めており、ちょっとした話し合いや、ワークショップ

など、気軽に集まりが持てるような場所があると、活動に広がりが出てくる。 

知的活動というのは、必ずしも１人で静かに行うだけではなく、いろいろな人と

協力してグループで何かを行うということもある。また、図書館では音が非常に制

限されているが、エリアを分けることにより、多少音がしてもいい場所があり、そ

こではパソコンを持ち込んでの作業や、リラックスした環境で作業することも可能

である。場合によっては、コーヒーなどを飲みながら作業できる環境を作り出すこ

とにより、図書館が非常に魅力的なスペースになっていき、その結果、多様な市民

が利用することになっていく。まさしく、知的創造拠点のイメージの１つは、拡張

された図書館であるといえる。 

 

次に 2 番目として、「地域の知を共有する場」として、プレイスが地域のナレッ

ジセンターとしての役割を持つことが上げられる。地域の情報を収集し、この地域

には何があるかとか、あるいは初めてこの地域に来た人に対して、ここはどういう

場所なのかなど、情報を集約して利用者に提供するセンター的な役割を果たす施設

になることである。また、武蔵野市にはいろいろな活動をしている人が住んでおり、
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その領域は、学問的なことから音楽、演劇、あるいは芸術的なものなど非常に広範

囲に亘っている。そういった方々の潜在的なパワーを少しでも生かすために、この

施設を利用することも一つの方法である。 

   ３番目は、「知的活動を通して市民が市民に出会う場」であるということである。

真にクリエイティブなことは、異なる分野が共存する環境でこそ生まれるというこ

とが多い。直接交流はなくても、間接的もしくは潜在的に異分野の活動を見聞きし、

刺激を受けることで、何か新しいことを生み出しやすい素地ができる。これこそが

知の交流の効果といえるのではないか。ここでの重要なポイントは、多様な人々が

それぞれの活動を行い、時間を共有できる快適な空間（場）があるということであ

る。 

知的創造拠点とは、単なる図書館でもなければ、勉強スペースでもない、様々な

異なった機能が混在し、お互いの機能を補完し、刺激しあうことで、市民が市民に

出会って、よりコミュニティを豊かにする場。この場を提供するのが、まさしく武

蔵野プレイスである。 

 

 

本専門家会議においては、上述した「知の創造拠点」という基本コンセプトを確

認し、これを踏まえ、さらに具体的な利用者サービス、より利便性の高い施設にす

るための検討を行った。その結果、この施設においては、図書館を中心として、青

少年の自主的活動、市民の自主的活動をリンクさせる運営方法の工夫が重要なポイ

ントであると考えられる。なお、青少年の活動支援については、若い世代の再挑戦

支援に力を注ぐ拠点施設という位置づけをしてもよいと考える。 
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２．管理運営の方法、主体について 

（１）利用者の参画をめざして 

利用者に親しまれると共に施設の各機能を有効に活用してゆくためには、利用者ニー

ズを的確に把握するための絶え間ない努力と、その運営への利用者の参画が欠かせない。

その参画を実現し、実効性のあるものにするために重要なことは、利用者と施設管理者

等が日常的なコミュニケーションを図ることが出来るような仕組みが必要である。 

本施設は、複合的な機能を有する施設全体を一体的に管理することを前提とした他に

類を見ない施設であるが、利用者ニーズも各機能によって異なることが予想されるため、

図書館、知のギャラリー、市民活動及び青少年活動機能など個別機能ごとに、あるいは

施設全体として、利用者と施設管理者による協議体を設置し、利用者が施設運営に積極

的に参画できる機会を提供することが望ましい。特に、市民活動及び青少年活動機能に

おける具体的な協議体等の提案については、本「中間のまとめ」の当該機能項中に記載

しているので参照されたい。 

 

（２）管理運営主体についての考え方 

本施設のような複合（機能）施設を有効に活用するためには、施設の『すべての機能

を有機的に一体化』した管理・運営が不可欠であり、そのことが、『市民ニーズに的確

に応える』上で最優先されるべきコンセプトであるということは、農水省跡地利用施設

建設基本計画策定委員会最終報告書（以下「報告書」という。）に謳われているとおり

である。市の直営方式でも、組織上は、例えば「教育部武蔵野プレイス（課）」という

位置付けをすれば、必ずしも一体的管理は不可能ではない。しかしながら、指定管理者

制度を採用し、市長部局と教育委員会から移管される業務について、独立した団体（法

人）が管理・運営を行うことにより、直営方式で陥りやすい従来の所管の縦割りの弊害

を比較的スムーズに取り除き一体的管理をすることが可能である。したがって、「報告

書」が示すとおり、指定管理者制度を採用することを肯定的に捉える必要があろう。 

 

（３）指定管理者について 

指定管理者制度導入の趣旨は『多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応す

るため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るととも

に、経費の節減等を図ることを目的とする』ものである。福祉、宿泊、駐車（輪）、公

園等の施設における管理・運営については、民間事業者が指定管理者として優れた実践

事例も報告されているが、公立図書館の場合、資料の装備、データ作成等を中心に窓口
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業務も担う民間事業者は存在しはじめたが、図書館法 17 条（無料の原則）もあり、市

場においては図書館全体の事業展開を含めた管理・運営ノウハウが蓄積されているとは

言い難い。（公立図書館に指定管理者制度を採用することについては、他の公の施設と

異なり、図書館法をはじめとした法的な側面、公立図書館固有の役割、意義等も含め、

全国的にその是非が問われ、地方公共団体間でもその判断が分かれているところであ

る。）ましてや、本施設は、図書館の管理・運営だけでなく、従来、教育委員会として

実施していた生涯学習事業の一部、青少年健全育成及び市民活動支援機能を併せ持った

複合機能施設として位置付けられており、現時点でそれらすべての業務をカバーできる

純粋な民間事業者の存在は未だ稀である。 

本施設の主要な機能の一つである図書館機能においては、本の貸出・返却等といった

基本的なサービスの他、市立図書館の地域館（分館）として各種既存事業を展開すると

共に生涯学習事業についても教育委員会から移管されるであろう事業があり、市（教育

委員会）の図書館及び生涯学習行政（施策）と密接に関連するため、行政として一定の

ゆるやかな関与（指示）ができることが望ましい。したがって、市の財政援助団体を指

定管理者とすることが現実的な選択肢となってくる。 

また、施策（事業）の継続性を担保するため、施設開設後しばらくの間は、指定管理

者に市の職員を派遣し、図書館運営及び生涯学習事業の基幹的な業務を行うとともに、

指定管理者としても図書館や生涯学習分野の専門性の高い人材の確保に努めることで

質やサービスの向上を目指すものとする。 

また、図書館機能を中心とした「文化･教育施設」という施設の性格と同時に、本施

設における総合的なソフトの重要性から、実施設計段階からその討議検討に館長が参加

することが極めて重要であり、速やかに、一定の見識ある専門家を館長に選任すること

が望ましい。指定先を団体とした指定管理者制度においては、制度上難しい面もあろう

が、館長の公募についても検討することを望む。 

 

（４）開館時間･開館日数 

利用者サービスの拡充を目的とした開館時間･開館日数の拡充については、「報告書」

において、「指定管理者制度を活用し、効率性と柔軟性を確保することによって、幅広

い利用者ニーズに的確に対応するよう、できる限りの開館日数・時間の拡大を図る。」

とされている。 

本施設は施設の有する機能を一体的に管理することが前提となっている。したがって、

各機能もしくは各フロアでの開館時間（利用時間）が異なることは好ましくない。利用

者については教育施設としての図書館、いわゆる青少年センター、市民活動フロア、そ

の他の会議室の利用者等様々な形態が想定される。本来はすべての利用者ニーズを包含

する開館時間･開館日数を設定できることが望ましいが、事実上はコストをはじめとす
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る様々な制約があるため困難である。したがって、開館当初は、休館日等を含め既存市

立図書館との調整を図りつつも、開館時間については延長することで、利用者サービス

の拡充を図ることが必要である。 

 

（５）今後の管理運営面での課題 

 本施設の特徴である『すべての機能を有機的に一体化』した管理運営を行うことによ

り、機能間の連携、交流が生まれ、利用者は知的好奇心を触発されることが期待される。

そのため、各機能における具体的な利用者へのサービス、そして、機能間の連携の仕組

み、館全体のイベント開催などのソフト面のプログラムが重要である。今後、これらの

ソフト面の具体化が課題となる。実施設計を進めるにあたり、同時に、ソフト面の構築

を早急に進めるよう努められたい。 
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３．施設 

（１）施設計画の基本的考え方 

●館全体に図書館機能を 

多様な機能を持つ複合的施設の全体にわたって、図書館機能を充実させるというこれ

までのコンセプト自体は、知的交流の場を実現するという施設全体の目的に適合するも

のである。しかしながら、「全階にわたって「図書館機能」を展開する」とは、全階に

必ず物理的な書架を設置しなければならない、つまり必ず図書が介在しなければならな

いというものではない。「図書館 = 書架」という既成概念から離れ、むしろ図書館を「知

的情報との出会いの場」として広くとらえていくべきである。 

「知的創造拠点」が対象とする情報は、本だけではなく、そこで行われるさまざまな

活動や人との出会いでもあるという観点に立ち、館全体を思わぬ知的出会いが起こる場

ととらえることによって、まさに知のぶつかりあいの場として構築するべきである。 

さらには、武蔵野プレイス及び既存の市立図書館が各々で図書館機能を完結させるの

ではなく、今回の施設を契機として、武蔵野市全体としてどのような知的資源へのアク

セスを市民に提供するのかというグランドデザインを描くことが必要であると考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会での『館全体に図書館機能を』の考え方 

 電子メディアの普及が急速に進む一方で、知的活動における本などの印刷メディアは、今後

も大きな役割を担うことが予想される。したがって、蔵書の充実を図り、ゆったりした閲覧ス

ペースで、長時間滞在して読書が楽しめる環境を整えるという図書館機能の充実は必要不可欠

である。その点を前提とした上で、知的交流の場としての施設のあり方を実現していくために、

利用者の利便性に配慮して図書館機能を拡充し、その機能が館全体に及ぶようにする必要があ

る。具体的には、図書館としての機能を集約した階を設定するだけでなく、同時に何らかのか

たちで全階にわたって「図書館機能」を展開し、各機能がゆるやかにつながるような施設構成

とする。これによって、各機能は図書館機能を媒介として有機的に結びつき、知的交流を誘発

するベースが築かれる。また、館内の本は、所定の閲覧スペースのほか、館内のどのスペース

にも、自由に持ち込むことができるようにし、カフェやラウンジでの読書、あるいは「ルーム」

での読書会、テラスでの緑陰読書など、多様なスタイルでの読書が楽しめるようにする。その

基盤として、ＩＣチップ等の最新技術を用いたＢＤＳ（Book Detection System）の導入を図

り、自動読み取りによる本の円滑な管理、館外への持出しチェックや自動貸出に対応する。 
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●ブラウジング 

館内をブラウジングするためにはそのための対象が充実していることが必要となる。

利用者がブラウジングすることにより、「知的好奇心が自然に触発され、ここを訪れる

だけで何らかの知的刺激が得られる」ことを可能にするためには、たとえば一般の図書

館で見られる単なるテーマごとの書籍展示を越えて、「視覚表現としての書棚作り」を

意識してつくりあげる必要がある。 

そのためには、従来的な図書館スタッフのみによる運営ではなく、書棚プランナー、ア

ーティスト、メディア研究家等、多様な専門家との協働による仕掛け作りやコミッティ

ー（＝現在の職務にこだわらず、広く市民、プレイス関連内外から自主的な参加者を募

る委員会。）を設立することをも検討すべきである。 

また、インターネットと連動した物理的な展示を武蔵野プレイス内で実施することや

フォーラム施設を利用する組織・個人等の情報発信を促し、これをブラウジングする市

民が利用できるような形にしていくことも望まれる。 

これには、多大な統率力、運営能力が必要とされ、経験の深い運営側からの働きかけが

必要不可欠となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会での『ブラウジング』の考え方 

このような構成（『館全体に図書館機能を』）により、本施設では、館内をゆっくりと歩きなが

ら、新たな、あるいは必要な情報を得ていく、ブラウジング（browsing）*という新しい施設

利用のスタイルが定着することが予想される。それぞれのフロアで行われている活動内容に合

わせて適所に資料や情報資源を配置することにより、各々の活動が常に図書館機能によってつ

ながる。その結果、利用者がいろいろな情報に出会うことができ、自然に他の活動と関わるこ

とが期待できる。そのためには館内を歩きまわることによって、利用者の知的好奇心が自然に

触発され、ここを訪れるだけで何らかの知的刺激が得られるような環境を整える必要がある。
*ブラウジング（browsing）とは、「拾い読みする、品物をぶらぶら見て歩く」という意味であ

り、開架式図書館で初めて使われた概念であり、現在は、インターネットの特性を表すことば

としてよく用いられる。ここでのブラウジングは、館内をぶらぶらと歩きまわることにより、

新たな情報を得ていくという行動を意味している。 
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（２）施設機能 

●知のギャラリー 

「知のギャラリー」は、市内のさまざまな有識者の著作等のアーカイブ、特別展示

等、書籍を介在させる以外にも多様な展開の可能性が考えられるが、その全体像の構

築と成否は、もっぱらソフト（企画力・運営力）面によるところが大であるため、こ

の面での、出来るだけ早い検討が必須である。 

知のギャラリーは、一般的な図書館で見られる「書籍の特集展示」の枠を越えて、

フォーラム、市民オフィス、青少年施設各利用者を結びつける役割を果たすことが求

められている。このためには、単なる書籍の陳列ではなく、たとえばギャラリー展示

によって問題提起し、これと連動した市民ディスカッションをフォーラムで実施する

等、イベントと連携した展示が必要であり、これに関わろうとする市民をどのように

巻込むかをプログラムしなければならない。展示の場ではなくイベントの場として、

自主運営フォーラムととらえられるべきであり、市民に身近な街づくりや暮らしのト

ピックを継続的に発掘していくべきである。 

 

運営上のひとつの提案として ＜「知のギャラリー運営委員会」の設置＞ 

知のギャラリーの運営についても、「知のギャラリー運営委員会」を組織して、企

画・準備・実施を行うことが望ましい。 

「知のギャラリー運営委員会」は以下の構成メンバーが考えられる。 

指定管理者側委員、図書館長、市民フロア運営委員会市民ギャラリー委員、青少年フ

ロア運営委員会市民ギャラリー委員、近隣大学代表委員、学識経験者・専門委員、市

民ギャラリー公募市民委員等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「知のギャラリー」の活用方法について（市立図書館のアイデア） 

 従来の図書館でみられなかった様々な資料を展示することによって、市民の新たな交流活動の一助

とする工夫が必要である。ひとつの材料として、図書交流センターで預かっている数年前都立図書館

が除籍した約１１万冊のうち５万冊がある。ゆくゆくは多摩の共同保存図書館設立という構想はある

が、実現までには相当なハードルがある状態で、プレイスでの活用のについて他市からも非常に注目

されている。 

 図書の内容は、１９７０年代、８０年代に出版されたさまざまな分野の本で旧都立八王子図書館、

都立立川図書館などで利用に供されたものが中心である。この年代は、多摩地区の図書館が急速に発

展した時期でもあるが、除籍や保存の基準や機能が未整備な時期でもあり、本市はもちろんのこと、

多摩地区の図書館の蔵書構成の中で手薄な年代のものである。５万冊のうち半数は多摩地区のどこの

図書館にもないものや、あっても１冊だけというもので、貴重な資料である。その一部をプレイスの

特色ある蔵書構成に組み入れる、あるいは知のギャラリー展示企画にも役立てることも考えられる。 
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★農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会での『知の森へ誘う知のギャラリー』の考え方 

図書館機能を中心とした知的創造拠点としての本施設の活動を魅力的に表し、各階での活動へ利用

者を誘う知のギャラリーを 1 階のスペースに配置する。そこでは、フォーラムや館全体のイベント

などに関わるテーマの図書・メディアを展示したり、市内在住の有識者を中心に選定された推奨図

書などを設置したりするなどの企画を行う。 
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●フォーラム 

 フォーラムは、座席数 200 席（机使用時 100 席）、スクリーン・パソコンプロジェ

クターを装備した大会議スペースである。フォーラムでは、各機能において、会議、講

座、イベントなどの事業展開が行われるだけでなく、機能間の交流、館全体のイベント

開催など多彩な利用が可能である。フォーラムは、各機能が共有するフレキシブルなス

ペースであり、交流をテーマに賑わいのあるスペースとしての活用を期待したい。 

 

『フォーラムを中心とする事業展開例』 

・利用者の活動を支援することを目的としたレクチャー、フォーラム、ワークショップ

などの事業 

・コンソーシアム型＊等柔軟な実施形態を取り入れ、講演会、公開講座、シンポジウム 

・青少年（中高生）向けのプログラムの実施については、周辺大学等との連携や協力に

より中高生や大学生の参画を促すしくみを工夫  

 

・市内外の様々な有識者を招いて開催するレクチャーシリーズ「武蔵野フォーラム（仮

称）」などを開催 

・武蔵野地域自由大学などの生涯学習事業の武蔵野プレイス（仮称）での事業展開 

・周辺大学との連携（例：青少年向け模擬大学講義の開催…） 

・映画会・おはなし会などの図書館事業の展開、新たにビジネス支援企画の展開 

・青少年向けプログラム（青少年の好む音楽やスポーツをテーマとする講演会の企画） 

・市民活動のイベント、会議など 

・利用のないときに、閲覧室、学習室として開放（特に、夏休みなど特定期間に、青少

年向けに学習室として開放） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会での『フォーラム』の考え方 

フォーラム（大会議室）は、主として会議、講座、イベントを開催できるよう、収容人員

を２００人程度とし、視聴覚機能を備える。ここでは、武蔵野地域自由大学などの生涯学習

事業や映画会・おはなし会などの自主事業を行うほか、市民の自主的な活動・発表の場とし

て活用する。さらに、知的交流の拠点として位置付け、市内外の様々な有識者を招いて開催

するレクチャーシリーズ「武蔵野フォーラム（仮称）」などを開催する。市民は、高い知的業

績を誇る講師の研究成果や活動などについて間近に触れることができ、また、それらの議論

に加わることができる。 

＊コンソーシアム：学校や団体の連合、

提携、協会の意。本施設の場合、例え

ば、管理運営主体が外部の組織と連携

して、多様な知を結集した事業展開を

行うこと。 
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●すべての人が利用できる使いやすい施設づくり 

農水省跡地利用建設基本計画策定委員会での『すべての人が利用できる使いやすい

施設づくり』の考え方を踏襲し、実施設計にあたり、具体的なソフト、ハード一体の

ユニバーサルデザインを図る。その際、エスカレーターの設置の可能性も検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会での『すべての人が利用できる使いやすい施設づく

り』の考え方 

障害の有無にかかわらず、すべての人が利用できる使いやすい施設とすることを基本と

し、施設内はもちろんのこと、公園も含め、施設までのアプローチに至るまで、ユニバー

サルデザインに配慮する。 

 

・本施設及び公園は、ハートビル法（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築

物の建築の促進に関する法律）、東京都福祉のまちづくり条例、東京都建築安全条例の

適用を受ける。ハード面の整備は、それぞれの基準に基づいて、整備するとともに、配

置計画、動線計画においても十分配慮した計画とする。 

・建物内については、敷地内の通路・駐車場・主要な入口・その他の出入口廊下・階段・

エレベーター・だれでもトイレ（オストメイト対応）・一般用トイレ・ベビーベッドな

どの整備を行うほか、公園内においてもユニバーサルデザインに努める。また、サイン

計画（案内情報計画）においては、障害者、高齢者、子ども、外国人など多様な人々に

とって、わかりやすいよう視覚表示を行うとともに、音声表示、触覚表示などの工夫を

施す。 

・すべての人が使いやすい施設とするためには、ハード面の整備だけではなく、ソフト面

での工夫が不可欠である。基本的には、1 階の図書館カウンター、情報コンシェルジュ

コーナーでサポート体制をとり、障害の種類を問わず、だれもが差別なしにサービスを

受けられるようにサポートする。 

・視聴覚障害に対応する図書館機能の拡張については、対面朗読室や録音室（スタジオ利

用）を設置する。また、拡大読書器、音声朗読器の導入や大型活字本の充実を図る。 
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Ⅲ．各機能の望ましいあり方について 

１．図書館機能 

（１）基本理念 

武蔵野市図書館ネットワークの一環としての市民図書館の機能を基本とし、同時

に武蔵野プレイス（仮称）の中核として、他の施設機能に積極的な連携を図り、そ

の中で従来の図書館以上に広く開かれた新しい利用の展開を目指す。 

 

（２）運営 

単に組織的な連携（管理者としての一体性）を重視するのであれば、市内全図書

館（3 館）の管理・運営を指定管理者へ移行することが望ましい。一方、公立図書

館は公の施設であるだけでなく、「教育機関」としての位置付けがされている。全

館に指定管理者制度を採用した場合、市（教育委員会）は指定管理者に指示するだ

けの関係となり実質的に図書館業務の実践から離れるため、図書館の管理・運営の

能力が失われる可能性がある。その結果、仮に指定管理者制度を採用した後に市の

直接管理・運営に戻すことはきわめて困難になる。報告書における『図書館全体を

効率的、効果的に運営していくためには、中央図書館・吉祥寺図書館との連携が不

可欠である。したがって、本施設の図書館機能と他の図書館とを指定管理者が一体

的に管理することが望ましい。』との報告書の記載については、本施設のような『文

化・教育施設』に指定管理者制度を採用することは、本市では初めてのことでもあ

り、また前述したような理由も考慮し、市立図書館全館への指定管理者制度の同時

適用ついては拙速に行わず、その管理運営状況をしっかり見極めた上でその採用の

可否を判断することが望ましい。 

なお、図書館全体の連携については、指定管理者制度を採用した場合であっても、

武蔵野市立図書館の中での本施設（図書館部分）の位置付けは、従前からの有して

いた分館としての機能を持ち、地域館としての役割を果たさなければならない。こ

のことを前提に連携を図るためには、市（教育委員会）と指定管理者との間で締結

する「協定書」の中に、連携についての詳細かつ具体的な内容を明記することによ

り実質的な連携を担保することは十分可能である。 

 

（３）施設機能・構成 

●施設機能・構成のあり方 

「館全体に図書館機能を」「ブラウジング」が武蔵野プレイスの基本コンセプト

になっており、館内でゆったりと本を読む、知的創造活動の場に関連する本がある、

館内ゆっくり歩きながら、新たな情報を得る、など滞在型の図書館を目指している。
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一方でプレイス来館者の 9 割が図書館利用者と想定される中、「時間がない利用

者は、必要な資料をすばやく探し、本を借りて帰る」という基本的な図書館機能も

ある。滞在型図書館を目指すことは時代のニーズから望ましい方向であり、基本コ

ンセプトにおいて、本の分散配置が計画されているが、基本的な図書館機能である

本を探す、借りる、返すという利用者ニーズも十分考慮する必要がある。また、図

書館の管理面からも、なるべく図書館機能を集約し、資料検索のしやすいバランス

の取れた蔵書の配置構成が必要である。なお、市民対象の公立図書館としては、

AV 資料の提供も必要と思われる。 

 

●蔵書構成について 

まず、地域図書館であることを基本に、通常の図書館利用者へのサービスを充実

することは言うまでもない。吉祥寺図書館の一般図書の 7 万 5 千冊と同量の冊数

を地下 1 階の 1 フロアで収納可能である。ここに、まず足を運べば、ほとんど本

を探すことができる。今回地下 1 階は、壁面書架システムを採用し、中心に空間

ができ、快適な閲覧スペースを提供する。 

   専門図書コーナーは、2 階サブライブラリーに環境・自然を、地下 2 階に音楽

をはじめとするアート系を配置する計画になっている。専門図書は幅があり、プレ

イスに求められる専門図書の位置づけは、一般図書よりやや深い知識を得られ、知

的刺激を受け、かつ楽しめるようなものが考えられる。具体的な内容は次のような

ものが考えられる。 

 

⇒地下 2 階の『芸術系図書』 

地下 2 階の芸術系図書は、音楽スタジオ、美術・演劇・ダンススタジオをサ

ポートする資料を配置するとともに、青少年が興味をそそる図書（例：見たり、

ながめたりするだけで楽しい芸術系図書）をラインナップする。 

⇒地上 2 階は、児童図書＋『生活関連図書』 

   ２階は、サブライブラリーと位置づけており、基本設計では、児童図書と自然・

環境系の専門図書とのセットを想定していたが、児童図書とのマッチングを考

えると、子育て中の親が楽しめる生活関連図書を中心にし、生活との関連性を

踏まえて自然・科学系等の図書もそろえることが望ましい。生活系の図書は、

既存の図書館でも人気があり、別立てのコーナーになっている。このことで、

かなりの賑わいが生まれる。 
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●マガジン・ラウンジ 

新公共施設基本計画策定委員会報告では、「特定分野に力点を置いた資料収集･

提供を行うことにより図書館機能に特色を持たせる・・・」とし、その例示として

「バックナンバーを含む新聞･雑誌などのタイムリーな情報・・・」を挙げており、

図書館機能の特色として、雑誌などを一定のタイトル数の確保を求めている。しか

し、学術的な雑誌を中心に、電子ジャーナル化される傾向にあり、趣味系雑誌等の

一般雑誌は別として、今後一層、電子媒体への比重が増すものと考えられる。 

現状の公共図書館は、一般の人が楽しめることが基本であり、雑誌（紙媒体）に

対する要望は高い。また、これまでの図書館では、雑誌は和文・欧文といった言語

によって配架場所を変えることが多かったが、「眺めて楽しむ」ことを主眼とするス

ペースにおいては、言語にこだわることなく、建築、料理、ファッションといった

テーマ(主題)ごとに、異なった言語の雑誌を一緒に配架するのがふさわしいのでは

ないかと考えられる。タイトル数は、利用者ニーズと図書館員の選書とのバランス

であるが、特徴を持った図書館を目指す場合、600 程度のタイトル数は、多摩地域

の公共図書館としてはトップレベルであり、管理できる数としても妥当であると考

える。 

ただし、電子ジャーナル化は、公共図書館もまた、その傾向と無縁ではあり得な

い。そのため、ジャーナルを含めた資料の電子化に備え、ハード面（無線 LAN や

システムネットワークなど）で対応できるよう整備しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★雑誌の扱いについて（市立図書館の見解） 

雑誌タイトルを多く置くと考えた原点は、新公共施設基本計画策定委員会報告書の考え方だが、

タイムリーな情報としては、今日ではインターネット情報や電子ジャーナルなども発達しており、

場所をとる印刷媒体の雑誌を多く取り揃える必要があるのかという疑問もあることは認識してい

る。大学図書館、研究機関の図書館などは、学術情報や研究論文など国際的な情報のやり取りも

日常的で、その中でインターネットや電子ジャーナルなど電子情報の活用の比率も高いと思われ

る。これからの図書館のあり方を考えるに、いつまでも旧来の印刷媒体だけに頼っていると、市

民の情報拠点としての役割を果たしえない。文部科学省により設置された｢これからの図書館のあ

り方検討協力者会議｣により出された提言書｢これからの図書館像｣の中でも「図書館のハイブリッ

ト化、印刷媒体と電子情報を組み合わせた高度な情報提供体制の構築整備が必要」とうたわれて

いる。今後、インターネットに代表される電子データ利用の比率がどんどん高まるだろうが、印

刷媒体による情報は、電子情報に比較し、信頼性、安定性に優れ、「図書館はあらゆるジャンルの

情報を扱う唯一の施設」という概念の中で、将来的にもその収集を続ける必要はあると考えられ

る。 
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●レファレンス 

   レファレンスについては、言うまでもなく、図書館における利用者サービスの基本

的かつ重要な部分であり、その重要性はますます高まっている。昨今では、その内容

も複雑、多岐に亘っており、レファレンスツールもさることながらレファレンス体制

の充実が求められる。特に様々な分野の新しいレファレンス需要に対応するためには、

単独館として完結することは困難な事例も増加してくることが予想されるため、中央

図書館をはじめとした市立図書館、国立国会図書館、都立図書館、近隣の公立図書館

及び大学等の図書館との連携を図り対応をしていくことが重要である。 

 

●図書館における電子メディアのあり方 

電子メディアの最大の利点は、使う場所を選ばない(ユビキタス)ということである。

「電子メディアコーナー」を館内に場所を特定して設けるのでは、その特性を活用し

ているとはいえない。館内すべてに無線 LAN を配備し、館所有の PC、市民の持ち

込む PC を問わずに、どこでも良質な情報源にアクセスできるよう図るべきである。

これは、武蔵野プレイスに来館する人のみでなく、全市民が自宅から、図書を含む優

良な情報にアクセスできる環境を、市が整えていくための戦略的拠点となるべきであ

る。図書館とは、「本がたくさんある書架」や「他人の知的成果物を無償で利用する

場」ではない。知識・情報の共有、ネットワークそのものであり、web 上の無料サ

イトの中から有益なサイトを整備したパスファインダーや市が購入する有料データ

ベースを利用できる環境を提供することが望ましい。これは知的活動に欠かせないデ

ジタル情報のリテラシー（＝能力）を市民が高めていくためも不可欠であると考えら

れる。 

 
●ビジネス支援について 

新公共施設基本計画策定委員会報告では、「ビジネス支援」についても言及されて

いるが、現在の日本の図書館においては、「ビジネス支援」とは起業・経営に関する

蔵書資料を揃えるといった、狭いとらえ方をされていることが多い。しかし、本来ビ

ジネスを支援するとは、図書資料を紹介することではまかないきれない。企業経営の

経験者、中小企業診断士等の専門家とのマッチングや市の支援体制、税制・法律相談

やビジネスマン同士の勉強会など、人と人の出逢いの場、市民サロン的な役割がある

ことが求められている。 

起業に関心のない市民、青少年施設の利用者、ＮＰＯ団体等に対しても、個人的な

趣味や興味から経済的利益を得られることを周知するような環境を本施設に設ける

ことができれば、斬新なビジネスモデルの創造を引き起こすだろう。そのような活動

全体を支援するサポートとして、幅広い層によるビジネスの成功体験の周知や、世代

や関心の異なる人々の出逢いの場である武蔵野プレイス存在そのものが、ビジネス支
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援となるという視点を持つことが重要である。 

「ビジネス支援」を高校生や大学生、若年市民層のキャリア開発支援や就業支援、

ＮＰＯやＮＧＯなどの情報窓口と案内、起業支援、市民事業を進める際の様々な情報

の検索と提供、などを含んだ「課題解決型」図書館という幅広いイメージでとらえ直

して、取り組むことが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★参考資料 「農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会最終報告書」に対するコメント 

専門家会議において、上述した図書館に対する様々な議論がなされた。そのひとつの提案とし

て、資料編 「農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会最終報告書」に対するコメント（資

料２ P43～P46）を掲載した。今後の図書館のサービスの具体化の際に参考にされたい。 
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２．市民活動機能 

（１）基本理念 

 図書館機能を中核とした知の創造拠点というプレイスの位置づけは、ある意味では、

生涯学習拠点としてプレイスを捉えたものである。生涯学習の中に学校教育を位置づけ

る視点からは、青少年の市民としての成長をバックアップする「場」としてのプレイス

が見えてくるし、ボランティア活動・市民活動そのものが学習・教育という要素を抜き

に進まないという視点からは、市民活動支援拠点としてのプレイスが見えてくる。つま

り、図書館機能を中核としながらも、単なる図書館にとどまらないある種の知的「拡張」

効果をプレイスは求められている。今日の生涯学習の課題からも、プレイスの「中」だ

けの知的創造ではない、地域と結びついた知的創造の営みが期待される。学びの空間は、

学校はもとより、社会福祉施設や文化施設など、地域社会の至る所に存在する。また、

女性センター、ボランティアセンター、消費者センター、国際交流協会など、課題追究・

解決型の生涯学習関連施設も存在する。これら地域社会における学習空間とプレイスを

有機的につなぐことが期待される。ＮＰＯ・市民活動に参加する市民は、まさしく課題

追究・解決型の活動を進めており、学習・教育の必要を強く感じている。市民活動支援

機能をプレイスに取り込むことは、プレイスの知的創造機能そのものを拡張する相乗効

果を生むだろう。 

 青少年の市民としての成長をバックアップするということも、ある意味では、市民活

動支援機能を土台で支えることである。景気停滞と年功序列制度崩壊のしわ寄せが若年

労働者に集中し、大量のフリーターを生みだし、学校教育レールから脱落した若者を失

業貧困層に滞留させている。社会的、経済的自立が遅くなっている今日、就職、結婚と

いった従来の「大人になる」ことの定義が変わったと言われる。それに代えて、「シテ

ィズンシップの権利を獲得するプロセス」として、大人になるステップを捉える提案が

ある。この観点から見ると、大人とは「社会へ完全に参加した状態」であり、具体的に

は、選挙権、労働の諸権利、社会保障の諸権利を獲得し、行使でき、同時に、社会にお

ける責任を果たすことができる状態に達していることである。プレイスの青少年育成拠

点の意味は、中高生の居場所づくりという意味だけでなく、社会性・市民性の獲得とい

う視点を取れば、市民活動支援機能と結びついた内容を持つと考える。 

 

 

（２）運営 

提案１ 

＜武蔵野市内のＮＰＯ・市民活動団体の多数をまとめている組織による管理･運営＞ 

今日、学びの行為そのものに学習者の参加・参画が求められ、学習プログラムの企

画・運営を学習者自らが行う形態が増え、さらに、学習者が学習拠点的施設の管理・
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運営に参加する形態も現れてきている。知の創造拠点というプレイスの運営は、武蔵

野市のコミュニティ自主３原則（自主企画、自主参加、自主運営）を生かした市民・

利用者の参画を最大限に生かす運営を行う必要がある。 

 したがって、指定管理者団体が何処になるかは別にして、市民オフィスフロアの管

理・運営については、武蔵野市内のＮＰＯ・市民活動団体の多数をまとめている組織

が担当することが望ましい。 

理由１＜担当者の資質として、以下の人材を提供することが望まれる＞ 

①市民活動の第一線で活動するうえでの様々なケースや資源を知っている者 

②コーディネーター機能を果たせる者 

③活動内容に関する相談を受けられる者 

理由２＜企画立案や実施においてＮＰＯ・市民活動団体と連絡調整できる人材を提

供することが望まれる＞ 

 

提案２＜「市民フロア運営委員会」の設置＞ 

  一般の市民個人やその他の市民活動団体、ボランティア団体の利用を促進するため

に、幅広い構成メンバーによる「市民フロア運営委員会」を組織して、管理・運営

の方向付けをすることが望ましい。市民フロアの運営について、広く知恵を集める

ため、以下の構成メンバーが考えられる。 

窓口担当責任者、武蔵野市内のＮＰＯ・市民活動団体をまとめている組織関係

者、利用者委員（あるいは市民フロア公募市民委員）、近隣大学代表委員、商店

街代表委員、青少年委員、近隣住民組織代表委員、指定管理者側委員、行政側

委員等 

 

提案３＜「市民フロア利用者懇談会」の設置＞ 

利用者の多様なニーズに応えるために「市民フロア利用者懇談会」を定期的に開催

し、一般利用者の要望を運営に反映することが望ましい。 

 

（３）施設機能・構成 

市民活動機能の中心的な拠点は、基本設計において 3 階の「市民オフィス」となる。

ここには、ミーティングスペース、ラウンジ、印刷室、スペース（会議スペース）、フ

ォーラム（大会議スペース）等が設置される予定である。概ね、市民活動に必要な機能

は装備されているが、特に、市民団体の打ち合わせの場所として自由に使えるという機

能、市民団体のスペースについては、武蔵野市の中の色々な市民活動の情報や資料など

がそこで全部わかるというような機能を備えられるように留意されたい。また、市民活

動の様子が活動にかかわっていない人にも伝わるような工夫が必要であり、ブラウジン

グ効果が発揮できるようソフト、ハード（空間構成）で仕掛けづくりが必要である。 
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３．青少年活動機能 

（１）基本理念 

●基本的な考え方 

 本施設は、市民にとって「知的創造拠点」となることを目的としている。しかし、単

に知的・文化的情報の蓄積がありさえすれば、すべての市民にとって知的創造拠点とな

りうるわけではない。知的情報や文化活動へのアクセスのしやすさは、その人が置かれ

た社会的、経済的、文化的、地理的環境によって異なっている。単に知的に整備された

施設をつくるだけでは、元々それらの環境にめぐまれた人々にとっての知的空間を創出

するにとどまってしまう。それゆえ、知的・文化的活動のための空間を望んできた人だ

けではなく、それらに対して必ずしも積極的であったとは言えない人々の層にも利用し

やすく、結果として知的・文化的活動に接触することのできる施設配置を考えなければ

ならない。 

なかでも青少年層、10 代の若者は、心理的不安定さに加え、経済的な制約を持って

いる。近年では、学力の二極化や雇用環境の困難等、若者の中にとくに社会的困難を抱

えた層が生じつつあることが指摘されている。青少年層全体のアクセス可能性だけでは

なく、とくに困難を抱えた青少年層のアクセス可能性を確保することが求められる。 

 

●青少年活動機能の視点 

 青少年活動をここでは「居場所づくり」の視点から考えていきたい。「居場所づくり」

とは、不登校の増加する 1980 年代中頃からフリースクールによって提起されはじめ、

その後公的施設やＮＰＯ等に広まった青少年支援の方法論である。その捉え方は人によ

って異なるが、その重要な点は、「居場所がない青少年への着目」と「教育的意図の間

接化」であると考えられる。 

 

①「居場所がない」青少年への着目 

 不登校の増加、フリーターやニートと呼ばれる不安定雇用の若者の増加などが指摘さ

れている。これまで当然とされてきた「家庭⇒学校⇒会社」という移行の図式が誰にと

っても当たり前ではなくなりつつあり、その中で困難を抱えた青少年層が増加しつつあ

る。そうした青少年が一時的に立ち寄って、そこで関係性をつくったり、社会へ移行し

ていく足がかりをつくったりする場が居場所である。それゆえ、居場所づくりは、つね

に「居場所がない青少年」への視点がなければならない。 

これまで公的施設は、しばしば青少年へ教育的まなざしを向けることで、結果として

「逸脱」と捉えられる青少年層を遠ざけてきた。しかし、一見「逸脱的」と思われる青

少年こそが、困難を抱えており、知的・文化的活動につながるニーズを持っている層で

あることが多い。困難を抱える青少年がアクセスしやすい空間や運営を最大限考慮し、



Musashino Place 
                          

武蔵野プレイス（仮称）専門家会議資料 
 

 23

決してそうした層を排除するようなことがあってはならない。 

武蔵野市の中高生を対象にした生活意識調査でも、「学校生活ではなにかと息苦しさ

を感じる」者は 42.2％、「いつも自分の居場所がない感じがする」者は 25.0％（高校

生男子では 36.5％）にも達している。また、「毎日が退屈」と答えた者は 32.4％（高

校生男子では 50.0％）「やりたいことができない、きゅうくつ感がある」と答えた者

は 45.0％（高校生女子では 61.7％）にも達しているのである。こうした青少年が、

まず居ることができて、そのなかで自らの関心に合う情報や活動に触れる機会が持てる

場が求められる。 

 

②教育的意図の間接化 

「居場所」という言葉は、心理的要素とともに、空間的要素を持った言葉である。空

間的要素が重要なのは、「家庭⇒学校⇒会社」のルートに乗らない場合、端的に居られ

る場が必要となったからであり、それは、学校や会社で求められるような「こうでなけ

ればならない」ことが求められるのではない、「ありのまま」の状態でいられる場であ

ったからである。それゆえ、「居場所づくり」では、望ましい状態へと青少年を導こう

とする「教育的意図」が間接化される必要がある。 

 具体的には、居場所づくりの施設は、団体による予約利用のような「目的的利用」で

はなく、個人による自由利用のような「状況的利用」を可能にするような運営がなされ

てきた。目的的利用は、集団活動や計画的活動等、一定のあり方を要求するが、状況的

利用は、人々の多様なあり方を許容する。このような状況的利用を可能にすることで、

多様な青少年層が集まり、そこから、何らかのきっかけを経て、知的情報や文化的活動、

市民活動等に触れることがあれば、それが望ましいであろう。「教育的意図」を前面化

すれば、多くの青少年層を遠ざけてしまうことになりかねない。 

 

（２）運営 

①時間帯による優先利用と利用料金の大幅な減免 

 生徒・学生であるかどうかではなく、年齢による減免を行う。高校や大学等に進学し

ない者が不利にならない仕組みが必要。 

 

②他世代の要望との矛盾をできる限り回避できるような空間構成とルールづくり 

 施設内にしても、隣接公園にしても、青少年層に対しての「迷惑」、「怖い」といった

他世代からの苦情をそのまま受け入れてしまえば、必ず青少年層は排除されてしまう。

また、青少年層は、ニーズを自ら発することが少ない。それゆえ、成人世代の要望や苦

情をそのまま反映させずに、青少年層のニーズを聞き取り調整することが必要となる。

また、地下 2 階は青少年のみのスペースではないが、ある程度青少年に利用がしやす

い状態にしておく必要はある。成人世代の要望・苦情を直接反映させないためのルール
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づくり、一定程度の空間的分離の方法が求められる。 

 

③運営への参画 

 上述のように、青少年世代は、自らのニーズを発する機会が少ない。そのため、より

要望を発する成人世代や、成人世代にとって望ましい青少年層が利用しやすいへと変更

されてしまう可能性がある。そのため、当事者である青少年層のニーズを運営に反映さ

せる仕組みが求められる。 

 ただし、青少年層は、一様ではない。一部の青少年が自らのニーズを発することで、

他の青少年層が排除されることもありうる。それゆえ、できるだけ多様な層のニーズが

反映されるためのメンバー構成や活動支援がなされなければならない。メンバーは、

12～22 歳程度を想定しているが、例えば、中学生・高校生リーダー養成講座等受講

生、近隣の中学・高校・大学等からの推薦のほか、利用者代表を加えることが望ましい。

これは、運営の安定性と幅広い層・利用者層からの登用の双方の要請を満たすためであ

る。しかし、それでも全ての層のニーズを捉えられるわけではない。支援するスタッフ

は、参画する青少年が、自分たちだけでなく参画しない多様な青少年のニーズを反映で

きるような支援をする必要がある。具体的活動は、利用規則の作成・変更、企画提案、

他機能への提言、施設全体の利用者懇談会への出席等である。また、たまり場としての

スタッフ室（またはスペース）を確保することが望ましい。青少年の参画を実質化する

ためには、メンバーが日常的に集まりやすいが必要である。面積が狭く、スタッフのい

る一角程度でも、他の場所と区分されて椅子やソファがあればよい。 

 

④スタッフ 

 以上の諸点を理解し、青少年のための施設運営をすることのできるスタッフが求めら

れる。教育的意図を前面化することなく、状況的利用を可能とするなかで、多様な青少

年層のニーズを聞き取り、それらを知的情報・文化活動へと結びつけ、他世代の要望と

の調整を図ることができるスタッフである。 

 少なくとも一人は、理念や方法を共有していく常勤スタッフが必要である。非常勤ス

タッフへもそれらを発信し、運営参画する青少年の力量形成に努めることが求められる。

その一つのイメージは、「居場所づくり」の経験を持つ、児童福祉関係職員やＮＰＯ職

員等の経験者である。 

 それ以外に、音楽・スポーツ等の技術を有する者や、青少年支援の経験を有する者な

ど多様なスタッフが常勤・非常勤でいることが望ましい。青少年層のニーズを代弁する

必要から、スタッフもまた若者層が中心となることが求められる。 
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（３）施設機能・構成 

 以上を踏まえて、具体的な施設機能・配置の提案をする。 

①プレイスペース、隣接公園等、状況的利用を可能にする空間の十分な確保 

 基本設計と比して、スタジオ等目的的利用空間を減らし、状況的利用空間を増やした

方がよいと考える。状況的利用空間は、決まった机・椅子の組み合わせではなく、ソフ

ァや地べたに座る等の様々な居方を可能にする空間とする。パンや飲み物等の自動販売

機、ゴミ箱を設置するなどし、飲食可能とし、漫画、雑誌等を整備する。その上で、青

少年層のニーズとして、軽い運動を可能とするスペースをとる（卓球、壁面クライミン

グ、サンドバッグ等）。 

 また、隣接公園を活用し、ダンス練習等ができるようなスペースを提供する。近隣住

民への騒音の配慮は必須だが、それ以外の要望、苦情との調整に最大限努める（後述④）。 

 なお、若い世代は自転車での移動が多いので、駐輪場の確保が必要である。 

②状況的利用から、知的・文化的情報へ触れるきっかけづくり 

 プレイスペース等における状況的利用から、専門的知識、市民活動情報などに触れる

きっかけをつくる。決して押し付けになってはいけない。 

 専門雑誌、進路・就職関係雑誌等の設置、掲示板の利用等。 

 バンドやダンスチームのライブ等発表できる機会を、他施設と連携してつくることも

求められる。 
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４．生涯学習機能について 

市教育委員会の基本的な考え方として、「武蔵野プレイス（仮称）は知的創造拠点と

して、市民の多様な学習意欲に応えられるよう、生涯学習事業を展開する。」としてい

る。 

具体的には、生涯学習事業を行っている教育委員会教育部生涯学習スポーツ課（市民

会館含む）の既設事業について、①法令等で教育委員会実施を義務・要請付けられてい

るもの、②全市的な立場及び他自治体等との関係から市及び教育委員会で実施したほう

が良いもの、③それ以外のもの、など様々な条件を踏まえて、事業移管の有無について

検討を行っており、概ね武蔵野地域自由大学、市民講座(老壮セミナー、老壮シニア講

座含む)などについて、移管を前提に事業内容・時期等について精査を行っている。こ

れ以外の事業については、引き続き前記の①、②、③を踏まえ検討を行う、としている。

事業の選択に当たっては、武蔵野プレイスが実施主体となることにより、事業がより効

果的に展開できるものを中心に選択する必要がある。 

 

以上のことから、現在実施している講座等を、フォーラムを中心に事業展開をしてい

く必要がある。 
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Ⅳ．駐車場出入口の位置について 

武蔵境駅南口周辺渋滞長測定調査結果（資料３ P89～Ｐ91）より、イトーヨーカ

ドーの駐車場へ進入する車の渋滞が観音院方向で日曜日の午後、かえで通り方向では、

土日で確認された。かえで通りは日曜日において慢性的に渋滞が起こり、その影響によ

り、日曜日の午後には境南通りの直進方向も渋滞が発生する。平日においては、渋滞は

発生していない。ただし、イトーヨーカドーの特売日や雨の日のような特定の日におい

て渋滞はさらに拡大すると推測される。 

武蔵野プレイス（仮称）において、東京都駐車場条例に基づく附置義務駐車場の設置

は 31 台である。基本設計では、駐車場の出入口をプレイス東側の駅前広場側境南通り

近くに設置しているが、今回の調査結果によれば、境南通りは、日曜日の午後に渋滞が

発生し、プレイス駐車場進入の待機車が境南通りの渋滞に巻き込まれ、駅前広場に進入

してくるムーバスの運行にも影響がおよぶ可能性がある。このような渋滞予測に基づき、

できるだけ渋滞の影響を回避し、ムーバスの運行に影響を与えないプレイス西側に駐車

場の出入口を設置することを検討する。 

また、駐車場対策と関連して、駐輪対策が課題となる。プレイスの場合、駅前の立地

もあり、2000 人/日以上の来館が見込まれており、かなりの自転車利用者数があるも

のと想定される。プレイスの計画については、武蔵野市自転車放置防止条例に基づく附

置義務台数（約 150 台）を確保するとともに、駐輪場の管理方法、体制、有料化など

の他、周辺公共駐輪場との連携も検討する。 
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Ⅴ．他施設との連携について 

●他の施設との連携 

①公園との一体的運営 

公園との一体的運営を活かし、プレイスの知的創造活動の場としても利用する。 

（例：美術、音楽、演劇、ダンスなどの発表の場） 

②スイングホールとの連携 

   スイングホールの稼働率は 7 割を超えており、プレイス関連の活動に対する常

時の利用は難しいが、プレイスは、本格的な発表の場を持っていないため、プレ

イスで開催するフォーラム、イベントに合わせて、スイングホールを利用するな

ど、他施設との連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③他の図書館・文化施設との連携 

中央図書館、吉祥寺図書館は当然のことながら、近隣大学図書館との緊密な連

携を図る。また、吉祥寺シアター、吉祥寺美術館とは、創作の場、ワークショッ

プとして、連携していく。武蔵野市国際交流協会、むさしのヒューマンネットワ

ークセンターなどの課題別で活動している団体とも連携を図る。 

 

 

 

 

★スイング利用状況（17 年度 事務報告より） 

開館日数 308 日 

施設 
利用可能

回数 
利用回数

利用率

（％） 

スイングホール 857 652 76.1

スカイルーム１ 871 554 63.6

スカイルーム２ 871 491 56.4

スカイルーム３ 871 543 62.3

レインボーサロンＡ 746 515 69.0

レインボーサロンＢ 753 522 69.3
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Ⅵ．施設構成の検討 

専門家会議のこれまでの議論を踏まえ、施設構成について以下のことに留意し、

実施設計にあたられたい。 

 

・ブラウジング等のコンセプトを堅持しつつ、図書館機能はなるべくまとめ、利

用者の利便性を図る。 

・賑わいのある１階のスペースが必要である。（例えば雑誌を１階に持ってくる。） 

・知のギャラリーは内容を再検討し、併せてどの階に置くのが良いか検討する。 

・機能が融合するオープンなスペースのイメージが重要である。（例えば「カフ

ェ」や「知のギャラリー」などをきっちり分けずに一体になったスペースで展

開する）。 

・市民オフィス（市民活動）のフロアに、スタディコーナーがあることにより、

スタディコーナー利用の青少年が市民活動の活動が自然に目に入るのは効果

的である。 

・公園に隣接するという利点を生かし、屋上緑化を導入するとともに、屋内外の

空間の交流をはかる。 

 

なお、P41～42 の設計者提案については、専門家会議のこれらの議論を踏

まえ、作成したものである。今後、実施設計を実施するにあたり、A 案（B 案

はバリエーションの一つ）を参考にされたい。なお、実施設計時には、実務レ

ベルの調整が行われ、配置構成の修正があり得ることは理解するところであり、

本専門家会議では、この案を参考図として取り扱う。 
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１．参考配置構成図 

 

●オープンプレイス 

本施設が「知的創造拠点」であり、積極的な市民の交流の場であるというこれま

での基本コンセプトを重視しながら、当委員会における多様な議論を反映するよ

うな施設構成の考え方として、様々な機能の融合する「オープンプレイス」を提

案します。 

「オープンプレイス」とは、できるだけ室ごとに間仕切壁等で区切ることなく、

オープンなスペースが曖昧かつフレキシブルにつながっていくような場のあり方

であり、いろいろなことが行われる広場のようなものとして考えられています。 

この「オープンプレイス」をフロア中央付近に広がるように配置していくことに

よって、さまざまな機能がこの広場的なスペースを介して結びつき、フロアの性

格を特徴付ける場所となります。また、はじめて訪れるひとにとってもいろいろ

な場があることで、参加しやすく、誰もが自由に使用できる施設となることが期

待できます。 

このような仕組みを各フロアに導入し、吹き抜け等を介して、できるだけそれぞ

れのオープンプレイスがつながっていくようにします。これはいわば６つの広場

が縦につながっているようなものであり、外部の公園を合わせて考えれば、本施

設は７つのオープンプレイスが集まったものだということができます。 

 

●利用形態の多様化 

「オープンプレイス」の展開によって、ユーザーがそれぞれ気に入った場所やた

またま空いている場所を状況に応じて利用する「状況的利用」が可能になります。 

一般的な計画ではグループによる予約利用が主流になるのに対し、オープンプレ

イス化することによって、個人による多様な利用が可能となり、これまで以上の

利用者層の広がりと、交流が生まれることが期待されます。 

 

●フレキシビリティ 

「オープンプレイス」の考え方を導入することで、場の機能を限定しないことで、

将来的なフレキシビリティが確保されます。 

（長期的フレキシビリティ） 

また、機能の限定された部屋をもとに構成するプランニングでは、個別の機能は

孤立し関係性が希薄になるのに対し、「オープンプレイス」では機能の変化に柔

軟に追随していくことが可能となります。 

（機能的フレキシビリティ） 

参考配置構成図の作成主旨 

（設計者 川原田 康子） 
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●ブラウジング 

本施設は多様な活動や情報と市民を結びつけると共に、市民と市民との出会い

や交流を促すことを基本理念としています。 

この市民交流を促す構成のひとつとして、「ブラウジング」という考え方があり

ます。 

具体的には「オープン階段」、「吹抜け」、「自由な動線」によって「オープンプ

レイス」をつなげていくことにより、発見的で、創発性に満ちた場所としてい

きます。「オープンプレイス」は機能を限定しない自由な広場的な場所であり、

ユーザーはそこで展開される様々な活動の間を通り抜けて、目的のスペースへ

向かいます。その自由な動線は、周囲に広がる様々な活動を目にするきっかけ

を与えてくれます。 

基本設計では回遊階段と避難専用階段を分離していたのに対し、今回は「オー

プンプレイス」を間において二つのオープン階段を配置することで、より自然

に各フロアでの交流を促すような平面構成としています。 

また各「オープンプレイス」には吹抜けを設け、上下フロアの活動が視覚的に

つながり、Ｂ２Ｆから４Ｆまで６つの広場が連続してゆくような計画としてい

ます。このようにひとつながりの広場とすることで、それまで意識していなか

った活動との接点が増え、より発見性の高い構成となっています。さらにはこ

のように上下が見通せることで視界が広がり、よりゆったり広々とした印象を

与えることができます。 

 

●屋上の積極的利用 

木々に囲まれ、豊かな周辺環境を持つ最上階は、屋上緑化や半屋外テラスの設

置などにより、読書スペースや憩いの場として積極的に利用します。 

 

●ソフト計画 

１Ｆの情報コンシェルジュをはじめ、「知のギャラリー」や各階「情報ボード」

「張り紙ボード」などのインフォメーション 

コーナーを設けることで、館内イベントが機能を超えてリンクします。ユーザ

ーが多様な活動に自然と足を運んでしまうような仕組みとします。 
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各オープンプレイスのイメージ 

 

４Ｆ ： ラウンジパーク ＝ ラウンジ × パーク 

ゆったりとした市民の書斎的スペース 

 

３Ｆ ： ミーティングラウンジ ＝ 市民オフィス × フォーラム × ス

タディコーナー 

多様な市民活動をサポートする活気ある市民ラウンジ 

 

２Ｆ ： コミュニティラウンジ ＝ ワクワク図書 × 広場 

      幅広い層をサポートする発見性に満ちた広場 

       

１Ｆ ： 市民プラザ ＝ ギャラリー × ラウンジ ×カフェ 

      創発性に満ちた武蔵野プレイスのエントランス 

       

Ｂ１Ｆ： ライブラリーラウンジ ＝ ライブラリー × 壁面書架 

      広々として個性的な閲覧スペース 

       

Ｂ２Ｆ： プレイスペース ＝ プレイスペース × スタジオ 

      活動的な青少年のためのラウンジスペース 
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「農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会報告書」に対するコメント 

                                    

 Noveｍber 1, 2006   小林 麻実 

 

 

1. 「同報告書 Ⅳ. 建設基本計画 A.施設計画 1 施設機能の特徴 (2)館全体に図書館機

能を(p.14)」について 

 多様な機能を持つ複合的施設の全体にわたって、図書館機能を充実させるというコンセ

プト自体は、知的交流の場を実現するという施設全体の目的に適合するものである。しか

しながら、「全階にわたって「図書館機能」を展開する」とは、全階に必ず物理的な書庫

を設置しなければならないというものではない。「図書館 = 書棚」という既成概念から離

れ、むしろ図書館を「知的情報との出会いの場」と広くとらえることによって、 

① 各階に書庫を設置しなければならないという呪縛から離れる 

② 武蔵野プレイス単体、もしくは既存の市立図書館のみで図書館機能を充足させるの

ではなく、武蔵野市全体としてどのような知的資源へのアクセスを市民に提供する

のかというグランドデザインを描く 

ことが必要なように思われる。 

 

 

2. Ⅳ. 建設基本計画 A.施設計画 1 施設機能の特徴 (3)ブラウジング (p.15)について 

 利用者がブラウジングすることにより、「知的好奇心が自然に触発され、ここを訪れる

だけで何らかの知的刺激が得られる(p.15, 8-9 行目)」ことを可能にするためには、たとえ

ば一般の図書館で見られる単なるテーマごとの書籍展示を越えて、ウインドゥディスプレ

イの専門家、書棚プランナー、アーティスト、イベントプランナー、メディア研究家等と

の協働による仕掛け作りが不可欠である。 

従来的な図書館スタッフのみによる運営ではなく、「視覚表現としての書棚作り（展示

されるものは書籍に限らない。フォーラムへの入り口も含まれる）コミッティー」を設立

すべきであろう。 

 この実現イメージとしては、たとえば一冊の書籍を媒介とするのであれば、ある特定の

書籍を好む市民 10 人に、それぞれどんな料理が好きか、どんなテレビ番組が嫌いか、どこ

に旅行したいか等の共通質問に答えて頂くことによって、各個人の世界がどのように広が

っていくかがわかる。この答えを表現するものとして、インターネットと連動した物理的

な展示を武蔵野プレイス内で実施することが可能ではないか。いわば SNS 的な知的発見の

場を構成していくこともできると思われる。 

２．「農水省跡地利用施設建設基本計画策定委

員会最終報告書」に対するコメント 
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 フォーラム施設を利用する組織・個人等が何を行っているかを日々把握し、彼らからの

情報発信を促し、これをブラウジングする市民が利用できるような形に表現を変えるとい

うことには、多大な統率力、運営能力が必要とされ、経験の深い運営側からの働きかけが

なくては実行できない。 

このように、「人の知的好奇心を満足させるブラウンジング」には、個人の全人格を表

現することと同等の膨大なエネルギーと、専門家としての知験が運営側に必要である。 

しかも常に変化させていかなければ「刺激」とはなり得ない。基本計画のブラウジング

の趣旨を忠実に実施するためには、全書籍を常に配置換えさせ続けることも有効な一方策

であろう。 

 

 

3. Ⅳ. 建設基本計画 A.施設計画 1 施設機能の概要 (1)ライブラリー (p.18-19)につ

いて 

③館内に十分な閲覧スペースを設けるのみでなく、公園内の緑陰読書スペースへの蔵書持

ち出しも当然に認められるべきであろう。 

 

④2F サブライブラリーに環境・自然を、3Ｆに NPO 関連、地下 2Ｆに音楽等の専門図書

を配置するのみならず、関連する DVD 等の電子メディア、チラシ、灰色文献等の関連情報

から、たとえば 3F 市民スペースを利用する NPO による調査資料や成果物等のこれまでの

伝統的図書館では収集されてこなかった資料の配架も、書棚の中になされるべきではない

か。 

 

⑥これまでの図書館では、雑誌は和文・欧文といった言語によって配架場所を変えること

が多かったが、本施設のマガジンラウンジのように「眺めて楽しむ」ことを主眼とするス

ペースにおいては、言語にこだわることなく、建築、料理、ファッションといったテーマ(主

題)ごとに、異なった言語の雑誌を一緒に配架するのがふさわしいと思われる。 

また、スペース削減を考えるならば、マガジン・ラウンジは、１F カフェ内に集約すること

も可能であろう。⑨とともに、1F 全体をセレンディピティの起こるカフェ、サロンととら

えることによって、フォーラム機能等と融合した、まさに知のぶつかりあいの場として構

築するべきではないか。 

 

⑦電子メディアの最大の利点は、使う場所を選ばない(ユビキタス)ということである。「電

子メディアコーナー」を館内に特に設けるのでは、その特性を活用しているとはいえない。

館内すべてに無線 LAN を配備し、館所有の PC、市民の持ち込む PC を問わずに、どこで

も良質な情報源にアクセスできるよう図るべきであろう。これは、武蔵野プレイスに来館

する人のみでなく、全市民が自宅から、図書を含む優良な情報にアクセスできる環境を、
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市が整えていくための戦略的拠点となるべきである。図書館とは、「本がたくさんある書

庫」や「他人の知的成果物を無償で利用する場」ではない。知識・情報の共有、ネットワ

ークそのものであり、web 上の無料サイトの中から有益なサイトを整備したパスファイン

ダーと、市が購入する有料データベースをシームレスに利用できる環境を提供しなければ

ならない。これは、今や知的活動に欠かせないデジタル情報のリテラシーを市民が高めて

いくために不可欠なのである。 

 

⑧レファレンスにおいてもっとも必要となるのは、専門性の高い図書館スタッフの育成で

ある。図書館情報学にこだわらず、MBA 課程、ロースクール等の大学院や市内企業、NPO

等、図書館の外に出て学ぶ機会を設定することにより、情報探査に必要なネットワークを

得て、「知的創造を支援」できるレベルのレファレンスが可能になる。本館はその意味で、

武蔵野市立図書館全体のレファレンスサービスを底上げするショーケースとしての役割も

果たすことができる。 

 

⑨知のギャラリーは、一般的な図書館で見られる「書籍の特集展示」の枠を越えて、フォ

ーラム、市民オフィス、青少年施設各利用者を結びつける役割を果たすことが求められて

いる。このためには、単なる書籍の陳列ではなく、たとえばギャラリー展示によって問題

提起し、これと連動した市民ディスカッションをフォーラムで実施する等、イベントと連

携した展示が必要であり、これに関わろうとする市民をどのように巻込むかをプログラム

しなければならない。展示の場ではなくイベントの場として、自主運営フォーラムととら

えられるべきであり、市民に身近な街づくりや暮らしのトピックを継続的に発掘していく

べきである。 

 

 

以上を鑑みると、現在 4F に設置されているフォーラムを 1F の知のギャラリー、カフェと

一体化し、特段の情報ブラウジングコーナーは設けず館内全体で情報ブラウジングが可能

にすることによって、より本来のコンセプトと先進的な図書館機能の実現が図れるという

こともあるのではないか。(フォーラムでのイベントは常時行われるわけではなく、ひとつ

のスペースが図書館利用者の読書空間として利用されたり、イベントスペースとなったり

することは、六本木ライブラリーでは日常的に行っている。図書館利用者がフォーラムイ

ベントに知らず知らずのうちに巻き込まれて新しい発見をすることがあるように、フォー

ラム施設を賃貸する場合でも、ライブラリー利用者の参加枠を設ける企業には、賃料割引

を実施している。) 
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4. ビジネス支援について 

 現在の日本の図書館においては、「ビジネス支援」とは起業・経営に関する蔵書資料を

揃えるといった、狭いとらえ方をされていることが多い。しかし、本来ビジネスを支援す

るとは、図書資料を紹介することではまかないきれない。企業経営の経験者、中小企業診

断士等の専門家とのマッチングや市の支援体制、税制・法律相談やビジネスマン同士の勉

強会など、人と人の出逢いの場、サロン的な役割があることが求められている。 

起業に関心のない市民、青少年施設の利用者、ＮＰＯ団体等に対しても、個人的な趣味

や興味から経済的利益を得られることを周知するような環境を本施設に設けることができ

れば、斬新なビジネスモデルの創造を引き起こすだろう。そのような活動全体を支援する

サポートとして、幅広い層によるビジネスの成功体験の周知や、世代や関心の異なる人々

の出逢いの場である武蔵野プレイス存在そのものが、ビジネス支援となるのであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Musashino Place 
                          

武蔵野プレイス（仮称）専門家会議資料 
 

 47

 

○基本設計で、予定された資料の内容 

★知的創造拠点の役割 

⇒地域図書館として、吉祥寺図書館の蔵書（10 万冊）は最低限確保した上で、特定

分野に力点をおいた蔵書構成。例えば、バックナンバーを含む新聞・雑誌、芸術分

野、環境・自然、市民活動に関する資料・情報を収集・提供する知的付加価値を持

つ図書館機能。 

    ⇒青少年を「知」で引きつける機能充実（例：芸術、音楽関係の資料提供） 

①蔵書の充実（15 万冊の蔵書） ②マガジンラウンジ（新聞・雑誌 950 種） 

          ③専門図書の充実     ④ゆとり空間・十分な閲覧スペース（386 席） 

               ⑤青少年の興味をそそるスタジオフロアの雑誌コーナー、アート系専門図書 

※【16 年度 武蔵野市の図書館より】 

階 フロアテーマ 蔵書の配置構成例 基本設計想定

書架スペック

（冊） 

新規増分（冊） 西部図書館

蔵書（冊） 

※ 

基本設計想

定 閲 覧 席

（席） 

４Ｆ マガジンラウンジ 趣味系雑誌（2 年分開架） 500 279 211    62

３Ｆ 市民オフィス 人文系雑誌（2 年分開架） 

新聞（６か月分開架） 

300

50

300 

32 

０ 

18 

60

自然科学全般（400 番）・環境専門図書 25,000 21,159 3,841    40

児童図書 

絵本 

紙芝居 

17,600

8,700

800

０ 

０ 

０ 

17,555 

8,690 

779 

44

（＋読み聞

かせ室）

２Ｆ サブライブラリー 

ヤング・アダルト （検討中） ― 0 

１Ｆ 知のギャラリー 新刊本・推薦本・有識者の書斎 2,000 2,000 0 20

総記・哲学・歴史・社会科学・技術・産

業・言語・文学・（自然科学 400 番⇒２

Ｆ）・（芸術 700 番⇒Ｂ２） 

75,000 27,773 47,227 84

参考資料 （検討中）   

Ｂ１ メインライブラリー 

AV 資料 （検討中）   

Ｂ２ スタジオ（アート系

専門図書） 

アート系図書ルーム（美術・演劇・映画・

写真等） 

スタジオラウンジ（音楽・スポーツ雑誌）

15,000

100

9,226 5,774 

 

0 

24

52

トータル 

 

 

一般図書

雑誌

新聞

児童図書

117,000

900

50

27,100

60,158 

689 

32 

0 

56,842 

211 

18 

27,024 

342

44

基本設計の特徴 

３．図書館機能基礎データ資料 
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○現存する市の３図書館における資料の内容と数量（開架については現有数量、閉架に

ついては収納可能冊数）、座席数、及び利用状況 

（16 年度 武蔵野市の図書館より） 

○蔵書数 

  中央 西部 吉祥寺 合計 プレイス 

一般書 346,040 56,842 74,768 477,650 117,000

児童書 62,262 27,024 26,654 115,940 26,850

合計 408,302 83,866 101,422 593,590 143,850

新聞 42 18 20  50

雑誌 469 211 215  900

開架収納可能冊数 175,000 83,866 101,422 360,288 143,850

閉架収納可能冊数 525,000 － － 525,000 －

○貸出状況 

  中央 西部 吉祥寺 合計 プレイス 

一般書 547,163 140,330 271,793 959,286  

児童書 213,467 76,553 81,035 371,055  

雑誌 53,587 19,110 22,862 95,559  

合計 814,217 235,993 375,690 1,425,900  

視聴覚資料 108,294 0 34,206 142,500  

総合計 922,511 235,993 409,896 1,568,400  

1 日平均 3,214 822 1,428 5,465  

○来館利用者及び座席数 

  中央 西部 吉祥寺 合計 プレイス 

開館日数 287 287 287  350

開館時間 10.5h/休 7.5h 7.5h/火・水 9.5h 10.5h/休 7.5h  12.5ｈ

貸出利用者数（1 日平均） 955 288 496 1740  

貸出利用者数（年間） 264,700 82,828 142,380 499,380  

来館者数（1 日平均） 1,850 データなし 1,550  2,500

来館者数（1 時間平均） 176 147  200

来館者数（年間） 530,947 データなし 444,867  875,000

座席数（机あり） 137 34 78 249 386

座席数（机なし） 125 114 48 287 

座席数（合計） 262 148 126 536 386
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○図書館事業の実績 

１．図書館事業（17 年度事務報告より） 

  中央 西部 吉祥寺 

施設名 視聴覚ホール おはなしのへや 集会室 

定員 70 名 25 名 40 名 

映画会 12 回  752 人 3 回  35 人 6 回  155 人 

こどもまつり 8 回  394 人 7 回  157 人 7 回  161 人 

どっきん どようび 6 回  315 人 3 回  127 人 2 回  109 人 

おはなし会 37 回  411 人（おはなしの部屋） 37 回 336 人 27 回 218 人 

乳幼児向けお話会 30 回  911 人（おはなしの部屋） 19 回 468 人 10 回 200 人 
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■障害者サービス 

図書館では、来館することが困難な市内在住の視聴覚障害者、身体障害者及び高

齢者の方々に、以下の障害者サービスを行っています。 

  

１． サービスの種類 

（１）録音図書の貸出 

  録音図書には、図書館で録音作成した“作成テープ”と、図書館で購入した“購

入テープ”の２種類があります。利用者は、目録から必要なテープを申し込み、

貸出を受けることができます。 

（２）他の図書館の視覚障害者用資料の貸出 

  利用者の希望する資料を、武蔵野市立図書館で所蔵していない場合は、日本点字

図書館をはじめ、全国の所蔵する図書館から取り寄せて貸出をしています。 

（３）情報テープの貸出 

  「週刊誌」「新聞」「新作情報」などを定期的に作成し、郵送しています。 

（４）個人資料の作成 

  個人的に必要なパンフレットや資料などを、希望者に朗読録音、または点字訳し

ています。 

（５）対面朗読サービス 

  図書館の本・新聞・雑誌や、個人所有の資料（手紙、電気製品などの説明書等）

を、希望に応じて中央図書館の対面朗読室で朗読しています。 

（６）本の郵送サービス 

  希望の本の郵送貸出をしています。１度に２冊まで、期間は３週間です。 

 

 ＊上記（１）で貸し出す録音資料の作成、及び、（３）、（４）、（５）のサービスにつ

いては、 
ボランティア団体「武蔵野市立図書館朗読奉仕の会」「六実会（点訳グループ）」

の活動に 

よって行われています。 

  ＊図書館ではこれら「武蔵野市立図書館朗読奉仕の会」「六実会（点訳グループ）」

の活動を 

側面から支援するために、会員を対象として朗読講座、点訳講座等を毎年開催

しています。 

 ○障害者サービス対象者 102 人  

    ○図書館朗読奉仕の会 会員数 101 人 

○六実会（点訳グループ）会員数   31 人 

 

 

 

 

武蔵野市の図書館（平成 17 年度より）
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２．17 年度実績 

（１）テープ所蔵数 

（２）「障害者用音訳資料作成の一括許諾システム」利用数 

   音訳資料を作成する場合には、著作権者より個別に承諾を受けています。この手

続きを少しでも簡略化するため平成 16 年度より(財)日本図書館協会と(財)日本文

藝家協会が協定を結び、文藝家協会会員に対し著作権使用の意思確認を一括して行

うシステムが開始されました。 

   

タイトル 件数

新聞 5

作成テープ 7  

（３）テープ貸出数（自館登録者対象・購入テープおよび他館からの借用テープを含

む）                                   

タイトル数 1,358

巻数 7,584

1人当たりの貸出数(巻) 14.8  

 注）１人当たりの貸出数は、貸出タイトル数を視覚障害の利用者数（92 名）で除し

てあります。 

（４）情報テープ 

タイトル 貸出本数 利用者数 発行回数 備     考

声の会報 288 72 年４回
図書館からのお知らせや出版情報など（各回60分
テープ１本）

録音・点訳図書
の新作情報

342 57 年６回
東京都公立図書館研究会発行の冊子をテープ化した
もの（各回60分テープ１本）

週刊誌 2,016 42 週１回 「週刊新潮」（各回90分テープ１本）

新聞 1,392 29 週１回
「朝日」「読売」「日本経済」「産経」新聞より数
紙（各回60分テープ３～４本）

（５）個人資料作成 

    朗読録音  13 件 （20 巻）  

    点  訳  415 件 （13,470 ページ） 

（６）対面朗読 

    利用者（延べ）  221 人      

時間数（延べ）  442 時間分 

タイトル数 本数 タイトル数 本数

購入テープ 6 16 724 1,403

自館作成テープ 22 176 663 4,363

合　計 28 192 1,387 5,766

平成17年度受入数 所　蔵　数
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３．講座・講演会（場所はいずれも中央図書館） 

  対 象 朗読講座：「武蔵野市立図書館朗読奉仕の会」会員 

     講 演 会：利用者・ボランティア・一般利用者 

     点訳講座：「六実会」会員 

内　　容 月　　日
参加人数
（延べ） 講　　師

朗読講座(漢詩文）（２回） ９/１，９/21 27 田中　洋子氏

朗読講座(読み方の基本告知文・記事）（２回） ９/22，９/29 29 藤原　正久氏

朗読講座(週刊誌の読み方）（２回） 10/12，10/19 27 松本久美子氏

朗読講座(鍼灸・東洋医学を中心とした医学書の音訳に
ついて）（２回）

10/20，10/27 26 野村　博行氏

朗読講座(校正）（２回） 11/29，12/13 59 山田　好子氏

朗読講座(デジタル化について) ２/13 21 天野　繁隆氏

朗読講座(インターネット検索について) ３/15 31 平松　陽子氏

障害者サービス講演会(視覚障害者の読書環境) ２/28 44 川上　正信氏

障害者サービス講演会(山登りと子育て) ３/26 13 金山　広美氏

点訳講座(漢語・和語の見分け方) 11/14 21 浅見　和彦氏

点訳講座(中途失明者への点訳指導について) ９/12 21 箭田　裕子氏

点訳講座(視覚障害大学生のドイツ留学) ９/14 20 大林　章子氏

点訳講座(楽譜の点訳について) ３/20 22 吉村　厚子氏
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Ⅰ．調査の概要 

 

１．調査の目的 

◇ＮＰＯ・市民活動団体等と行政とが、それぞれの特性を生かしながらパートナー

シップを発揮し、地域の課題や公的サービスの提供に取り組む体制作りの推進に向

け、今後のＮＰＯ等の活動促進と協働のあり方に関する方向性を示す、「武蔵野市Ｎ

ＰＯ活動促進基本計画」を策定するうえでの基礎資料とするために実施しました。 
２．調査期間 

 平成 18 年 1 月６日～２０日 
３．調査対象者等 

 武蔵野市企画政策室市民活動センターに登録しているＮＰＯ・市民活動団体全

67 団体 
４．調査内容 

 別添調査票ご参照 
５．回収状況 

 有効回答数 37 件（有効回答率 55.2％） 
６．回答団体の属性      n＝有効回答数 

（１）法人の種類 ～ＮＰＯ法人が 6 割強～ 

◇法人の種類は、ＮＰＯ法人が 64.9%、任意団体が 24.3%で、ＮＰＯ法人の所管

は、東京都が 70.8%、国が 29.2%です。 

東京都
70.8%

国
29.2%

無回答
0.0%

東京都
以外
0.0%

n=24

無回答
8.1%

その他の
法人格
2.7%

任意団体
24.3%

ＮＰＯ法人
64.9%

n=37

所管は・・・

 

○武蔵野市 NPO 活動実態調査等報告書より 

 （H1８ ．３） 

４．市民活動機能基礎データ資料 
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（２）設立年月 ～2000 年以降に設立した団体が 6 割強～ 

◇設立年月は、2000 年以降が最も多く（64.9%）、次いで 1990 年代（18.9%）と

なっています。なお、最も古い団体は 1975 年 5 月の設立、最も新しい団体は

2006 年 1 月の設立です。 

1970年代

以前
5.4% 1980年代

2.7%

1990年代

18.9%

2000年以

降
64.9%

無回答
8.1%

n=37  
（３）活動内容 ～複数分野の活動をする団体が半数以上～ 

◇活動の内容については、「まちづくりの推進」が最も多く（35.1%）、次いで「社

会教育の推進」「子どもの健全育成」（それぞれ 32.4%）となっています。 

◇活動内容の種類数をみると、1 種類の団体が 45.9%、2 種類の団体が 13.5%、3
種類の団体が 10.8%と、3 種類以内の団体が約 7 割となっています。一方、5
種類以上の団体も 13.5%となっています。なお、最高は 9 種類です。 

35.1
32.4
32.4

27.0
24.3
24.3

13.5
10.8
10.8
10.8

5.4
5.4
5.4
5.4

2.7
2.7

5.4
0.0

8.1

0% 10% 20% 30% 40%

まちづくりの推進

社会教育の推進

子どもの健全育成

学術・文化･芸術・スポーツの振興

保健・医療・福祉の増進

環境保全

国際協力

男女共同参画社会の形成の促進

経済活動の活性化

特定非営利活動団体の支援

地域安全

人権擁護・平和の推進

情報化社会の発展

科学技術の振興

職業能力開発・雇用機会拡充の支援

災害救援

消費者保護

その他

無回答

n=37
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Ⅱ．調査結果の概要 

１．活動体制 

（１）事務所の有無 ～6 割弱の団体が事務所を確保～ 

◇活動のための事務所がある団体が 59.5%、ない団体が 37.8%です。 

ある
59.5%

ない
37.8%

無回答
2.7%

n=37
 

（２）会員数 ～50 人未満の団体が 6 割弱～ 

◇会員数は、2000 人を超える団体が 2 団体あることから平均は 228 人ですが、人

数別の割合をみると、「20 人以上 50 人未満」が最も多く（37.8%）、次いで「20
人未満」（18.9%）と、50 人未満の団体が 56.8%となっています 

300人以

上
10.8%

100人以

上300人
未満

16.2%

50人以上

100人未

満
8.1%

無回答
8.1%

20人以上

50人未満

37.8%

20人未満

18.9%

n=37

平均228人
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（３）会員の主な年齢層 ～会員の主な年齢層が 40 歳代以上の団体が 5 割弱～ 

◇会員の主な年齢層は、「ばらつきがある」団体が最も多くなっていますが

（37.8%）、次いで「40 歳代～50 歳代」が 27.0%、「60 歳代以上」が 21.6%と、

会員の主な年齢層が 40 歳代以上となっている団体が 5 割弱となっています。 

ばらつきが
ある

37.8%

60歳代以上

21.6%

40歳代～

50歳代

27.0%

無回答
2.7%

20歳代～

30歳代

8.1%

20歳代

2.7%

n=37
 

（４）昨年度の主な活動 ～約半数の事業が独自事業～ 

◇昨年度の主な活動を 3 つまで紹介してもらったところ、事業形態としては「独

自事業」が最も多く（50.5%）、次いで「行政からの受託事業」（16.2%）とな

っています。「行政との共同事業」（8.1%）と合わせると、行政との関わりをも

った事業は全体の 4 分の 1 弱となっています。 

50.5

16.2

1.0

1.0

8.1

3.0

3.0

17.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

独自事業

行政からの受託事業

民間企業からの受託事業

他のＮＰＯ等からの受託事業

行政との共同事業

民間企業との共同事業

他のＮＰＯ等との共同事業

その他
n=99

 

◇なお、これらの事業の定期性については、「定期的な事業（毎年実施等）」が

75.8%、「昨年度のみの事業」が 9.1%となっています。 
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（５）昨年度の事業収支 ～約半数の団体が 200 万円未満～ 

◇昨年度の事業収支規模をみると、「100 万円未満」が最も多く（43.2%）、次い

で「200 万円～500 万円未満」（10.8%）、「100 万円～200 万円未満」「500 万

円～1000 万円」「1000 万円～3000 万円未満」（それぞれ 8.1%）となっており、

200 万円未満の団体が半数を超えています。 

43.2

8.1

10.8

8.1

8.1

5.4

2.7

2.7

2.7

8.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

100万円未満

100万円～200万円

200万円～500万円

500万円～1000万円

1000万円～3000万円

3000万円～5000万円

5000万円～7000万円

7000万円～1億円

1億円以上

無回答

n=37

 

◇昨年の収入において全体に占める割合の最も大きかったものとしては（下左図）、

「会費」を挙げる団体が最も多く（29.7%）、次いで「行政からの補助金」（24.3%）、

「事業収入」（16.2%）となっています。また昨年の支出において全体に占める

割合の最も大きかったものとしては（下右図）、「事業費等の活動費」を挙げる団

体が最も多く（35.1%）、次いで「人件費」（21.6%）となっています。 

無回答
5.4%

借入金
0.0%

寄付金
5.4%

会費
29.7%

事業収入
16.2%行政からの

補助金
24.3%

行政からの
業務委託費

8.1%

会費以外の
個人負担

5.4%

民間の助成
金

2.7%

その他
2.7%

n=37

無回答
5.4%

その他
35.1%

事務所維持
費

2.7%
人件費
21.6%

事務費等の
活動費
35.1%

n=37
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２．活動上の課題と今後の方向性 

（１）活動上の課題 ～最大の課題は会員や活動メンバーの確保～ 

◇活動を行う上での課題としては、「会員・活動メンバーの確保」が最も多く

（64.9%）、次いで「活動資金の不足」（54.1%）、「地域との連携」（45.9%）、「活

動場所の確保」「行政との連携」（それぞれ 40.5%）となっています。 

64.9

54.1
45.9

40.5
40.5

35.1

27.0
24.3
24.3

16.2

13.5
5.4

8.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

会員・活動メンバーの確保

活動資金の不足

地域との連携

活動場所の確保

行政との連携

活動メンバーの能力向上

有給職員の待遇

企業との連携

事業の拡大

他のＮＰＯ等との連携

特にない

その他

無回答

n=37

 
（２）今後の方向性 ～会員・活動メンバーの拡充を目指す団体が 7 割超～ 

◇今後の方向性しては、「会員・活動メンバーの拡充を図りたい」が最も多く

（70.3%）、次いで「行政との連携を図りたい」（62.2%）、「収益事業の充実・

拡充を図りたい」（43.2%）となっています。 

70.3

62.2

43.2

29.7

27.0

10.8

16.2

5.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

会員・活動メンバーの拡充を図りたい

行政との連携を強化したい

収益事業の充実・拡大を図りたい

他のＮＰＯ等との連携を強化したい

企業との連携を強化したい

活動内容を見直したい

その他

無回答
n=37
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３．行政との協働・連携について 

（１）行政との協働・連携の経験 ～8 割弱の団体が協働・連携の経験有り～ 

◇行政との協働・連携については、78.4%の団体が「ある」とし、その形態とし

ては「補助金・助成金の受給」が最も多く（79.3%）、次いで「行政からの受託

事業の実施」（51.7%）、「イベント等の後援の依頼」（44.8%）となっています。 

79.3
51.7

44.8
37.9
37.9

31.0
24.1
24.1

20.7
13.8

6.9
0.0

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

補助金・助成金の受給

行政からの受託事業の実施

イベント等の後援の依頼

情報交換

物品や機材、活動場所の提供

イベント等の共催

事業協力

企画立案への参加

実行委員会・協議会への参加

人材の交流

研究会等への参加・参画

その他

無回答

n=29

ある
78.4%

ない
21.6%

無回答
0.0%

n=37

形態は・・・

 
（２）行政との協働・連携の意向 ～ほぼ全ての団体が行政との協働・連携を望む～ 

◇行政との協働・連携の意向については、97.3%の団体が「ある」とし、その形

態としては「補助金・助成金の受給」が最も多く（77.8%）、次いで「行政から

の受託事業の実施」「イベント等の共催」（それぞれ 66.7%）となっています。 

 

77.8
66.7
66.7

63.9
55.6

50.0
50.0

47.2
44.4

33.3

2.8
0.0

33.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

補助金・助成金の受給

行政からの受託事業の実施

イベント等の共催

情報交換

事業協力

物品や機材、活動場所の提供

研究会等への参加・参画

企画立案への参加

イベント等の後援の依頼

実行委員会・協議会への参加

人材の交流

その他

無回答

n=29

無回答
0.0%

ない
2.7%

ある
97.3%

n=37

形態は・・・
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４．活動のための拠点整備について 

（１）活動拠点となりえる施設の利用意向 ～9 割以上の団体が利用を希望～ 

◇活動を行う上で、打合せや団体運営上の事務作業等に自由に使える施設につい

ては、「利用したい」が 67.6%、「施設の機能によっては利用したい」が 27.0%
で、9 割以上の団体が利用を希望しています。 

無回答
2.7%利用した

くない
2.7%

施設の機
能によっ
ては利用
したい
27.0%

利用
したい
67.6%

n=37

 
（２）活動拠点に求める機能 

①利用時間 ～21 時以降の閉館を希望する団体が 5 割弱～ 

◇利用時間を、開館時間・閉館時間それぞれに対する希望時間をみると、開館時

間は 9 時が 34.3%、10 時が 25.7%となっています。一方、閉館時間は、21 時

が 28.6%、17 時が 14.3%となっています。なお、24 時も 8.6%となっているな

ど、21 時以降の閉館を希望する団体が 45.7%あります。 

5.7

34.3

25.7

14.3

8.6

0.0
2.9

28.6

8.6 8.6

0.0
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

8時 9時 10時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時

n=35

開館時間 閉館時間  
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②利用曜日 ～土曜日の利用を希望する団体が 5 割超～ 

◇利用を希望する曜日については特に大きな差はみられませんが、土曜日の利用

を希望する団体が 51.4%と半数を超えています。 

45.7

37.1

42.9

37.1

40.0

51.4

40.0

31.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

無回答
n=35

 

③拠点機能 ～打合せ場所に対するニーズが最も多い～ 

◇拠点に求める機能としては、「打ち合わせ場所として自由に使える」が最も多

く（62.9%）、次いで「大きな会議等が開催できる」（48.6%）、「印刷等ができ

る」「各種団体と交流・情報交換ができる」（それぞれ 45.7%）となっています。

さらに「事務所を置くことができる」「活動に関する相談ができる」も 40.0%
の団体が求めています。 

62.9

48.6

45.7

45.7

40.0

40.0

17.1

0.0

11.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

打合せ場所として自由に使える

大きな会議等が開催できる

印刷等ができる

各種団体と交流・情報交換ができる

事務所を置くことができる

活動に関する相談ができる

図書等が自由に閲覧できる

組織運営などに関する相談ができる

無回答
n=35
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④設備要件 ～印刷機・コピー機に関するニーズが最も多い～ 

◇拠点に求める設備としては、「印刷・コピー機」が最も多く（65.7%）、次いで

「電話・ファックス」（45.7%）、「パソコン」（34.3%）となっています。 

65.7

45.7

34.3

28.6

28.6

31.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

印刷・コピー機

電話・ファックス

パソコン

レターケース

書類等を保管するロッカー

無回答

n=35

 
５．自由意見について 

（１）活動を行う上での行政への期待・要望 

民間委託すれば安くすむ、という発想はやめ、行政ではできない質の高さや機動力には、

それに見合った予算を確保して欲しい。 

会場を安価で貸して欲しい。 

活動の場所を作って頂きたい。今ある場所を安く提供して欲しい。 

交通の便の良い場所にご提供いただける会議室などがあれば助かります。 

活動の拠点（事務所）がないため、外部との連絡に不便を感じている。資金のないＮＰＯ

等も利用できる拠点の提供を希望する。 

補助金は活動費には使用できるが、物品の購入は否ということが多いので、もう少し幅を

持たせて使い方など考えて欲しい。 

補助金を増やして欲しい。一団体あたりの補助金額が少ない。 

行政との対等な協働をすすめるためには、事業収入の確保など自立も必要と考えます。そ

の支援のためにも、参加費の徴収や物品の販売などへの制限は極力なくして欲しい。 

ＮＰＯが活動しやすい為のサポートより、多くの市民がＮＰＯに参加してくれる為のサポ

ートを期待します。 

ＮＰＯ、市民活動の状況を把握する努力をしてほしい。 

活動をより多くの市民の皆様にご理解いただくためには、広い広報活動が必要になる。そ

の際、行政の方でも広報活動の場を提供・紹介していただけるととてもありがたい。 

行政との協働しての活動を希望する。 
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（２）活動を行う上での行政への期待・要望 

印刷（チラシ、連絡紙）が安く出来る所が欲しい。 

月１回～２回の会議、及び打ち合わせ場所が欲しい。 

検討中の「武蔵野プレイス」（武蔵境南口）に、市民活動フロアをぜひとも確保してほし

いし、フロアの管理・運営は、今度設立されるネットワークに委託してはどうかと思う。

小さな団体にとって、一番の悩みは資金繰りである。無料の施設があると便利。団体登録

制でもよいのでお願いします。 

団体の定期集会（運営委員会、理事会、記念式典等）で大きな会場を必要とする場合、市

運営の集会場（20～100人程度の収容能力）を無料又は格安料金で利用させて欲しい。 

主な活動場所が賃貸物件のため、賃料負担がかなり多く、そのため活動に制限がでてしま

う。行政による家賃補助や活動場所の提供といった援助が受けられれば、運営が円滑に進

み、活動に広がりが望める。 

ＮＰＯの活動を始めるためのアドバイスや市役所、東京都などでの手続き等が得られる窓

口が欲しい。ＮＰＯ活動をやっているものも、活動の拡充を行うためのアドバイスが受け

られればすばらしい。 

なるべく外からの助成金や補助金を使わず自事業として収入や活動を念頭に考え、強い組

織をと運営しているが、金銭的な面ではなく団体運営にあたって武蔵野市で援助して頂け

ればありがたい。 

組織運営（会計や人材育成など）についての具体的なアドバイスが得られたり、情報交換

の場になるような施設であれば利用してみたいと思う。大きな建物より、入りやすいオー

プンなスペースと気軽に相談できる明るい窓口カウンターが必要と思う。 

市内の複数の場所に施設があると使いやすい。（立派な施設でなくとも、あちこちに小規

模な物で良いと思う） 

市民活動内容は多様で多岐にわたっているので、拠点は１つと限らず、吉祥寺地区に考え

て欲しい。 
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Ⅲ．調査結果から得られた示唆 

１．活動上の大きな課題は“人材確保”“活動資金”“活動場所” 

◇活動上の課題の上位には、“人材ヒト”に関する事項（会員・活動メンバーの

確保）、“活動資金”に関する事項（活動資金の不足）、“モノ” （活動場所の

確保）に関する事項が挙げられています。 
２．“人材確保”に関する課題 

（１）会員・活動メンバーの不足 

◇“人材確保”に関する課題の第一は、会員・活動メンバー数の不足であり（64.9%
の団体が指摘）、今後の方向性についても 7 割以上の団体が、その拡充を挙げて

います。 

◇会員・活動メンバーの不足は、活動の発展に大きく影響することから、行政とし

ても、市民に対してＮＰＯ法人等の活動に関する情報提供を行うことにより、興

味・関心を促すような取組が必要だと思われます。 
（２）会員・活動メンバーの年齢構成 

◇“人材確保”に関する課題の第二は、会員・活動メンバーの年齢構成で、「ばら

つきがある」とする団体が 37.8%一方で、5 割弱の団体は、40 歳代以上が主な

年齢層となっています。 

◇これは、新たな会員・活動メンバーが入ってこない、ということの影響と考えら

れますので、（１）と同様、行政としても、市民に対してＮＰＯ法人等の活動に

関する情報提供を行うことにより、興味・関心を促すような取組が必要だと思わ

れます。 
（３）会員・活動メンバーの能力の向上 

◇“人材確保”に関する課題の第三としては、会員・活動メンバーの能力の向上が

挙げられます（35.1%の団体が指摘）。 

◇会員・活動メンバーの能力の向上は、活動の発展に大きく影響することから、行

政としては、ＮＰＯ法人等との連携の強化（今後の方向性として 62.2%の団体

が指摘）を通した支援が必要だと思われます。さらに、行政との協働・連携の形

態として 3 分の 1 のＮＰＯ法人等が挙げている「人材の交流」にも取り組む必

要があると思われます。 
３．“活動資金”に関する課題 

（１）活動資金の不足 

◇“活動資金”に関する課題の第一は、活動資金の不足であり（54.1%の団体が指

摘）、35.1%の団体が、「事務費等の活動費」を支出の中で最も大きい割合を占め

る項目として挙げており、「人件費」を挙げる団体（21.6%）を上回っています。 
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◇事務費等の活動費の負担が重くなることは、活動の発展を阻害することにもつな

がりかねないので、行政としても、例えば印刷費等の負担を軽減できるような取

組が必要だと思われます。 
（２）収益事業の充実・拡大 

◇“活動資金”に関する課題の第二は、収益事業の充実・拡大であり（62.2%の団

体が指摘）、行政との協働・連携の今後の意向として、8 割弱の団体が、「補助

金・助成金の受給」を、7 割弱の団体が「行政からの受託事業の実施」を挙げ

ています。 

◇行政として収益事業の充実を個別に支援することは困難ですが、行政が直接実施

できる支援（委託事業の拡大等）、間接的に実施できる支援（他のＮＰＯ法人等

や民間企業とのとの連携を推進するための取組）を通じて、収益事業の充実・拡

大につなげていくことが必要だと思われます。 
４．“活動場所”に関する課題 

（１）活動場所の確保 

◇“活動場所”に関する課題の第一は、活動場所の確保であり（40.5%の団体が指

摘）、活動を行う上で打合せや団体運営上の事務作業等に自由に使える施設につ

いては、条件つきながらも 9 割以上の団体が、「利用したい／施設の機能によっ

ては利用したい」としています。 

◇6 割弱の団体が活動のための事務所をもっている一方で、上記の施設の利用意向

が高いことは、現在の事務所に関して「使い勝手が悪い」「事務所維持費の負担

が重い」「設備等が十分でない」等の要因があるからだと考えられます。行政と

しては、団体の活動を行う上で自由に使える施設を、団体からの要望の多い事項

（利用時間、利用曜日、施設の機能、設備要件）を考慮しながら整備することが

必要だと思われます。 
（２）活動場所の機能 

◇“活動場所”に関する課題の第二は、活動場所の機能であり、27.0%の団体は、

利用時間や利用曜日、機能、設備によっては利用したいとしています。 

◇活動場所の機能に対しては、「打合せ場所として自由に使える」（62.9%）、｢大き

な会議等が開催できる｣（48.6%）、「印刷等ができる」（45.7%）といったハード

面に関するニーズが高くなっていますが、同時に「各種団体と交流・情報交換が

できる」（45.7%）、「活動に関する相談ができる」（40.0%）といったソフト面に

対するニーズもあることから、行政としてこのような施設を整備するに当たって

は、ソフト面の充実にも配慮することが必要だと思われます。 
 
 

○市民活動団体等   

・NPO 法人（46 団体） 

・社会教育関係団体（415 団体）（成人教育関係団体 127

団体、青少年教育関係団体 36 団体、芸術文化関係団体 122

団体、体育関係団体 93 団体、その他の団体 37 団体） 
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①児童館、その他青少年施設の配置と施設設備・職員配置の実態。中高生タイム等 10

代向け事業の実施状況等。（事業は、個別に把握するのは困難だと思いますので、だい

たいの傾向性程度でかまいません） 

○児童館管理運営 

遊びを通して、子ども達の健全育成を図ることを目的とした施設。乳幼児親子、小学

生、中学生、子育てに関心のある大人を対象に、遊び及び交流の場を提供し、友達づく

りを応援している。（職員数/保育士２名（館長含む）、幼稚園教諭 1 名、事務２名）（単位：人） 

 

 

○中学生・高校生リーダー養成講座 

中学生・高校生が登録し、野外活動・保育体験を中心に、地域や市が主催するイベント等

でのボランティアを行う。事前に、救急法やリーダー論等の簡単な講習会を行う。主な活

動として、「むさしのジャンボリー」におけるサブリーダーがあり、指導者（大人）と参加

者（小学生）との間で、指導者のサポートを行う。また、修了後も継続してボランティア

活動を希望する者は、中高生リーダーとして登録する。 

平成 17 年度 登録者数 169 名（うちリーダー登録者数 33 名）延参加者数 271 名 

○むさしのジャンボリー事業 

青少年問題協議会地区委員会が市と共催で実施する自然体験事業。夏休み期間中に、

小学校４～６年生を対象に、地域（小学校学区域）ごとに２泊３日で実施し、学年を超

えて、また地域の年長者達との共同生活を行う。小学校卒業後は、100 名程度がボラ

ンティア（サブリーダー）として参加している。 

 

 

 

○野外活動サポートスタッフ 

 18 歳以上の方が登録し、むさしのジャンボリー、セカンドスクール等の子ども達の

野外活動、体験学習において、指導者及び児童のサポートを行う。野外活動、教育など

に興味のある学生を中心に 40～50 名程度が登録している。 

 

○市民会館/今日の自習室（在学青少年の健全な個人学習を推進） 

日時/①7/20～8/31（延 541 人）②1/4～1/31（延 354 人）/第 1 学習室（28 席） 

利  用  者  内  訳 目的別利用内訳 地域別利用内訳 

年度 総  数 

乳幼児 小学生 中学生 大  人 一般利用 行事参加 市内 市外 

一日平均 

利用者数 

 

17 30,691 8,422 12,612 460 9,197 19,914 10,777 22,910 7,781 103 

○青少年活動機能のデータ 

2005 市勢統計 

平成17年度事務報告

年度 参加者総数 参加児童数（小学生） 参加指導者数 サブリーダー（中高生）

17 1,411 1,011 400 （105） 

市内に 1 館の

み、中学生の利

用が少ない 

５．青少年活動機能基礎データ資料 
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○公共施設の青少年利用 

１．ストリートスポーツ広場 

（武蔵野市総合体育館） 

スケートボード・インラインスケート・BMX 

ができる、無料開放施設です。 

【愛好者が武蔵野市長へ手紙を書いたことが 

きっかけで 2002 年 4 月 6 日に完成された 

パーク】 

【利用時間】平日 13：00～20：00 

土・日曜日、祝日 10：00～20：00 

 

２．武蔵野市総合体育館 

室 利用方法 

軽体操・ダンス室 大学生を中心にするダンスサークルが週 2 回程（15:30～18:30）、軽体操・ダンス室

を取り、活動をしている。（３０人程度の参加） 

バスケット 毎週火・金は、体育館を1日バスケットに限定して、個人利用としている。夕方になる

と 30 人程度集まり、試合を行っている。 

３．図書館 

図書館 所在地 最寄駅  

中央図書館 吉祥寺北町 4－8－3 三鷹駅 学習室・ヤングアダルトコーナー 

吉祥寺図書館 吉祥寺本町 1－21－13 吉祥寺駅 ヤングアダルトコーナー 

西部図書館 境 5－15－5 武蔵境駅 読書室 

４．コミュニティセンター 

市内、20 あるコミュニティセンターには、ロビー・ピアノ・ 

学習室・体育施設があり、青少年が利用している。 

駅 コミセン ロビー ピアノ 学習室 体育施設 駅 コミセン ロビー ピアノ 学習室 体育施設

吉 祥 寺 東 ○ ○    け  や  き ○ ○ ○  

本      宿 ○ ○ ○ ○ 中      央 ○ ○ ○ ○ 

吉祥寺南町 ○ ○ ○ ○ 西  久  保 ○ ○ ○ ○ 

御  殿  山 ○  ○ ○  緑      町 ○  ○ ○ 

本      町 ○ ○ ○ ○ 八  幡  町   ○  

吉 祥 寺 西 ○ ○ ○ ○ 北ホール ○ ○   

吉

祥

寺 

吉 祥 寺 北 ○ ○ ○ ○ 

三

鷹

関      前 ○ ○ ○ ○ 

西      部 ○ ○ ○ ○ 

境      南 ○ ○ ○ ○  

武

蔵

境 桜      堤    ○ 

 

利用状況 （人） 
17 年度（年間） 10,336 人 
平日利用 20～30 人 
土日祭日利用 50～80 人 

2005 市勢統計 

武蔵野市コミュニティセンターガイド 
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②市内の中学・高校・大学・専門学校等の配置 

 

生徒数 
学校名 所在地 最寄駅 

計 1 年 2 年 3 年 

総数（市立）   1,839 579 649 611

第一中 中町 3－9－5 三鷹駅 302 85 116 101

第二中 桜堤 1－7－31 武蔵境駅 274 88 103 83

第三中 吉祥寺東町 1－23－8 吉祥寺駅 315 94 115 106

第四中 吉祥寺北町 5－11－41 三鷹駅 440 145 156 139

第五中 関前 2－10－20 三鷹駅 255 72 83 100

第六中 境 3－20－10 武蔵境駅 253 95 76 82

総数（私立）   2,439 804 840 795

聖徳学園中 境南町 2－11－8 武蔵境駅 446 155 152 139

成蹊中 吉祥寺北町 3－10－13 吉祥寺駅 765 252 252 261

藤村女子中 吉祥寺本町 2－16－3 吉祥寺駅 134 45 39 50

法政大学第一中 吉祥寺東町 3－5－7 吉祥寺駅 321 105 110 106

吉祥女子中 吉祥寺東町 4－12－20 西荻窪駅 773 247 287 239

 

 

生徒数 
学校名 所在地 最寄駅 

計 1 年 2 年 3 年 4 年 

総数（都立）   5,287 1,734 1,747 1,768 38

都武蔵高（昼間） 境 4－13－28 武蔵境駅 968 324 327 317 

都武蔵高（夜間） 境 4－13－28 武蔵境駅 171 50 44 39 38

武蔵野北高 八幡町 2－3－10 三鷹駅 722 237 239 246 

総数（私立）   3,426 1,123 1,137 1,166 

聖徳学園高 境南町 2－11－8 武蔵境駅 438 163 136 139 

成蹊高 吉祥寺北町 3－10－13 吉祥寺駅 999 337 329 333 

藤村女子高 吉祥寺本町 2－16－3 吉祥寺駅 432 118 141 173 

法政大学第一高 吉祥寺東町 3－5－7 吉祥寺駅 807 243 276 288 

吉祥女子高 吉祥寺東町 4－12－20 西荻窪駅 750 262 255 233 

 

 

 

 

2005 市勢統計 
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生徒数 
学校名 所在地 最寄駅 

計 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

総数（市内）   15,494   

成蹊大学 吉祥寺北町 3－3－1 吉祥寺駅 7,798 2,018 1,853 1,757 2,170 

亜細亜大学 境 4－13－28 武蔵境駅 5,606 1,277 1,422 1,214 1,693 

亜細亜大学短期大学 境 4－13－28 武蔵境駅 568 280 288   

日本赤十字武蔵野短

期大学 
境南町 1－26－33 武蔵境駅 222 49 ８１ 92  

日本畜産生命科学大 境南町 1－7－1 武蔵境駅 1,300 344 251 241 266 105 93

総数（市外）   10,355   

武蔵野大学 
（西東京市） 

新町 1－1－20 
三鷹駅 5,260   

国際基督大学 
（三鷹市） 

大沢 3－10－2 
武蔵境駅 1,155 197 200 259 338 

56 （ そ

の他） 

東京女子大 
（杉並区） 

善福寺 2－6－1 
吉祥寺駅 3,940   

学校名 所在地 最寄駅 生徒数 

総数   5,766 

二葉栄養専門学校 吉祥寺本町 2－11－2 吉祥寺駅 2,272 

二葉ファッションアカデミー 吉祥寺南町 1－10－1 吉祥寺駅 1,995 

専門学校中野スクールオブビジネス 吉祥寺南町 2－4－1 吉祥寺駅 97 

武蔵野東技能高等専修学校 西久保 3－25－3 三鷹駅 1,003 

武蔵野外語専門学校 中町 1－27－2 三鷹駅 239 

日本医学技術専門学校 境南町 1－7－1 武蔵境駅 160 

総数   277 

二葉製菓学校 吉祥寺本町 2－23－8 吉祥寺駅 113 

武蔵野美術学園 吉祥寺東町 3－3－7 吉祥寺駅 164 
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③人の流れについて 
 市民、市民以外（とくに１０代の若者） 
（こちらも数量的に捉えることは難しいと思いますので、経験的・感覚的なも

のでかまいません） 
18 

年齢 
男 女 総数 構成比（%） 

総数 64,865 69,125 133,990 100.0 

0～4 歳 2,357 2,294 4,651 3.5  

5～9 歳 2,597 2,285 4,882 3.6  

10～14 歳 2,487 2,250 4,737 3.5  

15～19 歳 2,712 2,665 5,377 4.0 

20～24 歳 4,838 4,940 9,778 7.3 

25～29 歳 6,497 6,313 12,810 9.6  

30～34 歳 6,565 6,238 12,803 9.6  

35～39 歳 5,784 5,613 11,397 8.5  

40～44 歳 4,943 4,979 9,922 7.4  

45～49 歳 4,183 4,138 8,321 6.2  

50～54 歳 3,756 3,914 7,670 5.7  

55～59 歳 4,726 4,910 9,636 7.2  

60～64 歳 3,383 3,847 7,230 5.4  

65～69 歳 2,897 3,549 6,446 4.8  

70～74 歳 2,818 3,565 6,383 4.8  

75～79 歳 2,044 3,049 5,093 3.8  

80～84 歳 1,338 2,315 3,653 2.7  

85～89 歳 632 1,387 2,019 1.5  

90～94 歳 254 650 904 0.7  

95 歳以上 54 224 278 0.2  

 

 

 

 

 

 

 

単身居住が

増える 

駅圏 小売業（百万円） 

吉祥寺駅圏 209,827

三鷹駅北口圏 13,540

三鷹駅南口圏 23,266

武蔵境北口圏 12,187

武蔵境南口圏 33,463

2005 市勢統計 

年間 1 日平均 

駅名 乗客 

（千人） 

降客 

（千人）

乗客 

（人） 

降客 

（人） 

JR 吉祥寺駅 50,605 50,605 138,644 138,644

京王吉祥寺駅  26,020 25,610 71,823 70,699

JR 三鷹駅 30,966 30,966 84,838 84,838

JR 武蔵境駅 21,679 21,679 59,394 59,394

JR 西武武蔵境駅 4,567 4,896 12,512 13,415
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駅名 デパート
駅前ショッピン

グセンター 
大型スーパー 映画館

カラオケ 

ボックス 

ゲーム 

センター 

ファースト

フード 

吉祥寺駅 ３ １ １ ２ ８ ３ １０

三鷹駅(北口) ０ ０ ０ ０ １ ０ ０

三鷹駅(南口) ０ ２ ０ ０ ２ ０ ４

武蔵境駅 ０ ０ １ ０ ２ １ ４

駅圏 41452 中学 4278 高校 6285 大学・専門学校 30889

 ３中 315 成蹊高 999 成蹊大 7798

 成蹊中 765 藤村女子高 432 二葉栄養 2272

 藤村女子中 134 法政一高 802 二葉ファッション 1995

 法政一中 321 吉祥女子高 750 中野ビジネス 97

 吉祥女子中 773  二葉製菓 113

   武蔵野美術 164

 

 

吉祥寺駅圏 

   （東京女子大） 3940

吉祥寺合計 21670 吉祥寺中学計 2308 吉祥寺高校計 2983 吉祥寺大学等計 16379

 1 中 302 武蔵野北高 722 武蔵野外語 239

 4 中 440 武蔵野東技能高

等専修学 

1003  

 

三鷹駅圏 

 5 中 255  （武蔵野大） 5260

三鷹合計 8221 三鷹中学計 997 三鷹高校等計 1725 三鷹大学等計 5499

 2 中 274 武蔵高（昼） 968 亜細亜大 5606

 6 中 253 武蔵高（夜） 171 亜細亜短大 568

 聖徳中 446 聖徳高 438 日本畜産大 1300

   日赤短大 222

   日本医学 160

 

 

武蔵境駅圏 

   （国際基督大） 1155

武蔵境合計 11561 武蔵境中学計 973 武蔵境高校計 1577 武蔵境大学等計 9011

○吉祥寺駅圏/吉祥寺駅圏は、多摩地域で、立川駅圏に次ぐ商業圏であり、成蹊大学を中心に昔から若者のまち（多

摩地区を中心に他圏からも集まる）と呼ばれている。井の頭公園（三鷹市）があり、若者のデートスポットでもあ

る。カラオケボックス、ファーストフード店などが多数連立している。 

○三鷹駅圏/北口（武蔵野市）は業務圏で、若者の集まる商業施設は少ない。むしろ、南口（三鷹市）に商店街が

連なっている。三鷹駅北口圏の青少年は、吉祥寺に流れると推測する。 

○武蔵境駅圏/武蔵境駅周辺は亜細亜大学を中心に学生のまちと呼ばれている。北口駅前（すきっぷ通り）は、フ

ァーストフード店が連立している。南口は大型スーパー（イトーヨーカドー）があり、売り上げも全国でも指折り

である。イトーヨーカドーの西館地下に青少年がおしゃべりしながら、飲食ができるフードショップ店街がある。

タウンページより 
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○他都区市における青少年活動施設の施設構成 

 
 ゆう杉並 町田市子どもセ

ンター ばあん 

調布市青少年ス

テーション 

清瀬市児童青少

年センター 

東京都青少年 

センター 

武蔵境新公共施設 

 

ロビー 〇213 ㎡  〇182 ㎡  〇 ●スタジオラウンジ 

ホール 〇180 ㎡   〇300 ㎡ 〇 ★フォーラム（４F）

音楽スタジオ 〇96 ㎡（スタジオ

25～27 ㎡ 3室、ミ

キシングＲ18 ㎡） 

〇32.8 ㎡（１室） 〇50 ㎡ 

2 室（25 ㎡＊2）

〇100 ㎡ 

2 室（50、40 ㎡、

倉庫等 10 ㎡） 

〇 ●音楽スタジオ 

ダンススタジオ   〇49 ㎡  〇 ●多目的スタジオ・プ

レイスペース 

工芸室 

 

〇60 ㎡ 

（調理室兼ねる） 

〇53.85 ㎡ 

（調理室兼ねる）

〇85 ㎡ 〇60 ㎡  ●多目的スタジオ  

調理室 ↑ ↑    ※市民会館を利用 

体育室 〇567 ㎡ 〇192.6 ㎡ 〇422 ㎡（屋上） 〇192 ㎡  ●プレイスペース 

更衣室 〇9 ㎡  〇    

相談室 〇44.82 ㎡  〇  〇  

集会室、多目的

室、会議室 

〇56 ㎡ 2室（24、

32 ㎡） 

〇89.95 ㎡ 〇37 ㎡ 〇48 ㎡ 〇 ●スペース 25･40 

ＡＶコーナー 〇32 ㎡    〇 ●映像ブラウジング 

学習コーナー 〇43 ㎡   〇84 ㎡ 〇 ★スタディコーナー

（３F ） 

図書コーナー    〇60 ㎡  ●スタジオラウンジ雑

誌コーナー・アート専

門図書ルーム 

・この表から他都区市の青少年施設において、ホール・音楽スタジオ、ダンススタジオ、

工芸室、プレイルーム、ＡＶコーナー、学習コーナー、図書コーナーなどが設置されて

いる。プレイス内の青少年活動機能としては、これらの施設構成を満たしている。 

  

 

 

 

 

●スタジオフロアに設置 

★他フロアに設置 
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平成12年8月調査
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現在、生涯学習事業を行っている教育委員会教育部生涯学習スポーツ課（市民会館含

む）の既設事業（表１）（表２）である。 

 

（表 1）既設生涯学習事業 

既設の生涯学習事業 

社会教育委員に関する事業 

土曜学校（19 講座、延 276 回開催、参加者延 4,765 名） 

市民講座（初心者 IT 講座、モーニングコンサート他） 

老壮セミナー（前後期、各 50 名定員） 

老壮シニア講座（９回開催、参加者延 894 名） 

聴力障害者教養講座（年２回、参加者 112 名） 

遠野市家族ふれあい自然体験（平成 16 年度より，4泊 5 日，25 家族 87 名参加） 

武蔵野地域自由大学（入学者数 1,058 名、正規履修科目履修者数 399 名） 

武蔵野地域五大学共同事業（学長懇談会，共同講演会，教養講座，寄付講座） 

中近東文化センター事業（企画展，寄付講座） 

学校開放事業 

視聴覚教育事業（16 ミリ発声映写機操作講習会含む） 

市民芸術文化協会育成事業（市民文化祭事業・芸術文化講座含む） 

音楽団体育成事業（小中学生音楽活動支援事業を含む）  

文化財保護・普及事業 

社会教育関係団体等育成援助事業（団体登録，講師謝礼援助，借上バス等） 

未来をひらくはたちのつどい事業 

ＰＴＡ活動の援助 

世界連邦運動協会武蔵野支部 

＊ 表中の実績数値は平成 17 年度 

（表 2）既設の市民会館事業 

既設の市民会館事業 

青少年教育（子どもワークショップ、遊びのミニ学校） 

成人教育（母と子の教室、市民セミナー、親と子の広場、子育てサポート講座、市民講座、料理講座）

団体育成・交流（市民会館文化祭） 

利用促進事業（自習室、利用者懇談会） 

貸館利用（貸館としては 7 割の利用があり） 

図書室利用 

 

６．生涯学習機能基礎データ資料 
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○生涯学習事業の実績 

 

１．生涯学習講座（生涯学習スポーツ課の事業概要（平成 17 年度版）より） 

土曜学校 市民講座 老壮セミナー 

講座数 回数 延人数 講座数 回数 延人数 講座数 回数 延人数 

19 276 4,765 ４ ６ 643 ２ 29 952 

老壮シニア講座 聴力障害者教養講座 計 

講座数 回数 延人数 講座数 回数 延人数 講座数 回数 延人数 

９ ９ 894 ２ ２ 112 36 322 7,366 

 

２．市民会館講座（生涯学習スポーツ課の事業概要（平成 17 年度版）より） 

子どもワークショップ 遊びのミニ学校 母と子の教室 市民セミナー 親と子の広場 

講座数 人数 講座数 人数 講座数 人数 講座数 人数 講座数 人数 

2 48 2 172 3 128 1 15 4 128 

子育てサポート講座 市民講座 料理講座 計 

講座数 人数 講座数 人数 講座数 人数 講座数 人数 

1 14 1 45 1 24 15 574 

 

３．武蔵野地域自由大学（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

入学者（人） 市内 市外 計 

男 409 66 475

女 472 111 583

計 881 177 1,058
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スイングホール等、他の公共施設における集会室の状況とその利用状況 

（16 年度 事務報告より） 

○スイング利用状況 

開館日数 308 日 

施設 
利用可能回

数 
利用回数 利用率（％）

スイングホール 850 603 70.9

スカイルーム１ 872 573 65.7

スカイルーム２ 872 508 58.3

スカイルーム３ 872 578 66.3

レインボーサロンＡ 768 518 67.4

レインボーサロンＢ 712 462 64.9

 

★武蔵野スイングホールの管理運営 

  指定管理者：財団法人武蔵野文化事業団 

 

 

○市民会館利用状況 

施設名 操業数 利用数 利用率（％）

講座室 903 684 75.7

第１学習室 903 756 83.7

第２学習室 903 695 77

会議室 903 646 71.5

多目的ルーム 903 816 90.4

第１和室 903 660 73.1

第２和室 903 475 52.6

美術工芸室 903 703 77.9

料理室 903 352 39

音楽室 903 832 92.1

集会室 903 780 86.4

計 9,933 7,399 74.5

 

 

 

 

７．他施設との連携関係資料 
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１．指定管理者制度の概要 

 

● 制度創設の趣旨 

公の施設の管理について多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、

民間事業者を含めた団体の有するノウハウ・能力を活用しつつ、住民サービスの向上を

図るとともに、経費の節減等を図る。（平成 15 年 9 月地方自治法の改正） 

※改正前は、その受託団体の公共性に着目し、公共団体、公共的団体等に委託先を限定

してきた。 

※公の施設 

公園、体育館、運動場、道路、図書館、保育園、博物館、美術館、病院、公営住宅、

福祉施設等、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方

公共団体が設ける施設をいう。 

 

● 指定管理者制度の意義（ねらい） 

民間においても十分なサービス提供能力を有する主体が増加していることや、多様化

する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するためには、民間事業者の有するノウハ

ウを広く活用することが有効。 

 

● 指定管理者制度の目的 

住民サービスの向上、行政コストの縮減（効果的・効率的かつ質の高いサービスを提

供するという、ある意味、互いに矛盾する目的を実現しようとする欲張りな制度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．管理運営方法、主体について

基礎データ資料 



Musashino Place 
                          

武蔵野プレイス（仮称）専門家会議資料 
 

 86

２．指定管理者制度と管理委託制度の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 指定管理者制度 管理委託制度 

法的性質 行政処分 委託契約 

指定管理者（管理受託者）

になることができる団体 

民間事業者、NPO その他の

団体なども可 

 

普通地方公共団体の出資法

人・公共団体・公共的団体の

み 

指定管理者（管理受託者）

を選ぶ手続 

条例で定める 

 

地方自治法に定める契約手

続による 

公の施設の使用許可等 

 

使用許可、入場制限、退去命

令ができる 

できない（普通地方公共団体

が行う） 

管理の基準及び業務の範囲

の規定方法 

条例と協定で定める 

 

契約で定める 

 

指定管理者（管理受託者）

に管理を行わせる期間 

施設ごとに議会の議決を経

て協定で定める 

施設ごとに契約で定める（年

度更新） 

指定管理者（管理受託者）

を決める際の議会の議決 

必要 

 

不要 

 

事業報告 年度ごとに事業報告書を提

出 

年度ごとに業務完了届を提

出 

利用料金制度 条例に定めることにより導

入できる 

同左 

 

指定管理者（管理受託者）

による管理に不都合がある

場合の措置 

指定の取消し、管理業務の停

止命令 

 

債務不履行に基づく契約の

解除など 
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３．プレイス管理運営主体・方法についての農水省跡地利用施設基本計画策定委員会最

終報告書の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項     目 最終報告書の考え方 

●施設の位置付け 「文化・教育施設」 

●設置・管理の所管 教育委員会が望ましい 

●管理運営主体 指定管理者制度（効率効果的な市政運営を図る観点） 

※青少年や勤め帰りの社会人など、時間帯の異なる利用者ニーズへ

的確に対応し、開館時間の延長や年間休館日の削減などが可能 

●管理・運営手法 一体的な管理運営（複数の機能が集まる利点を最大限に活かす） 

●フレキシブルな

対応 

外部団体の活用が効果的（市民生活に合わせた利用時間の設定、魅

力ある活動の場やサービスの提供） 

●事業の継続性、教

育委員会との連携 

教育委員会所管の財政援助団体である（財）武蔵野スポーツ振興事

業団」を改組（図書館や生涯学習の専門性の高い人材を確保） 

●既存図書館（中

央・吉祥寺）と一体

管理 

プレイスと同様に既存図書館も指定管理者（（財）武蔵野スポーツ振

興事業団）に移行 
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４．開館時間・開館日数 

■他館の開館状況 

施設名 開館時間 休館日 

中央図書館・吉祥寺図書館 9:30-20:00（月・火・水・木） 金曜日（週 1 回） 

 9:30-17:00（土日祝日） 第１水曜日 

西部図書館 9:30-19:00（火・水） 年末年始 

 9:30-17:00（月・木・土日祝日） 図書特別整理日（10 日間） 

市民会館 9:00-22:00 毎週木曜、年末年始 

武蔵野総合体育館 9:00-21:30 毎月 15 日、年末年始 

市民文化会館 9:00-22:00  

芸能劇場 10:00-23:00  

仙台メディアテーク 9:00-22:00 月１回、年末年始 

仙台市民図書館 10:00-20:00 月曜日、館内整理日 

 10:00-18:00（土日祭日） 年末年始 

調布たづくり 8:30-22:00（貸出 9:00-21:30） 毎月第４月曜及びその翌日、３月・

９月の総合保守点検日、年末年始 

調布市立中央図書館 9:00-20:30（自習室 21:30 まで） 毎月第４月曜及びその翌日、図書特

別整理日、年末年始 

稲城市立中央図書館 8:00-20:00 毎月第４月曜、図書特別整理日（5

日間）、年末年始（5 日間） 

メディアセブン 10:00-21:00（月～金） 毎月第３金曜、年末年始 

川口市立中央図書館 10:00-18:00（土日祝日） （図書特別整理日・機器整理日） 

ゆう杉並（青少年） 9:00-21:00（月～土） 月曜日（週 1 回） 

 9:00-17:00（日祝日） 年末年始 

藤沢市市民活動推進セン

ター 

9:00-22:00 火曜日（週 1 回）・年末年始 

 

■武蔵野市 NPO 活動実態調査等報告書から 

利用曜日 土曜日の利用を希望する団体が 5 割超 

開館時間 9:00 

閉館時間 21:00 
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○交通対応 

  本施設のアクセスは、徒歩・自転車・バイク・自動車・ＪＲ中央線・西武多

摩川線・バス等である。駐車台数は、付置義務台数３２台を確保する。しかし、

現在、週末は隣接スーパーへの車利用により、渋滞が発生しており、利用者は、

なるべく公共交通機関を利用してもらうこととし、駐車場の利用は、施設への

荷物の搬入、障害者の利用に限定することなどを検討する。駐輪台数は、付置

義務台数約１５０台を確保する。しかし、駅前のため、施設外利用や休日に許

容台数を超える可能性があり、有料化と他近隣駐輪場の利用を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

法・条例 建 築 制 限 

構造 耐火建築物（防火地域内では、延べ面積 500 ㎡を超え

る場合に適用） 

建築基準法 延べ面積（容積率 500％） 10,810 ㎡以下（ただし、駐車場、

駐輪場の面積は延べ面積の１／５まで容積率に算入されない

（駐車場面積 2,700 ㎡までは算入されない）ので延べ面積は駐

車場を含めると 13,500 ㎡となる） 

東京都駐車場条例 
駐車場の設置 

床面積 300 ㎡毎に 1 台 

武蔵野市自転車等の

適正利用及び放置防

止に関する条例 

駐輪場の設置 

床面積 45 ㎡毎に 1 台、ただし 5,000 ㎡を超える部分は 90

㎡に 1 台 

○農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会報告書での駐車場計画 

 （H1６ ．５～１７．３） 

９．駐車場出入口の位置について 

  基礎データ資料 
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武蔵境駅南口周辺渋滞長測定調査について 

 

１．調査日時  ６月 21 日（水）、24 日（土）、25 日（日）の 3 日間 

午前 10 時から午後 7 時までの９時間 

２．調査場所及び調査方法 

武蔵境駅南口交差点をかえで通り南から北に侵入し、東へ右折する交通

車両及び境南通り西から東へ直進する交通車両の渋滞長を 10 分間隔で

測定する。（具体的な調査地点については裏面のとおり） 

調査地点 ６月 21 日（水） ６月 24 日（土） ６月 25 日（日） 

Ａ 

調査時間内において駐

車場が満車になること

はなく、誘導員が出入

口前の通行人を通す際

に数台の入庫待ちが発

生する程度であった。

瞬 間 最 大 渋 滞 長 は

12：00 に交差点まで

観測された。 

14：30～17：30 におい

て駐車場が一時満車とな

ったが、入出庫時の流れは

スムーズであり長時間の

入庫待ちは観測されなか

った。また、利用台数の増

加により車間距離が狭ま

るため、平日に比べ滞留台

数は増加した。 

11：00 に駐車場が満車とな

り、14：00 には入場不可とな

った（ラバーコーン設置）。そ

の後、14:30 に規制が解除され

17：30 に空車となった。土曜

日と同様、入庫待ちの車列は車

間距離を縮めて停車するため、

台数は 10～12 台を記録した。

Ｂ 

方向Ａ（イトーヨーカ

堂駐車場の入庫待ち）

からの先詰まりはな

く、信号待ちの車両が

２～３台観測される程

度であった。なお、観

音院付近の交差点を超

過する滞留は観測され

なかった。 

方向Ａ（イトーヨーカ堂駐

車場の入庫待ち）において

駐車場が満車となった 14

時～16 時台の間、入庫待

ちからの先詰まりが一時

観測された。その他の時間

帯は平日とほぼ同様の状

況であった。 

調査開始から 15：00 頃まで

方向Ａからの先詰まりが観測

された。13：00 には駅南口交

差点内に満車の看板が設置さ

れ、以降 15：00 頃まで 150m

～200m の滞留が発生した。な

お、この間で観音院付近交差点

先までの滞留が３回記録され

た。（160m 超）。 

Ｃ 

調査開始直後に右折車

線からの滞留が発生し

たが、以降は信号待ち

の車両が４～５台観測

される程度であった。

なお、滞留車線は終日

右折レーンであった。

方向Ｂと同様に駐車場満

車時の滞留がやや増加す

るが、右折車両の通過交通

は右折後は方向Ａの入庫

待ち車列の右側を追い越

し三鷹方面へ通過してい

た。 

開店時より 200m 前後の滞留

が 発 生 し 、 駐 車 場 解 放 後 は

50m 前後に留まる。14：00

に 入 場 が 制 限 さ れ て か ら は

300m 前後まで延び、最大

430m が記録された。入場を断

念した車両または一般の右折

車は、右折後は入庫待ち車列の

右側を通過していた。 
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３．結果の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地点位置図 

調査方向案内図 

ＡＢ 

Ｃ
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10．市民意見 
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１．土地取得  

○昭和 48 年より、農水省食糧倉庫跡地の取得について農水省と協議。 

○平成 10 年、「図書館、青少年チャレンジセンター等の施設に活用する」等の利用計

画をまとめ、土地を取得しました。 

○平成 11 年、跡地の北側半分（2,162.1 ㎡）を恒久的に公園として残すために、都

市計画公園として都市計画決定。 

２．新公共施設基本計画策定委員会報告書 

○平成 13 年 3 月、新公共施設基本計画策定委員会を設置 

○平成 15 年 2 月、基本計画案を答申 

・施設のコンセプト「集う、学ぶ、創る、育む、知的創造拠点」 

・４つの施設機能 「図書館機能をもつ施設」「会議・研究・発表のための施設」 

「創作・練習・鑑賞のための施設」「交流のための施設」 

・すべての機能を有機的に一体化する 

３．武蔵境新公共施設設計プロポーザルの実施 

○平成 16 年 2 月、「武蔵境新公共施設設計プロポーザル」を実施し、川原田康子氏を

202 者の応募者の中から選考。 

４．農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会報告書 

○平成 16 年 5 月～17 年 3 月、農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会を設置 

○17 年 3 月、施設の詳細、規模、管理運営等の建設基本計画として報告書をまとめる。

○「プレイス」という公共空間の新しいイメージを設定し、図書館を中心に、生涯学習、    

青少年健全育成、市民活動支援を備え、一体的、有機的に連携するため、「ライブラリ 

ー」「フォーラム」「スタジオ」「市民プラザ」という４つの具体的な施設機能を配置。

○施設規模、地上４階地下３階、延べ面積約 9,600 ㎡（駐車場含み 10,800 ㎡）、周 

囲の環境に十分配慮。 

５．武蔵野プレイス（仮称）基本設計 

○平成 17 年 4 月～17 年 10 月、基本設計完了 

６．オープンハウスの実施、見直し案提案 

○基本設計の市民意見を聴取するため、オープンハウス実施。 

（17 年 12 月 25 日/市民会館・18 年 1 月 8 日/境南コミセン） 

○18 年 3 月、オープンハウスの市民意見を基に、地上 3 階地下一部 3 階、延べ面積

約 7,800 ㎡（駐車場 80 ㎡含み 7,880 ㎡、残り隔地駐車）提案したが、『基本設計の

趣旨に沿った建設を』といった陳情が採択。 

７．専門家会議 

○18 年７月、専門家会議を設置し、基本設計に立ち戻り、４つの課題について評価・

検証し、実施設計に反映させる。 

○これまでの経過 

11．これまでの経過等 
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（資料）専門家会議開催状況 

 

 

 

回 数 開 催 年 月 日 議 事 事 項 

第１回 18. 7.31 
①経過及び施設構成のポイント 

②基本設計の概要説明 

第２回 18. 8.29 

①図書館機能について 

②市民活動機能について 

③青少年活動機能について 

第３回 18. 9.28 

①生涯学習・フォーラム機能について 

②他の施設との連携について 

③市民活動機能について 

④青少年活動機能について 

⑤図書館機能について 

第４回 18.10.18 

①管理運営について 

②駐車場の出入口について 

③４つの機能についての調査及び検討 

第５回 18.11.1 
４つの機能についての調査及び検討 

第６回 18.11.13 
①４つの機能についての調査及び検討 

②参考配置構成図 

第７回 18.11.29 

①専門家会議のまとめ骨子 

②参考配置構成図 

第８回 18.12.13 専門家会議中間のまとめの検討 

第９回 19.1.22 最終報告書の検討 

第 10 回 19.2.21 最終報告書の検討 
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武蔵野プレイス（仮称）専門家会議設置要綱 
 
（設置） 

第１条 農林水産省食糧倉庫跡地に建設する公共施設（以下「武蔵野プレイス（仮称）」と

いう。）について、基本設計を基に、市民にとってより利便性の高い施設となるよう検討

し、その結果を実施設計に反映させるため、武蔵野プレイス（仮称）専門家会議（以下

「会議」という。）を設置する。 
（任務） 

第２条 会議は、武蔵野プレイス（仮称）に関する次に掲げる事項について調査及び検討

を行い、その結果を市長に報告する。 
(1) より使いやすい施設配置に関すること。 
(2) 管理運営の方法及び主体に関すること。 
(3) 駐車場の出入口の位置に関すること。 
(4) 他の施設との連携に関すること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、その機能等について市長が必要と認めること。 
（組織） 

第３条 会議は、別表に掲げる委員で構成し、市長が委嘱する。 
（委員長等） 

第４条 会議に委員長及び副委員長各１人を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、委員の中から市長が指名する。 
３ 委員長は、会務を総括し、会議を代表する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
（任期） 

第５条 委員の任期は、平成 19 年３月 31 日までとする。 
（会議） 

第６条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。 
２ 会議が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 
（報酬） 

第７条 委員の報酬は、武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 36 年

２月武蔵野市条例第７号）の規定により、市長が定める。 
（事務局）  

第８条 会議の事務局は、企画政策室企画調整課に置く。 
（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議について必要な事項は、市長が別に定める。 
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付 則 
この要綱は、平成 18 年７月 31 日から施行する。 
 
 

別表（第３条関係） 
所  属  等 氏  名 

千葉大学教育学部助教授 新谷 周平 
建築家 鬼頭  梓 
亜細亜大学国際関係学部教授 栗田 充治 
森ビル株式会社六本木ヒルズ運営室アカデミーヒルズ

事業部ライブラリー事務局ライブラリーアドバイザー

小林 麻実 

サントリー株式会社お客様コミュニケーション部シニ

ア･スペシャリスト 
近藤 康子 

千葉大学工学部教授 清水 忠男 
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武蔵野プレイス（仮称）専門家会議 

中間のまとめ〈概要版〉 

 

p lace
m  u s a s h i n o

中間のまとめについて意見をお寄せください。 

２月１５日（木）までにファックス、メール、郵送でお願いします。 

(ファックス)0422-51-5638 

(メール) E-mail:SEC-KIKAKU@city.musashino.lg.jp 

(郵送)〒180-8777 武蔵野市緑町 2-2-28 武蔵野市役所企画調整課気付 

 

お問合せ 武蔵野市企画政策室企画調整課 0422-60-1801 



 

1

Ⅰ．武蔵野プレイス（仮称）専門家会議の目的 

武蔵野プレイス（仮称）専門家会議は、基本設計を基に、市民にとってより利便性の高い施設となるよう検討し、その結果を実施

設計に反映させることを目的とし、次に掲げる事項について調査及び検討を行った。 

１．より使いやすい施設配置に関すること。 

２．管理運営の方法及び主体に関すること。 

３．駐車場の出入口の位置に関すること。 

４．他の施設との連携に関すること。 

 

検討にあったては、知的創造拠点としての武蔵野プレイス（仮称）の全体像と共に、各機能について、市民にとっての望ましいあ

り方について、改めて検討追求した結果、ここに中間報告書を作成した。 

この冊子は、「専門家会議中間のまとめ」の主な意見と過去の策定委員会報告書及び基本設計の内容を対比させたものです。 

 

〈対批表（主な提言）〉 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民にとってより利便性の高い施設となるよう検討するた

めの参考資料＞ 

１．新公共施設基本計画策定委員会報告書（平成 15 年 2 月）

２．農水省跡地利用施設建設基本計画策定委員会最終報告書

（平成 17 年 3 月） 

３．武蔵野プレイス（仮称）基本設計概要版（平成 17 年 10

月） 

武蔵野プレイス（仮称）専門家会議中間のまとめ（平成 18 年

12 月） 

市民にとってより利便性の高

い施設となるよう検討 



 

2

Ⅱ．知的創造拠点としての武蔵野プレイスの全体像 

●基本コンセプト 

 

 

 

 

 

●管理運営の方法、主体について 

 

 

 

 

 

 

 

●館全体に図書館機能を 

 

 

 

 

 

 

本施設の基本コンセプトとして、『集う、学ぶ、創る、

育む～知的創造拠点』とし、日常的な知的好奇心を満たし

つつ、文化活動を通して知的活力を養い、育むことのでき

る場を提供するものとする。 

具体的には３つの視点が重要なポイントとなる。第 1 として、「拡張さ

れた図書館」、2 番目が「地域の知を共有する場」、3 番目として「知的活

動を通して市民が市民に出会う場」ということが挙げられる。 

本施設のような複合（機能）施設を有効に活用するため

には、施設の『すべての機能を有機的に一体化』した管理・

運営が不可欠であり、そのことが、『市民ニーズに的確に

応える』上で最優先されるべきコンセプト 

本施設の特徴である『すべての機能を有機的に一体化』した管理運営を

行うことにより、機能間の連携、交流が生まれ、利用者は知的好奇心を触

発されることが期待される。そのため、各機能における具体的な利用者へ

のサービス、そして、機能間の連携の仕組み、館全体のイベント開催など

のソフト面のプログラムが重要である。利用者の参画についての仕組み、

速やかに、一定の見識ある専門家を館長に選任（館長の公募等）なども検

討。 

図書館としての機能を集約した階を設定するだけでな

く、同時に何らかのかたちで全階にわたって「図書館機能」

を展開し、各機能がゆるやかにつながるような施設構成と

する。これによって、各機能は図書館機能を媒介として有

機的に結びつき、知的交流を誘発するベースが築かれる。

「全階にわたって「図書館機能」を展開する」とは、全階に必ず物理的

な書架を設置しなければならない、つまり必ず図書が介在しなければなら

ないというものではない。「図書館 = 書架」という既成概念から離れ、む

しろ図書館を「知的情報との出会いの場」として広くとらえていくべきで

ある。武蔵野プレイス及び既存の市立図書館が各々で図書館機能を完結さ

せるのではなく、今回の施設を契機として、武蔵野市全体としてどのよう

な知的資源へのアクセスを市民に提供するのかというグランドデザイン

を描くことが必要である。 
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 ●ブラウジング 

 

 

 

 

 

 

  

●知のギャラリー 

 

 

 

 

 

 

  

●フォーラム 

 

 

 

 

 

このような構成（『館全体に図書館機能を』）により、本

施設では、館内をゆっくりと歩きながら、新たな、あるい

は必要な情報を得ていく、ブラウジング（browsing）*

という新しい施設利用のスタイルが定着することが予想

される。 

館内をブラウジングするためにはそのための対象が充実していること

が必要となる。利用者がブラウジングすることにより、「知的好奇心が自

然に触発され、ここを訪れるだけで何らかの知的刺激が得られる」ことを

可能にするためには、たとえば一般の図書館で見られる単なるテーマごと

の書籍展示を越えて、「視覚表現としての書棚作り」を意識してつくりあ

げる必要がある。 

図書館機能を中心とした知的創造拠点としての本施設の

活動を魅力的に表し、各階での活動へ利用者を誘う知のギ

ャラリーを 1 階のスペースに配置する。そこでは、フォ

ーラムや館全体のイベントなどに関わるテーマの図書・メ

ディアを展示したり、市内在住の有識者を中心に選定され

た推奨図書などを設置したりするなどの企画を行う。 

「知のギャラリー」は、市内のさまざまな有識者の著作等のアーカイブ、

特別展示等、書籍を介在させる以外にも多様な展開の可能性が考えられる

が、その全体像の構築と成否は、もっぱらソフト（企画力・運営力）面に

よるところが大であるため、この面での、出来るだけ早い検討が必須であ

る。 

 

フォーラム（大会議室）は、主として会議、講座、イベ

ントを開催できるよう、収容人員を２００人程度とし、視

聴覚機能を備える。ここでは、武蔵野地域自由大学などの

生涯学習事業や映画会・おはなし会などの自主事業を行う

ほか、市民の自主的な活動・発表の場として活用する。さ

らに、知的交流の拠点として位置付け、市内外の様々な有

識者を招いて開催するレクチャーシリーズ「武蔵野フォー

ラム（仮称）」などを開催する。 

フォーラムは、座席数 200 席（机使用時 100 席）、スクリーン・パソ

コンプロジェクターを装備した大会議スペースである。フォーラムでは、

各機能において、会議、講座、イベントなどの事業展開が行われるだけで

なく、機能間の交流、館全体のイベント開催など多彩な利用が可能である。

フォーラムは、各機能が共有するフレキシブルなスペースであり、交流を

テーマに賑わいのあるスペースとしての活用を期待したい。 
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Ⅲ．各機能の望ましいあり方について 

１．図書館機能 

●図書館の運営 

 

 

 

 

 

●施設機能・構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館全体を効率的、効果的に運営していくためには、

中央図書館・吉祥寺図書館との連携が不可欠である。した

がって、本施設の図書館機能と他の図書館とを指定管理者

が一体的に管理することが望ましい。 

本施設のような『文化・教育施設』に指定管理者制度を採用することは、

本市では初めてのことでもあり、市立図書館全館への指定管理者制度の同

時適用ついては拙速に行わず、その管理運営状況をしっかり見極めた上で

その採用の可否を判断することが望ましい。 

「館全体に図書館機能を」「ブラウジング」が武蔵野プ

レイスの基本コンセプトになっており、館内でゆったりと

本を読む、知的創造活動の場に関連する本がある、館内ゆ

っくり歩きながら、新たな情報を得る、など滞在型の図書

館を目指している。 

一方でプレイス来館者の 9 割が図書館利用者と想定される中、「時間が

ない利用者は、必要な資料をすばやく探し、本を借りて帰る」という基本

的な図書館機能もある。滞在型図書館を目指すことは時代のニーズから望

ましい方向であり、基本コンセプトにおいて、本の分散配置が計画されて

いるが、基本的な図書館機能である本を探す、借りる、返すという利用者

ニーズも十分考慮する必要がある。また、図書館の管理面からも、なるべ

く図書館機能を集約し、資料検索のしやすいバランスの取れた蔵書の配置

構成が必要である。 
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●蔵書構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●マガジン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下１階のメインライブラリー 

自然光から本を保護しやすく、外周部壁面を書架として

利用できる地下 1 階の部分に本施設の図書館機能の核と

なるメインライブラリーを設ける。 

魅力ある専門図書コーナー 

音楽、演劇・ダンス、美術などの芸術分野に関する資料、

環境・自然など特定の分野をテーマとした資料、ＮＰＯな

どの市民活動に関連した資料など、各階の専門図書コーナ

ーはそれぞれの階の特徴に合致したテーマを設定し、特色

ある選書を行う。 

まず、地域図書館であることを基本に、通常の図書館利用者へのサービ

スを充実することは言うまでもない。吉祥寺図書館の一般図書の 7 万 5

千冊と同量の冊数を地下 1 階の 1 フロアで収納可能である。ここに、まず

足を運べば、ほとんど本を探すことができる。今回地下 1 階は、壁面書架

システムを採用し、中心に空間ができ、快適な閲覧スペースを提供する。 

専門図書コーナーは、2 階サブライブラリーに環境・自然を、地下 2 階に

音楽をはじめとするアート系を配置する計画になっている。専門図書は幅

があり、プレイスに求められる専門図書の位置づけは、一般図書よりやや

深い知識を得られ、知的刺激を受け、かつ楽しめるようなものが考えられ

る。具体的な内容は次のようなものが考えられる。 

⇒地下 2 階の『芸術系図書』 

⇒地上 2 階は、児童図書＋『生活関連図書』 

「特定分野に力点を置いた資料収集･

提供を行うことにより図書館機能に特色

を持たせる・・・」とし、その例示とし

て「バックナンバーを含む新聞･雑誌など

のタイムリーな情報・・・」を挙げてお

り、図書館機能の特色として、雑誌など

を一定のタイトル数の確保を求めてい

る。 

学術的な雑誌を中心に、電子ジャーナル化される傾向にあり、趣味系雑誌等の一般雑誌

は別として、今後一層、電子媒体への比重が増すものと考えられる。現状の公共図書館は、

一般の人が楽しめることが基本であり、雑誌（紙媒体）に対する要望は高い。また、これ

までの図書館では、雑誌は和文・欧文といった言語によって配架場所を変えることが多か

ったが、「眺めて楽しむ」ことを主眼とするスペースにおいては、言語にこだわることなく、

建築、料理、ファッションといったテーマ(主題)ごとに、異なった言語の雑誌を一緒に配架

するのがふさわしいのではないかと考えられる。タイトル数は、利用者ニーズと図書館員

の選書とのバランスであるが、特徴を持った図書館を目指す場合、600 程度のタイトル数

は、多摩地域の公共図書館としてはトップレベルであり、管理できる数としても妥当であ

ると考える。ただし、電子ジャーナル化は、公共図書館もまた、その傾向と無縁ではあり

得ない。そのため、ジャーナルを含めた資料の電子化に備え、ハード面（無線 LAN やシス

テムネットワークなど）で対応できるよう整備しておく必要がある。 
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●レファレンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図書館における電子メディアのあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○電子メディアを備えた情報ブラウジングコーナー 

インターネット､データベースやデジタル資料、ビジネ

ス情報や地域情報、さらに館内情報の検索や閲覧など、

様々な検索機能を備える。また、視聴覚障害を持つ人々に

とっても電子メディアの活用は有効であり、利用しやすい

ように配慮する。 

 

電子メディアの最大の利点は、使う場所を選ばない(ユビキタス)という

ことである。「電子メディアコーナー」を館内に場所を特定して設けるの

では、その特性を活用しているとはいえない。館内すべてに無線 LAN を

配備し、館所有の PC、市民の持ち込む PC を問わずに、どこでも良質な

情報源にアクセスできるよう図るべきである。これは、武蔵野プレイスに

来館する人のみでなく、全市民が自宅から、図書を含む優良な情報にアク

セスできる環境を、市が整えていくための戦略的拠点となるべきである。

図書館とは、「本がたくさんある書架」や「他人の知的成果物を無償で利

用する場」ではない。知識・情報の共有、ネットワークそのものであり、

web 上の無料サイトの中から有益なサイトを整備したパスファインダー

や市が購入する有料データベースを利用できる環境を提供することが望

ましい。これは知的活動に欠かせないデジタル情報のリテラシー（＝能力）

を市民が高めていくためも不可欠であると考えられる。 

レファレンス機能をさせるため、スタッフの情報収集・

提供能力の向上を図るとともに、都立図書館、各大学図書

館との連携を図り、知的創造活動を支援する情報提供網を

整備する。 

レファレンスについては、言うまでもなく、図書館における利用者サー

ビスの基本的かつ重要な部分であり、その重要性はますます高まってい

る。昨今では、その内容も複雑、多岐に亘っており、レファレンスツール

もさることながらレファレンス体制の充実が求められる。特に様々な分野

の新しいレファレンス需要に対応するためには、単独館として完結するこ

とは困難な事例も増加してくることが予想されるため、中央図書館をはじ

めとした市立図書館、国立国会図書館、都立図書館、近隣の公立図書館及

び大学等の図書館との連携を図り対応をしていくことが重要である。 
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２．市民活動機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民活動の場「市民オフィス」 

ＮＰＯ、社会人のグループ、大学サークル、生涯学習グ

ループなど様々な分野で活動する市民活動を支援するた

め、活動に必要な団体用貸しロッカー、レターケース、打

合せスペースなどを配置し、機器（印刷機等）を備えた市

民オフィスを設置する。さらに、市民活動に関連する図書

や資料等を収集した情報コーナーを設ける。 

市民活動機能の中心的な拠点は、基本設計において 3 階の「市民オフィ

ス」となる。ここには、ミーティングスペース、ラウンジ、印刷室、スペ

ース（会議スペース）、フォーラム（大会議スペース）等が設置される予

定である。概ね、市民活動に必要な機能は装備されているが、特に、市民

団体の打ち合わせの場所として自由に使えるという機能、市民団体のスペ

ースについては、武蔵野市の中の色々な市民活動の情報や資料などがそこ

で全部わかるというような機能を備えられるように留意されたい。また、

市民活動の様子が活動にかかわっていない人にも伝わるような工夫が必

要であり、ブラウジング効果が発揮できるようソフト、ハード（空間構成）

で仕掛けづくりが必要である。 

提案１＜武蔵野市内のＮＰＯ・市民活動団体の多数をまとめている組織に

よる管理･運営＞ 

提案２＜「市民フロア運営委員会」の設置＞ 

提案３＜「市民フロア利用者懇談会」の設置＞ 
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３．青少年活動機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年にとって、日常的・継続的に利用できる知的活動

拠点は意外に少ない。そのような青少年の知的活動拠点と

して、彼らが楽しさや喜びを見出すことができるような知

的環境を整え、青少年が館内全体を自由に使える施設づく

りを基本とする。ただしそれは、青少年活動機能を集めた

青少年センター的な専用施設をつくるものではない。本施

設では、様々な知的情報を得られる図書館機能に加え、バ

ンド専用の「音楽スタジオ」、演劇・ダンス・美術などの

創作活動が行える「多目的スタジオ」、いつでも自由に使

え、体を動かせる「プレイスペース」、快適に学習に打ち

込める「スタディコーナー」など、多様で使いやすい場を

備え、青少年が自分たちの居場所と思えるような魅力ある

施設づくりを図る。 

また、利用料金や事前予約の面での優遇措置、放課後の

数時間を優先利用時間帯にするなど、青少年が利用しやす

い工夫を行う。 

運営 

①時間帯による優先利用と利用料金の大幅な減免 

②他世代の要望との矛盾をできる限り回避できるような空間構成とルー

ルづくり 

③運営への参画 

④青少年のための施設運営をすることのできるスタッフ 

施設機能・構成 

① 基本設計と比して、スタジオ等目的的利用空間を減らし、状況的利用

空間を増やした方がよいと考える。状況的利用空間は、決まった机・椅子

の組み合わせではなく、ソファや地べたに座る等の様々な居方を可能にす

る空間とする。パンや飲み物等の自動販売機、ゴミ箱を設置するなどし、

飲食可能とし、漫画、雑誌等を整備する。その上で、青少年層のニーズと

して、軽い運動を可能とするスペースをとる（卓球、壁面クライミング、

サンドバッグ等）。 

②プレイスペース等における状況的利用から、専門的知識、市民活動情報

などに触れるきっかけをつくる。決して押し付けになってはいけない。専

門雑誌、進路・就職関係雑誌等の設置、掲示板の利用等。バンドやダンス

チームのライブ等発表できる機会を、他施設と連携してつくることも求め

られる。 
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４．生涯学習機能について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．駐車場出入口の位置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本施設において、生涯学習事業はひとつの柱であり、市

民の多様なニーズに応えられるサービス提供が求められ

ている。現在、生涯学習スポーツ課で行っている武蔵野地

域自由大学をはじめとする生涯学習事業や市民会館の講

座等の事業を再編し、本施設を管理運営する指定管理者

が、生涯学習プログラムとして実施することが望ましい。

市教育委員会の基本的な考え方として、「武蔵野プレイス（仮称）は知

的創造拠点として、市民の多様な学習意欲に応えられるよう、生涯学習事

業を展開する。」としている。概ね武蔵野地域自由大学、市民講座(老壮セ

ミナー、老壮シニア講座含む)などについて、移管を前提に事業内容・時期

等について精査を行っている。現在実施している講座等を、フォーラムを

中心に事業展開をしていく必要がある。 

 

基本設計では、駐車場の出入口をプレイス東側の駅前広場

側境南通り近くに設置している。 

武蔵野市自転車放置防止条例に基づく附置義務台数（約

150 台）を確保する。 

境南通りは、日曜日の午後に渋滞が発生し、プレイス駐車場進入の待機

車が境南通りの渋滞に巻き込まれ、駅前広場に進入してくるムーバスの運

行にも影響がおよぶ可能性がある。このような渋滞予測に基づき、できる

だけ渋滞の影響を回避し、ムーバスの運行に影響を与えないプレイス西側

に駐車場の出入口を設置することを検討する。 

また、駐車場対策と関連して、駐輪対策が課題となる。プレイスの場合、

駅前の立地もあり、2000 人/日以上の来館が見込まれており、かなりの

自転車利用者数があるものと想定される。プレイスの計画については、附

置義務台数（約 150 台）を確保するとともに、駐輪場の管理方法、体制、

有料化などの他、周辺公共駐輪場との連携も検討する。 
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Ⅴ．他施設との連携について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園との一体的管理 

本施設が北側の公園に隣接しているメリットを最大限

活かすために、公園についても一体的管理を行っていく。

そのことにより、本施設を公園の一部ととらえることがで

き、双方の利用方法に広がりが生まれる。 

他の施設との連携 

本施設で行われる学習や研究などの知的創造活動、文化

創造活動の中には、その成果を発表する「場」を必要とす

るものも多い。本施設においても、一定規模の発表ができ

るスペースは併せ持つが、本格的な発表の「場」は備えて

ない。そこで、連続立体交差事業の完成後、近接すること

となるスイングホールを本格的な発表の「場」として活用

するほか、市民文化会館、公会堂、芸能劇場、吉祥寺美術

館などの文化関連施設とも連携して活用を図る。 

①公園との一体的運営 

公園との一体的運営を活かし、プレイスの知的創造活動の場としても利用

する。 

（例：美術、音楽、演劇、ダンスなどの発表の場） 

②スイングホールとの連携 

スイングホールの稼働率は 7 割を超えており、プレイス関連の活動に対す

る常時の利用は難しいが、プレイスは、本格的な発表の場を持っていない

ため、プレイスで開催するフォーラム、イベントに合わせて、スイングホ

ールを利用するなど、他施設との連携を図る。 
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Ⅵ．施設構成の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家会議のこれまでの議論を踏まえ、施設構成について以下の

ことに留意し、実施設計にあたられたい。 

 

・ブラウジング等のコンセプトを堅持しつつ、図書館機能はなる

べくまとめ、利用者の利便性を図る。 

・賑わいのある１階のスペースが必要である。（例えば雑誌を１

階に持ってくる。） 

・知のギャラリーは内容を再検討し、併せてどの階に置くのが良

いか検討する。 

・機能が融合するオープンなスペースのイメージが重要である。

（例えば「カフェ」や「知のギャラリー」などをきっちり分けず

に一体になったスペースで展開する）。 

・市民オフィス（市民活動）のフロアに、スタディコーナーがあ

ることにより、スタディコーナー利用の青少年が市民活動の活動

が自然に目に入るのは効果的である。 

・公園に隣接するという利点を生かし、屋上緑化を導入するとと

もに、屋内外の空間の交流をはかる。 

 

基本設計断面構成図 

図書の分散配置、ブラウジングイメージ 

市民にとってより利便性の高い施設となる

ように、実施設計に反映させる。 
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武蔵野プレイス（仮称）専門家会議傍聴者感想（意見）集計 

第８回（１２月１３日） 

 

 

 意      見 

１ 

「武蔵野プレイス(仮称)」の図書館には指定管理者制度を導入しないで下さい(要望書) 

昨年 12 月に市民会館および境南コミニティセンターで仮称「武蔵野プレイス」オープンハウスが開催

されました。この時に寄せられた市民の声に、市長は縮減案を議会に提出しましたが、最終的には新年度

予算案否決という事態に至りました。 

その後「武蔵野プレイス(仮称)」専門家会議が発足しました。 

10 月 31 日市民会館利用者懇談会で、「武蔵野プレイス(仮称)専門家会議」の経過を説明していただき

ましたが、市民の声が十分届いていないのではないかと思いました。 

新しい図書館が出来るのを楽しみにしている私たちとしては、施設の大きさより運用の面で行き届いた

サービスを望んでいます。図書館の窓口に相談をすれば、時間をかけずに容易に目的の資料の提供が受け

られる。仮にそこに目的の資料が無くとも閲覧あるいは取り寄せの手配を迅速にしてくれる有能な図書館

司書の配置を強く希望します。 

公共図書館の司書は、地域住民の二一ズに見合った公正かつ的確な資料の選択をし、整理・保管して、さ

らに利用者に迅速に提供し、資料文化財として次の世代に伝える重要な責務を担う仕事であると考えてい

ます。仮称「武蔵野プレイス」の図書館については、指定管理者制度を導入することなく、是非とも市に

よる運営をしていただきたいと思います。 

２ 

１．誰がプレイスを使うのでしょうか？使いたいと思っている市民が何人くらいいるのでしょうか？使い

たいと思っているグループの代表者が、傍聴に来て「こういうものを作ってほしい」と言わないのはなぜ

なんでしょうか？ 

２．6人の専門委員の皆さん、この程度の議論で59億円、1日100万円の財政負担にＧＯサインを出して

しまっていいのですか。できた後のアフターケアにも責任を持っていただけるのですか？ 

３．あちこちの自治体で見かける「失敗作のハコモノ」にならない、という保証はあるのでしょうか？最

後まで責任を持って使いきるよう気を配ってくれるのは誰でしょぅか？前田さんか、邑上さんか？鬼頭さ

んか、川原田さんか？結局そういう人たちに投票した一人ひとりの市民が税金の無駄づかいを忍ぶ、とい

うことなのでしょうか？？ 

４．この「中間のまとめ」を見て市民は意見を言えるのだろうか？ 

無責任なヤジ馬的利用者になろうと思う市民は「○○が狭すぎる」「○○ももっと充実させてくれ」「なぜ、

○○がないのか」というような「おねだり的」意見を出してくるのではないか？ 

プレイス１館の年間維持費３億というのは、市内１７箇所コミセン全部の補修費に相当するそうです。そ

ういうマイナス面を全部オープンに提示して、初めて市民はバランスの取れた判断ができると思います。

５．鬼頭委員長「事務局の人に気の毒」とは失言でしょう。事務局の人のためではない市長のためでもな

い、お金を払って利用する市民のために判断と提言をお願いします。 

３ 

１．ずっと傍聴してきたが、なされるはずと期待した議論はなかったし、中間のまとめも見るべき論点は

見えてこない。建物の中身について、あれもこれも贅沢に意味づけ、位置づけしているだけではないのか。

 基本設計の枠内の内側の議論に限定したのだとしたら、専門家としての、市民代表としての責任放棄で

はないのか。 

２．農水省跡地は、国民の財産である国有地を市が買い取ったもので、「全国民のもの」に「市民の税金」

が重なって２重にみんなのものでもある。特定市民のための利便な建物施設をどう造るかに終始すべきで

はない。 

単純に「跡地に建物を造る」ということではなく、駅前の極めつきの場所に「新たな環境をどう創るか」

が最優先である。 

専門家会議としても「未来に向けて、良好な環境をどう創らねばならないか」の大命題を責任と気概を

もって遂行してほしい。 

３．現時点での私の考えは、プロポーザルコンペで選定された川原田案（平屋・地下３階、小さく建てる、

武蔵野らしさ、公園との一体化）に戻るのが現実的で妥当な線ではないかと思っています。多数の建築家
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 意      見 

３ 

を巻き込み社会的にも注目を集めた大イベントで、権威ある選定委員会により手順を踏んで正統に選ばれ

た緑環境にも配慮した川原田案は、しかし後日大増床により４階まで上積みされ現基本計画に変貌してし

まった。強権的なやり方に見えて、世間に向けても関係者に対しても市の責任をどう考えるのだろうかと

訝ったものです。 

 基本計画をまとめられた前市長の土屋氏は現在国会議員としてご活躍中です。総務省政務官として夕張

市再生ご担当になられたそうですし、氏本来の英明なご考察により、今この時代の大状況にてらして自治

体のお金の遣い方について新たなご思案もおありではないでしょうか。 

 昨今一段と重税感が際立つ中、市も贅沢な大型施設に膨大な費用を投入するのではなく、そのお金で何

ができるかを広い視野で見直し考え直すべきです。 

４．武蔵野台地を貫く中央線の由緒ある駅の駅前に安らぎの雑木林の風情がやはり相応しい。多摩地区の

入口である「武蔵野」の地名、土地の記憶、自然景観の再生、シンボルとしての雑木林は、土、風、虫、

鳥・・・身近にいのちを感じゆったり生き生きと生きる共生の空間でもあります。 

 川原田平屋案ならば屋上を緑で覆い北側の公園の木々ともつながり、大きな緑の量感になります。都市

の中の開放的な明るい緑の空間は、駅に集まる大勢の人々を引きつけ魅了するでしょう。 

 環境問題は待ったなしの状況であり、自然の多様性、緑の環境価値の重視は時代の要請です。先進的と

される武蔵野市だからこそこの土地のポテンシャルを生かした夢の緑計画は実現可能なはず。その道筋を

専門家会議として先導してください。 
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